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一
、
本
総
目
次
は
、

一
九

四

一

(
昭
和

一
六
)
年
七

月
創

刊

の

『
経
済
月
報
』
、
及
び

一
九

四
六
年

四
月
に
復
刊

さ
れ
た

『新

経
済
月
報
』

の
総
目
次

で
あ

る
。

一
、
原
則
と

し

て
仮
名

遣

い
は
原
文

の
ま
ま
と
し
、
旧
漢
字

、
異
体

字
は
そ
れ
ぞ

れ
新

漢
字
、
正
字

に
改
め

た
。

(編
集

部
)



『経
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巻
第

一
号

一
九

四

一
(昭
和

一
六
)
年

七
月

序発
刊
の
辞

調
査統
制
経
済
法
令

の
概
観

(調
査

一
)

全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(調
査
二
)

各
検
事
局
経
済
事
件
情
勢
報
告

昭
和
十
六
年

一
月
経
済
事
件
情
勢
報
告

東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

甲
府
地
方
裁
判
所
検
事
局

長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局

神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

福
井
地
方
裁
判
所
検
事
局

金
沢
地
方
裁
判
所
検
事
局

山
形
地
方
裁
判
所
検
事
局
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年
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経
済
事
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情
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東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

水
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

甲
府
地
方
裁
判
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検
事
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神
戸
地
方
裁
判
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検
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古
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地
方
裁
判
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検
事
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金
沢
地
方
裁
判
所
検
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局

岡
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検
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札
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五
、
同

六
、
自
動
車
修
理
用
部
分
品
配
給
統
制
規
則
の
解
説

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

一
、
価
格
指
定
を
異
に
す
る
隔
地
者
間
の
取
引
に

於
け
る
準
拠
価
格
に
関
す
る
判
決

二
、
経
済
事
犯
の
犯
意
と
違
法
の
認
識
に
関
す
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決
定

三
、
錻
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屑
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鉄
屑
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給
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三
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八
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七
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に
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製
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な
り
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統
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経
済
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令
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疑
回
答
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解
釈
参
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資
料

統
制
経
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令
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一
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配
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統
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年
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大
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省
告
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第
十
号
ノ

酒
生
産
者
及
卸
売
業
者
ノ
販
売
価
格

四
、
菓
子
販
売
価
格
告
示
ノ
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ノ
他
自
己
ノ
営

業
場
」
ノ
意
味

五
、
指
定
価
格
ト
運
賃
諸
掛
ノ
加
算

六
、
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代
、
家
賃
ノ
値
上
又
ハ
値
下
ト
基
準
地
代

又
ハ
家
賃

七
、
船
架
所
有
者
ノ
徴
ス
ル
料
金
ト
賃
貸
料

八
、
石
油
精
製
業
者
カ
其
ノ
従
業
員

ニ
家
庭
消
費

用
ト
シ
テ
石
油

ヲ
販
売
ス
ル
行
為

九
、
売
渡
シ
ニ
出
資
ヲ
条
件
ト
ス
ル
場
合
ト
価
格

等
統
制
令
ノ
所
謂
脱
法
行
為

一
〇
、
陸
揚
請
負
料
金
ト
運
送
賃

一
一
、
砂
糖
配
給
統
制
規
則

二
関
ス
ル
諮
問

一
二
、
担
保
物
件
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ヨ
ル
代
物
弁
済
ト
臨
時
農
地

価
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令
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昭
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年
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ノ
記
載
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ノ
処
罰
法
条

統
制
経
済
法
令
解
釈
参
考
資
料

一
乃
至
三

(公
定
価

格
の
異
る
隔
地
者
間
取
引
の
準
拠
価
格
に
関
す
る

も
の
)

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

一
、
昭
和
十
六
年
四
月
経
済
実
務
家
会
同
に
於
け
る

判
事
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主
要
地
検
事
各
協
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会
結
果
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告

二
、
価
格
形
式
中
央
委
員
会
第
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五
回
雑
品
部
会
紙
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専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(昭
和

一
五
、
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二
、

一
七
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

商
工
省
関
係

第

一
、
石
炭
品
位
取
締
規
則
ノ
施
行

ニ
関
ス
ル
件

第
二
、
奢
修
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
関
ス
ル

疑
義
ノ
件
照
会

第
三
、
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
施
行

ニ
関
ス
ル

件
第
四
、
繊
維
製
品
ノ
規
格
検
査
施
行

ニ
関
ス
ル
件

第
五
、
削
蹄
装
蹄
料
金

ニ
関
ス
ル
件

第
六
、
繊
維
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造
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則
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ノ
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改
正

二
伴

フ
取
扱
方

ニ
関
ス
ル

件
第
七
、
在
庫
品

タ
ル
禁

制
繊
維

製
品

ノ
販
売
許
可

ノ
件

第

八
、
鉄
鋼
統
制
協
力
会
設
置

二
関

ス
ル
件

第
九
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売

制
限
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

第
十
、
更
生
糸
製
造
制
限

ニ
関

ス
ル
件

第
十

一
、
石
炭
品
位
取
締
規

則
ノ
施
行

ニ
関

ス
ル

件
第
十

二
、
伸
鉄

工
業

ノ
統
制
強
化
並

ニ
伸
鉄
工
場

ノ
整
理

二
関

ス
ル
件

第

十
三
、
鋼
材

配
給
証
明
書

ノ
偽
造

ニ
関

ス
ル
件

第
十

四
、
故

五
ガ

ロ
ン
缶
配
給
統
制
規
則
制
定

ノ

件
第
十

五
、
規
格
外
更
生
糸
織
物

ニ
関

ス
ル
件

第
十

六
、
漆
器

ノ
公
定
価
格

ニ
関

ス
ル
件

第
十
七

、
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
施
行

二
関

ス

ル
件

第
十
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、
価
格
等
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令
施
行
規
則
第

十
五
条
第
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九
号

ニ
関

ス
ル
件

第
十
九
、
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
施
行

ニ
関

ス

ル
件

第

二
十
、
ホ

テ
ル
等

二
於
ケ

ル
朝
食
限
界
価
格

ノ

許
可

ニ
関

ス
ル
件

農
林
省

関
係

第

一
、
食
用
生
鮮
魚
介
類

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル

告
示
改
正

ノ
件

第

二
、
生
花

切
花
及
枝
物
類

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス

ル
件

第

三
、
麩
素

(
グ
ル
ー

テ
ン
)

ノ
販
売
価
格
指
定

二
関

ス
ル
件

第
四
、
食
用
塩
乾
魚
介

類

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル

告

示
改
正

ノ
件

第

五
、
食
用
塩
乾

魚
介
類

ノ
販
売

価
格

ニ
関

ス
ル

告

示
改
正

ノ
件

第

六
、
肉

類
公
定
価
格

中
疑
義

照
会

ノ
件

第

七
、

三
椏

、
楮
等

ノ
統

制

二
関

ス
ル
件

第

八
、
藁

工
品
販
売
価
格

改
正

ノ
件

第
九

、
昭
和
十

五
年

五
月
農
林
省
告
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第

二
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件
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計第

一
表
ノ

一

経
済
統
制
関
係
法
令
違
反
事
件
人
員

年
度
別
調

第

一
表
ノ
二

同

検
事
局
受
理
人
員
前
年
比
較
表

(昭
和
十
五
年
十
二
月
末
現
在
)

第
二
表
ノ

一

同

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
年
度
別

調
第
二
表
ノ
二

同

科
刑
別
人
員
調

(法
令
実
施
後

昭
和
十
五
年
十
二
月
末
迄
)

第
三
表

同

人
員
受
理
未
済
、
起
訴
率
調

(自
昭

和
十
五
年

一
月
至
同
十
二
月
)

〔第

一
表
〕
国
家
総
動
員
法
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済
統
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法
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関
係
人
員
調
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年
四
月

末
現
在
)

第
二
表

同

検
事
局
関
係
法
令
別
人
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調
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第
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表
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審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

第
二
表
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一

同

科
刑
別
体
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)
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二
表
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刑
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人
員
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)
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第

一
表

輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス

ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
検
事
局

関
係
人
員
調

(同
)

第
二
表

同

検
事
局
関
係
法
令
別
人
員
調

(同
)

第

一
表

同

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ

一

同

科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ
二

同

科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
検
事

局
関
係
人
員
調

(同
)

第
二
表

同

検
事
局
関
係
法
令
別
人
員
調

(同
)

第

一
表

同

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ

一

同

科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ
ニ

同

科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

自
昭
和
十
六
年
四
月
至
昭
和
十
六
年
六
月

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
四
月

昭
和
十
六
年
五
月

雑
報昭
和
十
六
年
度
各
控
訴
院
管
内
経
済
実
務
家
会
同
予

99

～

06

り
0

4

06

～

19

4

4

9

R
U

l
l
凸
～

2

4

4

瓜
U

(
Uゾ

2

～

0
乙

4

4

(
コ

8

り
乙

～

0
0

4

4

娚
～
輔

輔
～

姐

螂
～
鰯鰯

鰯
～
斬

-

り
0

農
U
～

0
0

4

4

48

～

4
(
ワ
　
ド
ヘ
リ
)

9

96

～

08

4

民
」

定
期
日
並
参
列
官

司
法
省
刑
事
局
第
二
課
事
務
分
掌
表

経
済
係
判
検
事
調

(昭

一
六
、
七
、

一
五
現
在
)

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
六
年
七
月
現
在
)

第

一
巻
第

二
号

一
九

四

一
(昭
和

一
六
)
年

八
月

調
査大
審
院
に
於
け
る
経
済
事
件
の
統
計
的
観
察

全
国
経
済
犯
罪
情
勢

公
定
価
格
の
告
示
に
関
す
る
調
査
資
料

検
事
局
経
済
事
件
情
勢
報
告

一
、
昭
和
十
六
年
三
月
経
済
事
件
情
勢
報
告

東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

金
沢
地
方
裁
判
所
検
事
局

山
形
地
方
裁
判
所
検
事
局

函
館
地
方
裁
判
所
検
事
局

二
、
昭
和
十
六
年
四
月
経
済
事
件
情
勢
報
告

皿鵬

鵬
～
鵬

後
付

1
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8

～

28

28

～
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東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

水
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局

大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

金
沢
地
方
裁
判
所
検
事
局

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局

山
形
地
方
裁
判
所
検
事
局

函
館
地
方
裁
判
所
検
事
局

三
、
昭
和
十
六
年
五
月
経
済
事
件
情
勢
報
告

長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局

大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局

神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

安
濃
津
地
方
裁
判
所
検
事
局

金
沢
地
方
裁
判
所
検
事
局

鳥
取
地
方
裁
判
所
検
事
局

松
江
地
方
裁
判
所
検
事
局

熊
本
地
方
裁
判
所
検
事
局

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局

E
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14

～

1
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51

～

騒

騒
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U
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0
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0
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3

2

2

お

～

2
(
ら
む
)

4

40

～

必

2

0
1臼

仙
台
地
方
裁
判
所
検
事
局

山
形
地
方
裁
判
所
検
事
局

札
幌
地
方
裁
判
所
検
事
局

統
制
経
済
法
令
の
解
説

外
国
人
関
係
取
引
取
締
規
則
解
説

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

原
審
判
決
認
定
の
超
過
額
の
変
更
と
控
訴
理
由
あ

り
や
否
の
問
題

価
格
等
統
制
令
第
二
条
第
二
項
に
所
謂

「契
約
ヲ

為
シ
タ
ル
ベ
キ
額
」

卸
小
売
に
関
す
る
問
題

証
拠
説
明
の
蝦
疵
と
上
告
理
由

販
売
者
と
買
受
人
と
其
の
営
業
所
所
在
地
を
異
に

す
る
取
引
の
基
準
規
格

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答
及
解
釈
参
考
資
料

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

商
人
系
統
及
産
業
組
合
系
統
間
ニ
於
ケ
ル
肥
料
取

引
価
格

肥
料
飼
料
販
売
価
格
中
ノ

「各
駅
」
「主
要
港
」
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北
海
道

ニ
於
ケ
ル
木
材
ノ
販
売
価
格

木
材
販
売
価
格
備
考

ニ
所
謂
土
場
ノ
意
義
及
其
ノ

場
所

ニ
於
ケ
ル
販
売
価
格

販
売
価
格
ノ
有
利
ナ
ル
地
ノ
業
者

へ
委
託
販
売
ス

ル
ノ
合
法
性

価
格
等
統
制
令

ニ

「目
的
物
ノ
引
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル

時
」
ト
占
有
ノ
改
定

木
材
生
産
者
ガ
消
費
地

(販
売
地
)

ニ
店
又
ハ
土

場
ヲ
有
セ
ザ
ル
場
合
ノ
販
売
価
格

「
ラ
ー
ヂ
」
「ゼ
ツ
ト
」
等
ト
人
造

「
テ
グ
ス
」
販
売

価
格
ノ
適
用

繊
維
屑
配
給
統
制
規
則

ニ

「業
務
用
ノ
原
料
若

ハ

材
料
」
ト
拭
布
用

糸
配
給
統
制
規
則
ニ

「
工
業
者
」
ト
偶
々
委
託
製

織
セ
シ
メ
タ
ル
行
為
及
其
ノ
販
売
価
格

山
手
料
ト
価
格
等
統
制
令

ニ
所
謂
価
格
ノ
引
上

書
籍
ノ
販
売
価
格
中
発
売
日
ノ
意
義

外
国
為
替
管
理
法

ニ

「外
国

ニ
於
テ
為
シ
タ
ル
委

託

ニ
基
キ
本
法
施
行
地
内

二
於
テ
為
ス
支
払
」

ト
資
金
ノ
相
互
融
通
及
同
法
施
行
規
則
ニ

「外

0
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0

国
居
住
者
ノ
為
ニ
ス
ル
本
令
施
行
地
内
ニ
於
テ

為
ス
支
払
」
ト
預
金
ノ
払
戻

物
ヲ
代
償
ト
シ
テ
為
ス
無
票
譲
受
行
為
ト
砂
糖
配

給
統
制
規
則
五
条
ノ
適
用

店
員
個
人

ニ
対
ス
ル
賄
賂
的
金
品
ノ
贈
与
ト
価
格

等
統
制
令
第
九
条
ノ

「禁
止
ヲ
免
ル
ル
行
為
」

甘
藷
ノ
販
売
価
格

(小
売
価
格
ノ
ミ
指
定
)
ト
卸

売
ノ
価
格

統
制
経
済
法
令
解
釈
参
考
資
料

生
産
者
販
売
価
格
、
卸
業
者
販
売
価
格
、
小
売
業

者
販
売
価
格

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

主
要
地
検
事
局
経
済
事
件
起
訴
処
分
事
例

東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

広
島
地
方
裁
判
所
検
事
局

長
崎
地
方
裁
判
所
検
事
局

仙
台
地
方
裁
判
所
検
事
局

札
幌
地
方
裁
判
所
検
事
局
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統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

、
商
工
省
関
係

石
炭
品
位
取
締
規
則
第
二
条
ノ
石
炭
ノ
銘
柄
ノ
件

製
綿
ノ
配
給

二
関
ス
ル
件

屑
紙
配
給
統
制
規
則

ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
二
条
第
二
項
ノ
規
定

ニ
依
ル
告
示
ニ
関
ス
ル
件

「新
商
道
徳
樹
立
運
動
」
実
施

ニ
関
ス
ル
件

満
俺
鉱
配
給
統
制
規
則
制
定
ニ
関
ス
ル
件

日
本
鉄
屑
統
制
株
式
会
社
指
定
商
指
定
及
取
消

ニ

関
ス
ル
件

ガ
ラ
紡
糸
ノ
引
渡

ニ
関
ス
ル
件
公
布
施
行

ニ
関
ス

ル
件

木
炭
及
雑
穀
ノ
系
統
的
委
託
販
売
ニ
関
ス
ル
疑
義

ノ
件

需
要
者
在
庫
鋼
材
活
用
ニ
関
ス
ル
件

セ
メ
ン
ト
販
売
価
格
改
訂

ニ
関
ス
ル
件

商
工
省
告
示
第
三
百
四
十
号

二
関
ス
ル
件

奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第
二
条
中
指
定
物

品
ノ
疑
義
ノ
件

鰯
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～
謝

謝
～
謝
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3
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3

瓜
U

ワ
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8

～

0
0

り
0

3

謝
～

説

繊
維
屑
配
給
統
制
ニ
関
ス
ル
古
着
類
ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

石
炭
品
位
取
締
規
則
第
二
条
ノ
石
炭
ノ
銘
柄
ノ
件

商
工
省
農
林
省
告
示
第
十
七
号

(奢
侈
品
等
製
造

販
売
制
限
規
則
第

一
条
但
書
又
ハ
第
二
条
第

一

項
但
書
ノ
規
定

ニ
依
リ
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ
受

ク
ベ
キ
場
合

ニ
関
ス
ル
件
)
ニ
関
ス
ル
件

製
綿
ノ
配
給

ニ
関
ス
ル
件

日
本
鉄
屑
統
制
株
式
会
社
指
定
商
住
所
変
更
及
指

定
並
取
消

ニ
関
ス
ル
件

石
炭
品
位
取
締
規
則
ノ
施
行

ニ
関
ス
ル
件

奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
但
書

ニ
依

ル
許
可
申
請

ニ
関
ス
ル
件

最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
告
示
ノ
用
語

ニ
関
ス
ル
件

指
定
商
名
簿
訂
正
ノ
件

日
本
鉄
屑
統
制
株
式
会
社
指
定
商
住
所
変
更
及
指

定
並

ニ
取
消

ニ
関
ス
ル
件

鉄
鋼
割
当
証
明
書
ノ
取
扱

二
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
二
条
第

一
項
ノ
規
定

二
依
ル
告
示

ニ
関
ス
ル
件
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和
紙
ノ
配
合
中
代
用
原
料

ニ
関
ス
ル
件

奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
但
書
及
第

二
条
第

一
項
但
書
ノ
場
合

ニ
於
ケ
ル
許
可
ノ
件

銅
使
用
制
限
規
則
第
四
条
第
三
号
ノ
規
定

ニ
依
ル

製
品
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

菜
種
及
菜
種
油
ノ
販
売
価
格
改
正

ニ
関
ス
ル
件

朝
鮮
大
麻
ス

・
フ
混
紡
糸
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

鋼
製
品
製
造
制
限
規
則
施
行

ニ
係
ル
疑
義

ニ
関
ス

ル
件

綿
製
品
ノ
製
造
制
限
ニ
関
ス
ル
件
施
行
ニ
関
ス
ル
件

石
炭
品
位
取
締
規
則
第
四
条
但
書
ノ
規
定
ニ
依
ル

許
可
ニ
関
ス
ル
件

暴
利
行
為
等
取
締
規
則
第

一
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
指

示

ニ
関
ス
ル
件

円
域
向
人
造
絹
織
物
規
格
検
査

ニ
関
ス
ル
件

更
生
糸
製
造
制
限
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

二
、
農
林
省
関
係

昭
和
十
五
年
十
二
月
農
林
省
告
示
第
六
百
五
十
九

号

「
ホ
」
ノ
証
票
発
行

ニ
関
ス
ル
件

木
材
、
藁
工
品
ノ
疑
義

ニ
関
ス
ル
件

粥

佃

9

0

1

～

2

4

4

0

1

0
乙
～

り
乙

4

4

1
且
一

(
》

2

～

n
∠

4

4

9

0

n
乙

～

り
0

4

4

蜘
～
魏魏

0
乙

り
0

り
0

～

り
σ

4

4

43

～

4
(
ヨ
　
)

3

鈎

～

35

4

4

E
J

4
U

り
0

～

リ
へU

4

4

6

9

3

～

り
0

4

4

(
U》

0
0

り
0
～

4

4

4

鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則
ノ
運
用

ニ
関
ス
ル
件

骨
粉
等
ノ
売
渡
命
令
改
正
ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
農
機
具
販

売
価
格
指
定
二
関
ス
ル
件

藁
工
品
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
件

馬
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
件

牛
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ニ
関
ス
ル
件

同牛
馬
ノ
最
高
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
疑
義
ノ
件

三
椏
、
楮
及
雁
皮
ノ
屑
皮
又
ハ
津
ノ
販
売
価
格
指

定
ニ
関
ス
ル
件

玉
繭
等

ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
第
三
条
第

一
項

ニ
依
ル
農
機
具
販

売
価
格
ノ
運
用
ニ
関
ス
ル
件

牛
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

三
、
繊
維
需
給
調
整
協
議
会
関
係

繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則

ニ
依
ル
ス

・
フ
織
物
ノ

検
査
標
準
改
正

ニ
伴
フ
取
扱
方
ニ
関
ス
ル
件

統
計一
、
輸
出
入
品
等
ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
法
関
係

(昭

必
(
　
)

～

4
(
　
む
)

6

65

～

66

1
怯

4

46
～

4
(
　
ワ
ゴ
)

6

鯉
～

姻

㈹

～

捌

捌

～

娚

捌
～

娚

娚

～

魏

93

獅

一

翻

～

魏

49

～

4
(
り
ん
　
)

9

魍

～

95

4

4鰯



和
十
六
年
五
月
末
現
在
)

検
事
局
第

一
表

輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措

置

ニ
関
ス
ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
人
員
調

検
事
局
第
二
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

法
令
別
人
員
調

第

一
審
第

一
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

第

一
審
第
二
表
ノ

一

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

第

一
審
第
二
表
ノ
二

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

二
、
国
家
総
動
員
法
関
係

(昭
和
十
六
年
五
月
末
現

在
)

検
事
局
第

一
表

国
家
総
動
員
法

ニ
基
ク
経
済
統

制
法
令
違
反
事
件
人
員
調

検
事
局
第
二
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

法
令
別
人
員
調

第

一
審
第

一
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

月
1
8

リ
へ
∪

9

～

0

4

r
hJ

り
O

r
D

O

～

-

戻
J

E
J

E
J

1

1

～

0
乙

F
O

E
J

(り
乙

4

0
乙

～

2

E
J

E
「
)

F
O

3

nー
日
～

り
O

E
「U

E
J

鵬
～
脚

脚
～

認

麗
～

鵬

第

一
審
第
二
表
ノ

一

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

第

一
審
第
二
表
ノ
二

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

三
、
其
ノ
他
ノ
統
制
経
済
法
令
関
係

(昭
和
十
六
年

五
月
末
現
在
)

検
事
局
第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
人
員
調

検
事
局
第
二
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

法
令
別
人
員
調

第

一
審
第

一
表

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

第

一
審
第
二
表
ノ

一

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

第

一
審
第
二
表
ノ
二

同

経
済
統
制
法
令
違
反

事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
七
月

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
六
月

騒
(
　
)

～

騒

騒
(
　
　
)

～

5
(
　
　
)

5

田
～

細

晒

～

珊

一94一

鵬

～

鰯鰯

鰯

～

鵬

56

～

駆

肥
(
　
ロ
　
り
ワ
げ
)

～

5
(
ワ
げ
)

9



昭
和
十
六
年
七
月

雑
報経
済
係
判
検
事
調

経
済
月
報
発
行
目
録

(
昭
和

一
六
、

八
、

一
五
現
在
)

(
昭
和

十

六
年

八
月
現
在

)

第

一
巻

第

三
号

一
九

四

一
(昭
和

一
六
)
年
九

月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

統
制
経
済
に
関
聯
す
る
涜
職
事
犯
の
調
査

大
審
院
判
決
に
顕
は
れ
た
る
統
制
経
済
事
犯
の
審
判

上
注
意
を
要
す
べ
き
事
項

近
時
の
風
水
害
、
病
虫
害
に
因
る
各
地
農
作
物
状
況

調
査

各
検
事
局
経
済
事
件
情
勢
報
告

昭
和
十
六
年
六
月
経
済
事
件
情
勢
報
告

東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局

大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局

神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局

ワ
♂

8

9

～

A
U
》

5

ρ
hU

60

～

6
(
　
リ
ム
)

1

一麦

寸

-

そ

イ

1

～

21

21

～

46

46

～

57

58

～

86

7

～

57

0
0

1
⊥

ワ
f
・

《
U

一ー0

～

腐
U

瓜
U

F
り

6

～

ワ
♂

F
D

腐
U

ワ
♂

～

8

鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局

統
制
経
済
法
令
解
説

木
材
販
売
価
格
指
定
告
示
説
明

石
炭
品
位
取
締
規
則
中
改
正

生
活
必
需
物
資
統
制
令
に
基
く
麦
類
配
給
統
制
規
則

貿
易
統
制
令
施
行
規
則
の
改
正
要
旨

小
麦
粉
等
製
造
配
給
統
制
規
則

青
果
物
配
給
統
制
規
則

藷
類
配
給
統
制
規
則

石
油
販
売
取
締
規
則

(揮
発
油
及
重
油
販
売
取
締
規

則
の
改
正
)

金
属
類
回
収
令
関
係
法
令
逐
条
解
説

価
格
等
統
制
令
中
改
正
勅
令

配
電
統
制
令

海
運
統
制
令
中
改
正
勅
令

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
参
考
破
殿
判
決

一
、
事
実
誤
認
の
例

二
、
理
由
不
備

(虚
無
証
拠
)
、
審
理
不
尽
の
例

三
、
量
刑
不
当
の
例

%

～

92

ー9

～

2
(
り
む
ロ
リ
)

0

篇

～

㎜

㎜
～

㎜

脚

～

鋤

鋤

～

鵬

㎜
～

獅

獅
～

鰯

一95

26

～

27

一
(
　
ヨ
)

鵬

～

鵬

鎚

～

説

躍

～

説

鎚

～

餅

33

～

訓
(
　
り
む
)

43

～

63

り
0

り
0

り
0

0

貧
∪

～

ワ
～

り
覧」

3



統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答
及
解
釈
参
考
資
料

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
甘
藷
の
販
売
価
格

(小
売
価
格
の
み
指
定
)

と
生
産
者
及
卸
販
売
の
価
格

二
、
牧
畜
の
放
牧
料
金
と
価
格
等
統
制
令
の
保
管

料
と
の
関
係

三
、
臨
時
米
穀
配
給
統
制
規
則
第
三
条
買
受
行
為

の
意
義

四
、
臨
時
農
地
管
理
令
第
三
条
と
第
五
条
と
の
関

係
五
、
故
五
ガ
ロ
ン
缶
配
給
統
制
規
則
第
三
条
の
意

義

告
示
解
釈
参
考
資
料

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

各
検
事
局
経
済
事
件
起
訴
処
分
結
果
調

東
京
区
裁
判
所
検
事
局
関
係
経
済
事
件
裁
判
経
過
調

経
済
事
件
と
詐
欺
恐
喝
等
の
事
犯
が
相
牽
連
発
生
し

た
る
事
例

軍
需
会
社
よ
り
民
間
に
物
資
の
流
出
す
る
事
例

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

銅

1

0
∠
】

ワ
～

～

ワ
～

3

り
0麗

n
ノ自

4

ワ
ー
・
～

弓
～

3

り
0

4

r
D

ワ
ー
・
～

嗣7
―

り
σ

3

E
J

O

ワ
イ
・
～

0
0

り
覧」

3

-
⊥

Ω
U

Ω
O
～

9

3

3

0
0

ワ
～

9

～

-

り
㌦」

4

ワ
ー
・

Ω

0

1
⊥
～

n∠

4

4

9

0
0

2

～

り
「U

4

4

司
法
省

関
係

一
、
経
済
犯

罪
状
況
報
告

ニ
関

ス
ル
件

二
、
改
正
暴

利
行
為
等

取
締
規

則

ノ
運

用

ニ
関

ス

ル
件

三
、
経
済
事
件

ニ
関

ス
ル
参
考
資

料

ノ
送
付
方

ニ

関

ス
ル
件

通
牒

四
、
統
制

経
済
法
令

違
反
事

件

ニ
対

ス
ル
無

罪
其

ノ
他
参

考
ト

ナ

ル

ベ
キ
裁
判
報

告
方

ノ
件

通
牒

五
、
経
済
統
制

関
係
事
項

照
会

ニ
関

ス
ル
件

商

工
省

関
係

一
、
加
里
塩

ノ
配
給
統

制

ニ
関

ス
ル
件

二
、
艀
滞
船

料
負
担

者

ニ
関

ス
ル
件

三
、
奢
侈

品
等

製
造

販
売

制
限
規

則
第

一
条
但

書

及
第

二
条
第

一
項
但
書

ノ
規
定

ニ
依

ル
許

可
申

請

ニ
関

ス
ル
件

四
、
芸

術
保
存

ニ
関

ス
ル
件

五
、

暴
利
行
為

等
取

締
規

則
第

一
条

ノ

「
地
方

長

官

ノ
指
示
」

ニ
関

ス
ル
件

六
、
艀
滞
船
料

負
担
者

ニ
関

ス
ル
件

七
、

写
真
用

ゼ

ラ
チ

ン
ノ
引
渡

及
使

用

ノ
制

限

ニ

娚

娚
～

斬斬螂

螂
～

輔

必
(
　
)

～

4
(
　
)

5

59

～

61

4

4

1

0
0

瓜
U
～

4
U

4

4

り
0

9

農
U
～

6

4

4

Q
ゾ

0

腐
U
～

厚
～

4

4

(
U

2

ワ
～

～

厚
～

4

4

一96一



関
ス
ル
件

八
、
自
動
車
修
理
用
部
分
品
配
給
統
制
規
則
ニ
基

ク
自
動
車
修
理
用
部
分
品
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス

ル
件

九
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第
四
条
ノ
規

定

ニ
依
ル
物
品
指
定
ニ
関
ス
ル
件

一
〇
、
商
工
省
告
示
第
六
百
八
十
号

(孔
明
煉
炭

及
豆
炭
販
売
価
格
改
正
ノ
件
)
中
丁

(
一
)
ノ

解
釈

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
疏
菜
及
果
実
類
最
高
販
売
価
格
改
訂
ニ
関
ス

ル
件

二
、
疏
菜
及
果
実
類
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

三
、
木
炭
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

四
、
や
ま
い
も
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

五
、
菜
種
及
菜
種
油
ノ
販
売
価
格
改
正
ニ
関
ス
ル

件
六
、
肥
料
配
給
割
当
数
量

ニ
関
ス
ル
件

七
、
木
炭
最
高
販
売
価
格
改
訂
ニ
伴
フ
政
府
木
炭

売
渡
価
格
ノ
改
訂

ニ
関
ス
ル
件

n
∠

6

儒7
♂
～

厚
～

4

4

瓜
U

ワ
」

ワ
ー

～

ワ
f

4

4

ワ
～

9

ワ
イ

～

ワ
～

4

4

(
》

0
乙

ワ
～
～

8

4

4

魏
～
鰯

鰯
～
捌

捌
～
娚螂

り
0

4

9

～

(
》

4

4

4

瓜
U

(
》

～

9

4

4

魔
U

O
O

(
》

～

(
コ

4

4

八
、
飲
食
料
品
空
容
器
回
収

ニ
関
ス
ル
件

統
計第

一
表

国
家
総
動
員
法
ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違

反
事
件
検
事
局
受
理
人
員
調

(昭
和
十
六
年
六
月

末
現
在
)

第
二
表

同

法
令
別
人
員
調

(同
)

第

一
表

輸
出
入
品
等
ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス

ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
検
事
局

受
理
人
員
調

(同
)

第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
検
事

局
受
理
人
員
調

(同
)

第

一
表

国
家
総
動
員
法
ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違

反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

第

一
表

輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス

ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
第

一
審

裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
第

一

審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
八
月
分

8

(
》

9

～

9

4

4

ー

ワ
」

0

～

0

に
J

P
O

ワ
σ

9

0

～

0

5

E
J

50

～

5
(
　
　
り
)

1

97

51

～

52

一
(
ぶ
り
り
ゐ
)

0
乙

∩
X
U

O
乙

～

0
乙

F
り

民
」

9

E
「)

2

～

0
0

E
J

F
へ
∪

獅
～

聞

脇
～

鵬



統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
八
月
分

雑
報経
済
係
判
検
事
調

(昭
和

一
六
、
九
、
二
二
現
在
報

告
書
ニ
依
ル
)

司
法
省
刑
事
局
第
二
課
事
務
分
掌
表

昭
和
十
六
年
五
月
現
在
経
済
統
制
法
令

一
覧
表

(広

島
控
訴
院
検
事
局
調
)

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
六
年
九
月
現
在
)

第

一
巻
第

四
号

一
九

四

一
(昭
和

一
六
)
年

一
〇
月

調
査一
、
全
国
経
済

犯
罪
情
勢

二
、
八
、

一
一
停
止

に
対
す

る

一
般

の
意

響

三
、
新

米
価
対
策
と

其

の
影
響

統

制
経
済
法

令
解
説

一
、
兎

毛
皮
等

配
給
統

制
規
則

二
、
カ

ー
バ
イ
ド
配
給
統
制

規
則

の
改

正

三
、

石
炭

配
給
調
整

規
則

の
改
正

5

3

ワ
ゴ

～

Ω
O

PhJ

5

E
J

8

8

～

0
0

E
J

艮
」

0
0

9

8

～

0
0

E
「J

E
「
)

獅
の
次

後
付
1

1

～

19

19

～

24

25

～

33

35

～

40

40

～

41

41

～

46

四
、
石
油
代
用
燃
料
使
用
装
置
統
制
規
則

五
、
農
地
作
付
統
制
規
則

統
制
経
済
事
件
判
決
例

一、
大
審
院
判
決
例

超
過
金
額
ノ
誤
認
ト
上
告
理
由

隔
地
者
間
ノ
取
引

ニ
於
ケ
ル
準
拠
価
格

昭
和
十
五
年
商
工
省
告
示
第
二
十
九
号
ヲ
以
テ
認

可
セ
ラ
レ
タ
ル
食
料
缶
詰
ノ
最
終
卸
売
価
格

ニ

関
ス
ル
協
定
価
格

ハ
所
謂
中
間
卸
売
ノ
場
合

ニ

モ
適
用
ア
リ
ヤ

繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
第
二
条
違
反
ノ
罪
ト
糸

配
給
統
制
規
則
第
三
条
違
反
ノ
罪
ト
ノ
連
続
関

係
ノ
有
無

胡
麻
油
四
七
詰

一
缶
ノ
卸
売
価
格
ノ
定
メ
ア
ル
場

合

(香
川
県
告
示
第
二
百
十
六
号
)

一
升
缶
二

十
個
詰

一
箱
ノ
販
売
価
格
ノ
算
定
方
法

隔
地
者
間
ノ
取
引

ニ
於
ケ
ル
準
拠
価
格

措
置
法
違
反
ノ
超
過
販
売
行
為
ト
総
動
員
法
違
反

ノ
超
過
販
売
行
為
ト
ノ
連
続
関
係

商
業
組
合
ノ
超
過
買
受
行
為

46

～

49

50

～
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だ
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5
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5

だ
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卸
小
売
ノ
区
別

売
渡
行
為
ト
買
受
人
ノ
超
過
販
売
行
為
ノ
従
犯

帝
室
林
野
局
所
定
ノ
臨
時
措
置
要
綱

ニ
基
ク
最
高

販
売
価
格

ハ
市
場
価
格
ト
謂
ヒ
得
ル
ヤ

弁
護
人
提
出
ノ
証
拠
物

ニ
付
テ
ハ
刑
事
訴
訟
法
所

定
ノ
証
拠
調
ヲ
要
セ
サ
ル
ヤ

超
過
金
額
ノ
具
体
的
記
載
ヲ
欠
ク
場
合
ノ
採
証

無
許
可
買
受
行
為
ト
超
過
買
受
行
為
ト
ノ
公
訴
事

実
ト
シ
テ
ノ
同

一
性
ノ
有
無

総
動
員
法
違
反
ト
米
穀
配
給
統
制
法
違
反
ト
ノ
関

係
昭
和
十
五
年
商
工
農
林
告
示
第
六
号
ノ
解
釈

超
過
買
受
行
為
ト
超
過
販
売
行
為
ト

ハ
連
絡
犯
ニ

シ
テ
牽
連
犯

ニ
非
ス

告
示
所
定
ノ
規
格

二
該
当
セ
サ
ル
織
物
ノ
販
売
価

格
物
品
販
売
価
格
取
締
規
則
上
ノ
指
定
期
日
ノ
実
績

価
格
ナ
キ
場
合
ノ
準
拠
価
格

二
、
大
審
院
参
考
破
殿
判
決

(
一
)
審
理
不
尽
の
例

63

～

6666

66

～

686868

68

～

69

0
σ

0

6

～

7

0

～

1

7
σ

7
871

71

～

72

72

～

73

73

～

84

(二
)
理
由
不
備
の
例

(三
)
量
刑
不
当
の
例

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答
及
解
釈
参
考
資
料

一
、
統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

長
さ
半
礪
未
満
の
端
切
と
告
示
に
所
謂

「織
物
」

及

「端
切
」

地
区
の
合
併
と
価
格
の
適
用

鉄
屑
配
給
統
制
規
則
第
二
条
に
所
謂
受
託
加
工
の

範
囲

綿
布
屑
の
指
定
価
格
と
再
撰
別
撰
別
費
の
加
算

自
動
車
用
タ
イ
ヤ
チ
ュ
ー
ブ
配
給
統
制
規
則
第
二

条
に
所
謂

「故
の
も
の
」
及
屑
ゴ
ム
及
粉
末
ゴ

ム
配
給
統
制
規
則
第

一
条
に
所
謂

「故
」
及

「屑

ゴ
ム
」
の
意
義

苛
性
曹
達
販
売
価
格
に
所
謂

「本
船
乗
渡
」
と
停

船
料
の
加
算

農
林
缶
詰
の
販
売
制
限
に
関
す
る
件
と
其
の
有
効

期
間
前
後
に
亙
る
製
造
販
売
の
違
法
性

焼
酎
販
売
価
格
の
卸
売
価
格
と
少
量
小
売
数
販
売

及
混
和
焼
酎
の
価
格
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肉
牛
の
仲
買
行
為
と
価
格

叺
販
売
価
格
と
庭
先
若
は
工
場
持
込
の
場
合
等

藁
工
品
販
売
価
格
改
正
と
県
内
取
引

へ
の
適
用

味
噌
卸
売
業
者
販
売
価
格
の
意
義

自
転
車
並
に
同
部
分
品
及
附
属
品
配
給
統
制
規
則

第

一
条
別
表
に

「
ペ
タ
ル
」
及

「ポ
ン
プ
」
の

範
囲

価
格
等
統
制
令
に
所
謂
運
送
賃
と
タ
ッ
ク
ボ
ー
ト

賃
夕
刊
の
値
上
と
価
格
違
反

臨
時
米
穀
配
給
統
制
規
則
に
米
穀
生
産
者
と
農
家

の
家
族

二
、
価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

鍛
鋼
品
価
格
及
其
の
加
工
賃
専
門
委
員
会
経
過
報

告
書

鉱
山
用
機
械
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告

井
戸
ポ
ン
プ
価
格
協
議
会
経
過
報
告

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告
(竹

製
度
器
)

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報

燭

鵬
～

燭燭聯聯

窟
～
酩悌悌

9

(
U

り
0

～

4

11↓

l
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乙

4
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4

1
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1

2

3

4

～

4

1

1

リ
へ
u

E
J

4

～

4

1

1―
↓

告

(新
型
軸
受
)

鉄
線
、
亜
鉛
引
鉄
線
及
釘
価
格
審
議
会
経
過
報
告

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報

告

(電
気
機
器
)

銅
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

無
機
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
硫
酸
小
委
員

会
委
員
長
報
告

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
ポ
ン
プ
委

員
会
委
員
長
報
告

フ
エ
ロ
ア
ロ
イ
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告
(案
)

工
作
機
械
工
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報

告

(ラ
ヂ
ア
ル
、
ボ
ー
ル
盤
)

井
戸
ポ
ン
プ
価
格
協
議
会
経
過
報
告

滑
空
機
価
格
審
議
経
過
報
告

河
川
工
事
用
鉄
線
籠
価
格
審
議
経
過
報
告

鉱
山
ア
セ
チ
レ
ン
灯
協
議
会
経
過
報
告

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告

(木

製
度
器
)

タ
イ
ヤ
用
バ
ル
ブ
イ
ン
サ
イ
ド
協
議
会
経
過
報
告

鑿
価
格
協
議
会
経
過
報
告
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第
十
七
回
雑
品
部
会
委
員
長
幹
事
報
告

非
鉄
金
属
価
格
形
成
専
門
委
員
会
故
銅
部
会
委
員

長
報
告

非
鉄
金
属
価
格
形
成
専
門
委
員
会
伸
銅
品
部
会
委

員
長
報
告

(案
)

非
鉄
金
属
価
格
形
成
専
門
委
員
会
電
線
部
会
委
員

長
報
告

(案
)

鎖
及
附
属
品
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告
(電

動
工
具
)

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告
(電

気
時
計
)

裁
判
及
検
察
に
対
す
る

一
般
参
考
資
料

、
各
検
事
局
経
済
事
件
起
訴
処
分
事
例

長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局

京
都
地
方
裁
判
所
検
事
局

山
口
地
方
裁
判
所
検
事
局

熊
本
地
方
裁
判
所
検
事
局

青
森
地
方
裁
判
所
検
事
局

旭
川
地
方
裁
判
所
検
事
局
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9
0
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り
乙
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4

瓜
U

2

n/
■

二
、
最
高
販
売
価
格
設
定
品
目
表

三
、
東
京
市
に
於
て
実
施
中
の
切
符
制
調

四
、
大
阪
府
に
於
け
る
経
済
事
犯
に
関
す
る
投
書
の

動
向
と
之
が
処
理
状
況

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

一
、
司
法
省
関
係

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
報
告
方
ニ
関
ス
ル

件

二
、
農
林
省
関
係

肥
料
空
叺
販
売
価
格
指
定
ニ
関
ス
ル
件

食
用
鮮
魚
介
類
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

木
炭
最
高
販
売
価
格
改
訂
ニ
伴
フ
政
府
木
炭
売
渡

価
格
改
訂

ニ
関
ス
ル
件

青
果
物
配
給
統
制
規
則
ノ
運
用
ニ
関
ス
ル
件

菓
子
類
ノ
販
売
価
格
改
訂
ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
疏
菜
及
果

実
類
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

藷
類
ノ
配
給
統
制

ニ
関
ス
ル
件

小
麦
ノ
政
府
買
入
最
高
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
件

魚
油
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件
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価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
半
改
良
塩

鱒
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ニ
関
ス
ル
件

生
花
切
花
及
枝
物
類
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ニ
関

ス
ル
件

植
物
油
脂
配
給
価
格
ニ
関
ス
ル
件

三
、
商
工
省
関
係

昭
和
製
鉄
所
ノ
製
造
ニ
係
ル
鋼
半
製
品
鋼
質
規
格

ニ
関
ス
ル
件

繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

芯
綿
ノ
規
格
ニ
関
ス
ル
件

所
謂
山
林
分
譲
等
ノ
取
扱
方

ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
ノ
改
正

ニ
関
ス
ル
件

石
炭
品
位
取
締
規
則
ニ
依
ル
告
示
改
正
ニ
関
ス
ル

件
繊
維
工
業
設
備

ニ
関
ス
ル
件

芸
術
保
存

ニ
関
ス
ル
件

奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
但
書
ノ
規

定

二
依
ル
許
可
ニ
関
ス
ル
件

漆
器
ノ
公
定
価
格

ニ
関
ス
ル
件

瓦
斯
ノ
需
給
調
整

ニ
関
ス
ル
件

錨

ワ
～

9

(
U
～

(
U

3

3

0

り
0

1

～

-

り
0

り
0

3
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J

1
1
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～
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0

3

E
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り
0

3

瓜
U

ワ
～
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～

1

り
0

3

訓
(
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～

訂
(
く
り
)
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3

り
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乙
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n
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0
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J
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乙

～

0
乙
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0

り
0

ワ
f

8

り
乙

～

り
乙

り
0

3謝

謝
～

鎚

鎚
～

獅

暴
利
行
為
等
取
締
規
則
ノ
解
釈
ニ
関
ス
ル
件

鉄
製
品
製
造
制
限
規
則
ノ
運
用
方
針

ニ
関
ス
ル
件

宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
ノ
適
用
範
囲
ニ
関
ス
ル

件
昭
和
十
五
年
七
月
商
工
省
告
示
第
三
百
四
十
号
並

ニ
昭
和
十
五
年
十

一
月
商
工
省
告
示
第
七
百
二

十
九
号
中
改
正

ニ
関
ス
ル
件

銘
仙
査
定

ニ
関
ス
ル
件

鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス
ル
件

商
工
省
、
農
林
省
告
示
第
十
七
号

(奢
侈
品
等
製

造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
但
書
又
ハ
第
二
条
第

一
項
但
書
ノ
規
定

ニ
依
リ
地
方
長
官
ノ
許
可
ヲ

受
ク
ベ
キ
場
合

ニ
関
ス
ル
件
)

ニ
関
ス
ル
件

絹
合
紡
、
絹
混
紡
及
絹
混
繰

「
ス

・
フ
」
糸
並

ニ

同
織
物

ニ
関
ス
ル
件

石
炭
販
売
業
者
最
高
販
売
価
格
改
正
ノ
件

石
炭
配
給
調
整
規
則
中
改
正

ニ
関
ス
ル
件

鉄
鋼
需
給
統
制
規
則
中
疑
義

ニ
関
ス
ル
件

統
計一

、

検
事
局

(昭
和
十
六
年
七
月
末
現
在
)
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輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置

ニ
関
ス
ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
人
員
調

第

一
表

国
家
総
動
員
法

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令

違
反
事
件
人
員
調

第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
人

員
調

第
二
表

同

法
令
別
人
員
調

二
、
第

一
審

(昭
和
十
六
年
七
月
末
現
在
)

輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス
ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果

人
員
調

第

一
表

国
家
総
動
員
法
ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令

違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

第

一
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

第
二
表
ノ

一

同

科
刑
別
体
刑
人
員
調

第
二
表
ノ
二

同

科
刑
別
金
刑
人
員
調

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
九
月

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

E
O

-

瓜
U
～

ワ
～

2
∪

3

n
ノ
乙

8

ワ
イ

～

ワ
～

O
Q

り
0

78

～

別

3

り
㌦J

E
J

盈
U

O
O

～

8

り
㌦U

3

6

2

8

～

(
コ

3

3

り
Q

9

(
コ

～

(
コ

9
0

3

謝
～

獅輔

鄭
～
蜥

9

戻
U

O

～

n乙

4

4

昭
和
十
六
年
九
月
公
布

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
六
年
十
月
現
在
)

第

一
巻

第

五
号

一
九

四

一
(
昭
和

一
六

)
年

一

一
月

調
査一

、
全

国
経
済
犯
罪
情
勢

二
、
臨
戦
時

下

に
於
け

る
物
資
買
漁
状
況
調
査

三
、
時
局
下

の
経
済
関
係
流

言
蜚
語

に
関
す
る
調
査

統

制
経
済

事
件
判
決

例

一
、
量
刑
不
当

の
例

二
、
審
理
不
尽

の
例

三
、
理
由
不
備

の
例

四
、
判
事
不
備

の
例

五
、
事
実
誤
認

の
例

六
、
採

証
違
法

の
例

大
審
院
量
刑

上
参
考
判
決

統

制
経
済
法
令
質
疑

回
答

一
、
嗜
好
飲
料

及
滋
養
飲
料

の
販
売
価
格

二
、

フ
レ
ー
ク
苛
性
曹

達

の
販
売
価
格
と
運
賃

の
加

姐
(
　
)

～

必
(
む
)
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算

u
～
(
な
り
の
ソ
ヨ
)

u

三
、
生
産
者
と
卸
売
業
者
と

の
企
業
合
同
と
其

の
販

売

価
格

m

四
、
清

酒
販
売
価
格

と
樽
詰

品

m
～
囎

五
、
麻

生
産
者

の
自
家

生
産
麻

の
加

工
販
売

に
関
す

る
問
題

肥

六
、

カ
ー
バ
イ
ト
通
容

器
紛
失
弁
償
金

及
延
滞
料

囎
～
麗

七
、
グ

ル
タ
ミ

ン
酸

ソ
ー
ダ
を
主
成

分
と
せ
る
粉
末

調
味
料

の
意

義

慨

八
、
農

林
省

価
格
告
示
中

の

「
地
方
長
官
本
表

価
格

の
範

囲
内

に
於

て
別
段

の
額
を
指
定

し
た
る
場
合

は
本
表
価
格

は
之
を
適

用
せ
ず
」
と

の
規
定

の
意

味

皿
～
塒

九

、
故

の
綿
織
物
と
綿
製

品

の
販
売
制
限

に
関
す

る
件

鵬

一
〇
、
告

示
指

定

の
取
引
場

所
以
外

の
引
渡
方
法

に

よ

る
販
売

の
基

準
価
格

鵬
～

必

=

、
特
免
総

ゴ

ム
靴
と
総
ゴ

ム
靴

の
意
味

以

一
二
、
鶏
卵
産
地

販
売
業
者

の
意
義

四
～

鵬

一
三
、
生
産
者

の
委

託
小
売

販
売

の
場
合

の
販
売

価

格

伽
～

必

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

一
、
車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
鉄
道
車
輌
委
員
会

委
員
長
報
告

(客
車
及
客
電
車
)

二
、

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長

報
告

(
石
炭
用
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ヤ
)

三
、
フ
エ
ロ
ア
ロ
イ
専
門
委
員
会
経
過
報
告

(
フ
エ

ロ
シ
リ

コ
ン
)

四
、
工
作
機
械
工
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長

報
告

(形
削
盤
)

五
、
酸
素
熔
接
器
等
価
格
協
議
会
経
過
報
告

六
、

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長

報
告

(蓄
電
池
)

七
、
電
気
通
信
機
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告

(交

換
機
)

八
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告

九
、
ゴ
ム
皮
革
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(自
動
車

タ
イ
ヤ
及
チ
ユ
ー
ブ
)

一
〇
、
車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告
(自

動
車
部
分
品
)

一
一
、
錫
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告
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一
二
、
車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告
(標

準
型
及
小
型
乗
用
車
等
)

一
三
、
車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告
(自

動
車
方
向
指
示
器
)

一
四
、
引
抜
鋼
材
価
格
及
工
賃
審
議
経
過
報
告

一
五
、
車
輌
価
格
専
門
委
員
会
鉄
道
車
輌
委
員
会
委

員
長
報
告

(貨
車
)

一
六
、

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員

長
報
告

(軸
受
用
鋼
球
)

一
七
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
板
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報

告
一
八
、

一
号
接
点
用
合
金
線
等
ノ
価
格
協
議
会
経
過

報
告

一
九
、
莫
大
小
針
価
格
協
議
会
経
過
報
告

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

一
、
司
法
省
関
係

一
、
物
資
統
制
法
令
ノ
改
廃

ニ
関
ス
ル
意
見
提
出

方
ノ
件

二
、
広
告
料
ノ
停
止
額
ノ
判
定

二
関
ス
ル
件

二
、
商
工
省
関
係

ワ
ゴ

9

4

～

4

1

1

(
》

1

4

～

■k
J

1

1

1

リ
へ
u

E
J

～

E
J

1

1
―
⊥

B

～

慨

嗣
～

断

57

～

58

8

(
コ

r
へ
)
～

一k
U

1

1

9

1
1
一

亡
」

～

盈
)

1

1
―⊥鵬

鵬
～

鵬

一
、
糸
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

二
、
広
幅
交
織

絹
織
物
査
定

ニ
関

ス
ル
件

三
、
繊
維

屑
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

四
、
入
場
料
其

ノ
他

ノ
修
繕
料
等

ノ
指
定
期
日

ニ

於

ケ
ル
額

ニ
関

ス
ル
件

五
、
硫
酸
最
高
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

六
、
軌
条
用
ボ

ル
ト
、
ナ

ツ
ト
及
犬
釘

ノ
規
格

ニ

関

ス
ル
件

七
、
自
動
車

タ
イ

ヤ
、
チ

ユ
ー
ブ
統

印
廃
止

ニ
関

ス
ル
件

八
、
広
告
料

ノ
停
止
額

ノ
判
定

ニ
関

ス
ル
件

九
、
孔
明
煉
炭
最
高
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

一
〇
、
美
装
鋼
板
名
称
変
更

ニ
関

ス
ル
件

一
一
、
銅
使
用
制
限
規
則

ノ
改
正

ニ
伴

フ
奢
侈
品

等
製
造
販
売
制
限
規
則
関
係
告

示
改

正
ノ
件

一
二
、
小
幅
絹
織
物
査
定

ニ
関

ス
ル
件

一
三
、
石
油
代
用
燃
料
使

用
装
置
統
制
規
則
第
六

条
但
書

ノ
規
定

二
依

ル
指

示

ニ
関

ス
ル
件

一
四
、
新
聞
広
告

ノ
指
定
料

ニ
関

ス
ル
件

一
五
、

五
ガ

ロ
ン
缶
手

環
廃
止

ニ
関

ス
ル
件
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一
六
、
繊
維

工
業

設
備

ニ
関

ス
ル
件

一
七
、
奢
侈

品
等
製
造

販
売
制

限
規

則
第

二
条

ノ

規
定

ニ
依

ル
取
扱
物
品

ニ
関

ス
ル
疑
義

ノ
件

一
八
、

昭
和
十
六
年
度
第

三
四
半
期

力
ー
バ
イ

ド

割
当
及
新

配
給
機
構

ニ
関

ス
ル
件

一
九

、
石
油
代
用
燃
料

使
用
装
置
設
置
許
可
事
務

取
扱
方
針

ニ
関

ス
ル
件

二
〇
、
鉄
鋼
統
制
機
関

ノ
執
務

ニ
関

ス
ル
件

二

一
、
銑
鉄
割
当
証
明
書

ヲ
以

テ
盟
外
銑
鉄
取
得

二
関

ス
ル
件

二
二
、
昭
和
十

五
年

七
月
商

工
省
告
示
第

三
百

四

十

二
号

ニ
依

リ
定

メ
タ

ル
法
令

ニ
依

リ
製
造

ヲ

禁
止

セ

ラ
レ
タ

ル
物
品
又

ハ
其

ノ
中
古

品

ノ
取

扱

ニ
関

ス
ル
件

二
三
、
陶

磁
器
製
飲
食
物
容

器

ノ
最
高
販
売
価

格

指
定

ニ
関

ス
ル
件

二
四
、
石
油

販
売
価

格
指
定

ニ
関

ス
ル
件

二
五
、
昭
和
十

五
年

七
月
商

工
省
告

示
第

三
百
四

十
号

ノ
改
正

ニ
関

ス
ル
件

三
、
農

林
省

関
係

㎜
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0
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n
ノ
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4

0
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～

0
乙

0
乙

0
乙
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9

0
乙

～

2

2

0
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0
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n
乙

～

0
0

0
乙

0
乙

-
⊥

4
U

O
O

～

0
0

り
乙

0
乙

疏
U

O
O

3

～

3

0
乙

2

0
0

9

9
0

～

0
0

n
乙

0
乙

一
、
食
肉
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

二
、
同

三
、
価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
乾
す

る
め
ノ
生
産
者
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル

件
四
、
畳
表
及
茣
蓙
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

五
、
牛
馬
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
疑
義
ノ
件

六
、
肉
類
及
内
臓
ノ
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

七
、
東
京
、
横
浜
、
京
都
、
大
阪
及
神
戸
ノ
各
市

ニ
於
ケ
ル
中
央
卸
売
市
場
ノ
特
設
売
場

ニ
於
ケ

ル
卸
売
入
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

八
、
製
茶
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
伴
フ
標
準
茶

設
定

二
関
ス
ル
件

九
、
製
茶
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

一
〇
、
蚕
糸
業
統
制
法
第
十
条
第

一
項
ノ
規
定

ニ

依
ル
生
糸
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
件
中
改
正

ノ
件

一
一
、
日
本
蚕
糸
統
制
株
式
会
社
ガ
買
入
又
ハ
売

渡
ヲ
為
ス
生
糸
ノ
買
入
価
格
及
売
渡
価
格
並

ニ

其
ノ
価
格
適
用
ノ
時
期

ニ
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
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件
一
二
、
平
壌
く
り
及
甘
栗
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル

件
=
二
、
昭
和
十
六
年
十

一
月
八
日
農
林
省
告
示
第

八
百
四
十
二
号

ニ
関
ス
ル
件

一
四
、
価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定

ニ
依
リ
果

樹
類
苗
木
及
同
砧
木
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ

関
ス
ル
件

一
五
、
疏
菜
及
果
実
類
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル

件
一
六
、
兎
毛
皮
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル

件

統
計経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
検
事
受
理
及
起
訴
総
人
員

表

(法
令
実
施
後
昭
和
十
六
年
十
月
末
迄
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
十
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
十
月
分

雑
報

ワ
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O
O

厚
∬
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∩
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n
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ワ
f
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～
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∩
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n
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白
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9

0
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0
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∩
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9
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～

-
且
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り
0

1
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n
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昭
和
十
六
年
度
各
控
訴
院
管
内
経
済
実
務
家
会
同
期

日
並
参
列
官

一
、
東
京
控
訴
院
管
内
経
済
実
務
家
会
同
諮
問
事

項
及
協
議
事
項

二
、
大
阪
控
訴
院
管
内

三
、
名
古

屋
控
訴
院
管
内

四
、
広
島
控
訴
院
管
内

五
、
長
崎
控
訴
院
管
内

六
、
宮
城
控
訴
院
管
内

七
、
札
幌

控
訴
院
管
内

経
済
月
報
発
行
目
録

第

一
巻
第
六
号

一
九

四

一

調
査一
、
全

国
経
済
犯
罪
概
況

二
、況
調
査

三
、

統
制
経
済
事
件
判
決
例

同同同同同同

(昭
和
十

六
年
十

一
月
現
在

)

(昭
和

一
六
)
年

一
二
月

朝
鮮
に
於
け
る
統
制
経
済
法
令
及
其
の
違
反
情

満
洲
国
に
於
け
る
経
済
事
犯
概
況

鋤

謝
～

鎚

謝
～
鋤

謝
～
卸

㌶
～
鋤

鋤
～
謝

謝
～
謝

謝
-
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大
審
院
判
決
例

一
、
犯
意
ノ
成
立
ト
違
法
ノ
認
識

二
、
焼
鈍
シ
タ
ル
肌
焼
鋼
ノ
販
売
価
格
ト
昭
和
十

四
年
商
工
省
告
示
第
百
二
十
九
号

三
、
皮
革
配
給
統
制
規
則
所
定
ノ
販
売
業
者
輸
入

業
者
移
入
業
者
以
外
ノ
者
ノ
皮
革
販
売
価
格
ト

昭
和
十
三
年
商
工
省
告
示
第
二
百
七
号

四
、
従
業
者
ノ
違
反
行
為
カ
連
続
犯
ヲ
構
成
ス
ル

場
合

ニ
於
ケ
ル
当
該
事
業
主
ノ
責
任

五
、
連
続
犯
ノ
事
実
摘
示

六
、
昭
和
十
三
年
商
工
省
告
示
第
二
百
八
号
ニ
指

定
日
額
違
反
ノ
目
的
物
力
同
号
所
定
ノ
指
定
物

品
ニ
該
当
ス
ル
ヤ
否
ヤ
ヲ
審
理
判
断
セ
サ
ル
ハ

審
理
不
尽
ナ
リ
ト
シ
テ
原
判
決
ヲ
破
棄
シ
タ
ル

判
決
例

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
生
産
者
は
委
託
販
売
を
な
し
得
る
や

二
、
委
託
販
売
の
場
合
の
基
準
価
格

三
、
契
約
に
反
す
る
粗
悪
銑
鉄
販
売
行
為
と
鉄
鋼
需

給
統
制
規
則
第
三
条

87

～

90

90

～

92

92

～

94

4

～

6

0
」

O
J

ρ0

ρ
0

9

～

m

4
U

8

0

～

n
U

-
―⊥

-㎜

㎜
～
mm

四
、
作
付
前
の
落
花
生
売
買
契
約
と
暴
利
行
為
等
取

締
規
則
の
買
占
罪

五
、
甘
味
葡
萄
酒
及
薬
剤
甘
味
葡
萄
酒
の
販
売
価
格

六
、
工
業
組
合
及
産
業
組
合
の
組
合
員
よ
り
の
和
紙

委
託
販
売
価
格

七
、
全
日
本
洋
服
商
業
組
合
聯
合
会
所
属
系
統
組
合

の
各
段
階
間
に
行
は
る
る
物
品
並
代
金
受
払
行
為

と
買
取
販
売

八
、
麺
類
配
給
株
式
会
社
の
奨
励
金
交
付
行
為
と
価

格
等
統
制
令
第
九
条

九
、
植
物
油
の
販
売
価
格

一
〇
、
現
物
出
資
に
籍
口
し
て
宅
地
又
は
建
物
と
株

式
と
を
引
換

へ
之
が
対
価
関
係
に
於
て
宅
地
建
物

等
価
格
統
制
令
第
二
条
の
制
限
を
超
ゆ
る
場
合
の

擬
律

一
一
、
藷
類
配
給
統
制
規
則
第
十
条
と
同
条
指
定
物

品
の
製
造
委
託
行
為

一
二
、
給
泉
料
金
と
価
格
等
統
制
令

の
価
格

一
三
、
酒
造
米
販
売
契
約
仮
受
金
と
価
格
等
統
制
令

第
八
条
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経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

一
、
第
十
四
回
化
学
部
会
答
申

合
成
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報

告
無
機
化
学
品
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告
要

旨
火
薬
類
価
格
形
成
協
議
会
報
告

二
、
第
三
十
回
金
属
品
部
会
答
申

道
路
輾
圧
機
価
格
形
成
委
員
会
委
員
長
報
告

熔
接
棒
価
格
審
議
経
過
報
告

車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(石

油
代
用
燃
料
使
用
装
置
)

圧
延
ロ
ー
ル
専
門
委
員
長
報
告

車
輌
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

鋳
鉄
ス
ト
ー
ブ
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告

非
鉄
金
属
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(水
銀
)

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長

報
告

(精
密
軸
受
)

欧
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
価
格
形
成
協
議
会
経
過
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～
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62

～

64

報
告

電
線
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

非
鉄
金
属
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(ア
ン
チ

モ

ン

)

電
気
計
測
機

専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

タ
イ

ム
レ

コ
ー
ダ
ー
及
タ
イ
ム

ス
タ
ン
プ
価
格

協
議
会
経
過
報
告

銑
鉄
公
定
価
格
案

説
明

三
、
第
十
九
回
雑

品
部
会
委
員
長

(幹
事

)
報
告

統
制
経
済

法
令

に
関

す
る
各
省
通
牒

一
、
司
法
省

関
係

一
、
経
済
情
勢
速
報
方

ニ
関

ス
ル
件

二
、
商

工
省

関
係

一
、
繊
維

工
業

設
備

ニ
関

ス
ル
件

二
、
商

工
省
告
示
第

三
百

三
十
九
号

ノ
銀
製
品

ニ

関

ス
ル
件

三
、
鉄
製

品
製
造
制
限
規
則

ノ
運
用
方
針

ニ
関

ス

ル
件

四
、
禁
制
繊
維
製
品

ノ
認
定
料

ニ
関

ス
ル
件

五
、
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
施

行

ニ
関

ス
ル
件
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六
、
鉄
製
品
製
造
制
限
規
則
及
銅
使
用
制
限
規
則

ニ
依
ル
製
造
禁
止
物
品
ノ
在
庫
品
処
理
ニ
関
ス

ル
件

七
、
小
幅
絹
織
物
最
高
販
売
価
格
査
定
ニ
関
ス
ル

件
八
、
修
繕
料
及
年
月
日
指
定

ニ
関
ス
ル
件

九
、
絹
洋
服
地
ノ
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

一
〇
、
昭
和
十
五
年
七
月
商
工
省
告
示
第
三
百
四

十
号
並
ニ
昭
和
十
五
年
十

一
月
商
工
省
告
示
第

七
百
二
十
九
号
中
改
正
ニ
関
ス
ル
件

一
一
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
依
ル
菓

子
缶
ノ
販
売
許
可
ニ
関
ス
ル
件

一
二
、
瓦
斯
ノ
需
給
調
査

ニ
関
ス
ル
件

=
二
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第
二
条
第

一
項
第
三
号

ニ
係
ル
限
界
価
格
中
疑
義

ニ
関
ス

ル
件

三
、
農
林
省
関
係

一
、
石
灰
類
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

二
、
昭
和
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
七
号
水
産
動

物
質
肥
料
ノ
売
渡

ニ
関
ス
ル
件
中
改
正
ノ
件
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鋤
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謝

三
、
清
酒
及
合
成
清
酒
販
売
価
格
改
訂
ノ
件

四
、
山
羊
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

五
、
豚

ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

六
、
鶏
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

七
、
生
糸
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

統
計経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
受
理
及
起
訴
総
人
員
表

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
十

一
月

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
十

一
月

雑
報宮
城
控
訴
院
管
内
経
済
係
判
事
設
置
内
規

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
六
年
十
二
月
現
在
)

第

二
巻
第

一
号

一
九

四
二

(
昭
和

一
七
)
年

一
月

調
査一

、

二

、

全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
六
年
十
二
月
分
)

基
本
国
策
要
綱

謝
～
㎜

㎜
～
獅

㎜
～

獅

獅
～

鵬餅

鵬
～
脚

24

～

2
(
　
ユ
な
り
)

6

10

　

も

ワ
(
ワ
び
　
)
(
　
エ
)

ゴ

2

2

一

矧

一麦

寸

-

そ

ノ擢1

-

～

51

16

～

騒



三
、
無
罪
又
は
免
訴
判
決
調
査

統
制
経
済
法
令
の
解
説

繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

衣
料
品
在
庫
数
量
調
査
員
必
携

産
業
設
備
営
団
法
の
解
説

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

(
一
)

(
二
)大

審
院

ガ
表

示

シ
タ

ル
意
見

ノ
羈
束
力

(
三
)ハ

ナ

ラ
ズ

(
四
)
連
続

犯

ニ
於

ケ

ル
犯
意
継
続

ノ
意
義

(
五
)
犯
意

ノ
成
立

ト
違
法

ノ
認
識

(
六
)
擬
律

錯
誤

(七

)
飼
料

配
給
統
制
法
違

反
事
件

ノ
擬
律

(
八
)

法
定
ノ
除
外
事
由

ハ
之
ガ
証
拠
説
明
ノ
要
否

量
刑
不
当
ニ
依
ル
破
毀
差
戻
判
決

ニ
於
テ

虚
偽
報
告
ト
無
切
符
販
売
ト
ハ
連
続
犯
ト

昭
和
十
四
年
九
月
五
日
商
工
省
令
第
四
十

六
号
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
第
三
条
ノ
意

義

(九
)
卸
売
小
売
ノ
区
別
標
準

55

～

68

O
J

7
5

6

～

9

7

―

(
U

9

～

R
岬

31

～

60

1ーム

ー樹

-
―
凸

∩
ノ
白

瓜
U
～

疏
U

1

1瑚

麗

～

鵬

鵬

～

廟

悩

～

鵬

鵬
～

鵬鵬

鵬
～
聯

(
一
〇
)
数
品
種

ヲ
混
合

シ
タ
ル
物
品
ノ
販
売
価
格

卿

(
一
一
)
卸
売
業
者
販
売
価
格

ノ
意
義

卿
～
鵬

(
一
二
)
小
売
業
者
販
売
価
格

ノ
意
義

鵬

(
一
三
)
清
酒

ノ
桶
物
売
買
ト
物

品
税

ノ
加
算

鵬

(
一
四
)
産
業
組
合

ノ
専
務
理
事

ノ
代
表
権
産
業

組
合

ノ
行
為
能
力

68
～

69

1

1

(
一
五
)
昭
和
十
五
年
農
林
省
告
示
第

二
十
九
号

ニ
所
謂
小
豆

ノ
意
義

㎜

大
審
院
参

考
破
毀
判
決

一
、
量
刑
不
当

の
例

69
～
85

二
、
虚
無

ノ
証
拠

二
依

ル
事
実
認
定

ノ
例

鰯
～
燭

裁
判

及
検
察

に
関
す

る

一
般
参
考
資
料

注
意
す

べ
き

判
決

(経
済
事
犯

に
対
す
る
司
法
警
察

官
吏

の
取

調
に
原
因

し
た

る
放
火
事
件

)

87
～

89

企
業
許

可
令

ノ
運
用
方
針

89
～

93

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
肉
豚

の
公
定
価
格
告
示
中
着
駅
貨
車

乗
渡

及
家

畜
市
場
渡

の
意
義

窃
～
柳

二
、
鉄
鋼
配
給
統
制
規
則
第

二
条

の
シ
ヤ
リ

ン
グ
業

者

の
鋼
板

販
売
行
為
と
鉄
鋼
割
当

証
明
書

の
要
否

98
～
99

一m一



三
、
食
用
鮮
魚
介
類
の
陸
揚
地
販
売
価
格
と
小
売
業

者
最
高
販
売
価
格
の
範
囲

四
、
鉄
屑
配
給
統
制
規
則
第

一
条
の
鉄
屑
並
に
同
第

二
条
の

「屑
鉄
ヲ
業
務
用
ノ
原
料
又
ハ
材
料
ト
シ

テ
使
用
ス
ル
者
」
の
意
義

五
、
新
製
品
の
部
分
品
と
再
生
中
古
品
の
部
分
品
と

を
組
合
せ
製
作
し
た
る
自
転
車
の
販
売
価
格

六
、
鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則
第
九
条
の

「指
定
消
費

地
域
」
の
意
義

七
、
鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則
第
十
条
の

「其
ノ
他
鮮

魚
介
ノ
販
売
ヲ
為
ス
者
ノ
販
売
場
以
外
ヨ
リ
云
々
」

の
意
義

八
、
藁
工
品
販
売
の
各
段
階
に
於
け
る
販
売
価
格

九
、
「指
定
叺
ノ
販
売
業
者
二
対
ス
ル
販
売
価
格
」
の

意
義
と
価
格
等
統
制
令
違
反
の
成
立

一
〇
、
無
籍
綿
布
の
買
受
と

「綿
製
品
ノ
販
売
制
限

ニ
関
ス
ル
件
」
第

一
項
但
書
の
輸
出
品
の
販
売

一
一
、
昭
和
十
六
年
商
工
省
告
示
第
二
百
八
十
四
号

(塗
料
の
販
売
価
格
)
中
の
最
寄
著
駅
の
意
義

一
二
、
織
物
の
生
産
者
販
売
価
格
と
織
物
消
費
税

(
》

0

(
コ

～

0

1

nノ白㎜鋤鋤㎜

蹴
～

脳

4

E
J

(
U

～

0

0
乙

2獅

獅
～
㎜餅

一
三
、
歯
科
医
師
が
金
地
金
の
使
用
券
な
く
し
て
金

地
金
を
購
入
す
る
行
為
と
産
金
法

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

一
、
司
法
省
関
係

繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
違
反
事
件
報
告
方

ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒

二
、
商
工
省
関
係

一
、
他
府
県

ニ
仲
継
輸
送
セ
ラ
レ
タ
ル
石
炭
ノ
受

渡

ニ
関
ス
ル
件

二
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
及
第

二
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
物
品
指
定

ニ
関
ス
ル
件

三
、
鉄
製
品
製
造
制
限
規
則
及
銅
使
用
制
限
規
則

ニ
依

ル
製
造
禁
止
物
品
ノ
在
庫
品
処
理

ニ
関
ス

ル
件

四
、
石
油
販
売
価
格
改
訂
ノ
件

五
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス

ル
件

六
、
日
本
サ
ツ
シ
ユ
統
制
株
式
会
社
ノ
設
立

ニ
関

ス
ル
件

七
、
水
産
用
護
謨
引
布
製
品
配
給
統
制

ニ
関
ス
ル

餅㎜

9

0

0

～

1

2

0
乙

-
⊥

0
乙

-
ー
↓
～

1

0
乙

0
4

21

～

2
(
り
る
り
り
)

1

13

～

勿

り
乙

り
乙

勿

～

31

り
乙

9
乙

31

～

鈎

り
4

0
乙

一12一
(
ユ
)



件

鈎

～

35

り
乙

0
乙

八
、
地

下
足
袋

、
ゴ

ム
底
布
靴

及
ゴ

ム
靴
新
旧

品

引

換
制

ニ
関

ス
ル
件

35
～
38

0
乙

0
乙

九

、

級

外

鉄

鋼

線

ノ
取

扱

ニ
関

ス

ル
件

39

～

41

n
∠

n
∠

一
〇
、

繊
維
製

品
配
給

消
費
統
制

規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

41
～
必

n
∠

り
乙

一
一
、
繊
維

製
品
製
造

制
限
規

則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

獅

一
二
、
繊
維

製
品

配
給
消
費
統

制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

45
～

49

(り
乙

0
乙

一
三
、
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
施
行
ニ
関
ス
ル
件

㎜
～
鰯

統
計統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
全
国
検
事
局
受
理
及
起
訴

総
人
員
表

(昭
和
十
六
年
十
二
月
末
現
在
)

脚
～
鵬

第

一
表

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

㎜
～
脳

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
月
別
調

(同
)

鰯
～
蜥

第

一
表

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁

判
結
果
人
員
調

(同
)

鮒
～
篇

第
二
表

輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス

ル
法
律

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
法
令
別

人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ

一

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
科
刑

別
体
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ
二

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
科
刑

別
金
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表

国
家
総
動
員
法

ニ
基
ク
経
済
統
制
法
令
違

反
事
件
法
令
別
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ

一

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
科
刑

別
体
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ
ニ

同

経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
科
刑

別
金
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表

其
ノ
他
ノ
経
済
統
制
法
令
違
反
事
件
法
令

別
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ

一

同

科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

第
二
表
ノ
二

同

科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
六
年
十
二
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
六
年
十
二
月
分

脳
～
餅

餅
～
劉

蹴
～
説

鵬
～
餅

細
～
鎚

鎚
～
訓

麗
～
鎚鎚

脳
～
鵬

即
～
鋤

卸
～
鰯

一m一



経
済
月
報
発
行

目
録

(
昭
和
十
七
年

一
月
現
在
)

第

二
巻
第

二
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七
)
年

二
月

調
査一
、
全
国
経
済
犯
罪
概
況

(昭
和
十
七
年

一
月
分
)

二
、
企
業
許
可
令
の
影
響

三
、
重
要
地
区
疏
菜
自
給
圏
設
定
計
画
の
概
要

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答
及
解
釈
参
考
資
料

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
露
店
商
人
の
衣
料
品
無
切
符
販
売
と
繊
維
製

品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
九
条
違
反
の
成
立

二
、
昭
和
十
六
年
商
工
省
告
示
第
二
百
八
十
八
号

(教
育
用
具
販
売
価
格
)
中
買
主
店
先
渡
の
解

釈
三
、
工
業
者
の
屑
ゴ
ム
外
地
買
付
移
入
行
為
と
屑

ゴ
ム
及
粉
末
ゴ
ム
配
給
統
制
規
則
第
四
条

四
、
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
第
三
条
第

一
項
の
「輸

入
し
た
る
テ
レ
ン
プ
又
は
靴
下
の
襤
褸
を
除
く
」

の
意
義

後
付

1

-

～

81

0
σ

∩
V

-

～

3

0

～

0

り
0

霞
051

51

～

5252

52

～

53

五
、
昭
和
十
六
年
農
林
省
告
示
第
七
百
十
九
号
と

木
材

の
防
腐
加
工
賃

六
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
条
に
所

謂
指
定
繊
維
製
品
の
範
囲

七
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
条
と
民

法
第

三
百
四
十
三
条

八
、
先
に

一
世
帯
に
賃
貸
し
居
た
る

一
軒
の
家
を

二
世
帯
に
分
割
賃
貸
す
る
場
合
の
家
賃
と
地
代

家
賃
統
制
令
第
三
条

統
制
経
済
法
令
解
釈
参
考
資
料

昭
和
十
五
年
商
工
省
告
示
第
七
百
五
十
六
号
中
「整

理
」
の
解
釈
に
関
す
る
件

宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
関
係
資
料

通
牒
等(一
)
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
施
行
に
関
す

る
件

(二
)
土
地
区
劃
整
理
施
行
地
の
価
格
統
制
に

関
す
る
件

(三
)
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
の
施
行
に
関

す
る
件

53

53

～

騒

騒

～

55

55

～

56

56

～

62

67

～

8181

81

～

82

一14一
(
　
)



(四
)
所
謂
山
林
分
譲
等

の
取
扱
方
に
関
す
る

件

(五
)
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
第
五
条
の
規

定
に
依
る
許
可
に
関
す
る
件

(六
)
土
地
区
劃
整
理
施
行
地
の
取
扱
方
に
関

す
る
件

(七
)
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
の
規
定
に
依

る
許
可
認
可
の
処
理
期
間
に
関
す
る
件

質
疑
応
答

第

一
、
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令

(
一
)

一
般
関
係

(二
)
第
二
条
関
係

(三
)
第
四
条
関
係

(四
)
第
五
条
関
係

(五
)
第
六
条
関
係

(六
)
第
八
条
関
係

(七
)
第
十
条
関
係

(八
)
第
十

一
条
関
係

(九
)
第
十
四
条
関
係

第
二
、
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
施
行
規
則

82

～

8383

別

～

96

96

～

97

8

～

㎝

0
》

1

1

8

0

～

(U

Ω
U

-
⊥

0

～

1

1

4

4

(
U

l

～

0
乙

n
)

0
乙

∩
Z
耀
～

2

nー
臼

4

2

～

0
乙

4

民
」

2

～

2

艮
」

疏
U

2

～

2

(
一
)
第

一
条
関
係

(二
)
第

三
条
関
係

(三
)
第

四
条

関
係

(
四
)
第
六
条
関
係

(
五
)
第
七
条
関
係

(六
)
第
十
条
関
係

第

三
、
評
価
基
準
関
係

裁
判
及
検
察

に
対
す

る

一
般
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

経
済
統
制
法
令

一
覧
表

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
検
事

局
作
成

)

鵬

～

伽鵬

鵬
～

㎜

㎜
～

捌

瑚

～

鵬塒

鵬
～

窟

(昭
和
十
六
年
十
二
月
分
)

1沿
～
旧

(昭
和
十
七
年

一
月
末
現
在田

・
鵬
の
間

繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
違
反
事
件
起
訴
処
分

調

減
～
鵬

満
洲
国
経
済
事
犯
処
理
手
続
法

鵬
～
隅

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

一
、
司
法
省
関
係

国
家
総
動
員
法

(価
格
等
統
制
令
第
二
条
)
違
反

ノ
罪

ニ
関
ス
ル
稟
請
処
理
報
告
方
ノ
件
依
命
通

牒

驚

二
、
商
工
省
関
係

一聞一



一
、
組
合
セ
又
ハ
詰
合
セ
物
ノ
販
売
価
格
指
定
ニ

関
ス
ル
件

二
、
靴
紐
ノ
最
高
販
売
価
格
査
定
ニ
関
ス
ル
件

三
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
解
釈

ニ
関
ス

ル
件

四
、
民
需
用
更
生
糸
配
給
統
制
ニ
関
ス
ル
件

五
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行
ニ
関
ス

ル
件

統
計統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
全
国
検
事
局
受
理
及
起
訴

総
人
員
表

(昭
和
十
七
年

一
月
末
現
在
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
月
別
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人

員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年

一
月

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年

一
月
分

E
「」

ρ
hU

ワ
ー
・
～

ワ
ー
・

瓜
U

Ω
り

ワ
～

～

ワ
ー
・

8

9

ワ
♂

～

ワ
～

(
》

n
-白

ワ
～

～

0
0

1

1

2

弓
1
・

0
0

～

1

1
⊥

2

(
コ

0

1

～

n/
一

り
乙

n∠

0

虞
U

2

～

n/
一

2

り
乙

ワ
～

9

0
乙

～

0
乙

n
ノ
白

0
∠
■

(
Mゾ

E
J

n
-乙

～

リ
へ」

0
乙

0
乙

7
σ

瓜
U

3

～

£
U

O
乙

n
∠

ワ
～

(
Uゾ

4
U
～

ワ
～

2

0
乙

雑
報経
済
月
報
第

一
巻
自

一
号
至
六
号
総
目
録

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
二
月
現
在
)

第
二
巻
第
三
号

一
九
四
二
(昭
和

一
七
)年
三
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
概
況

(昭
和
十
七
年
二
月
分
)

大
東
亜
戦
争
勃
発
後
の
各
地
経
済
情
勢

近
時
に
於
け
る
飯
米
不
足
の
情
況
及
之
に
伴
ふ
流
言

等
発
生
情
況

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

(
一
)
総
動
員
法
違
反
ト
臨
時
肥
料
配
給
統
制
法

違
反
ト
ノ
関
係

(二
)
飼
料
買
受
行
為

ハ
総
動
員
法
違
反
罪

(価

格
等
統
制
令
)
ヲ
構
成
ス
ル
カ

(三
)
昭
和
十
四
年
九
月
商
工
省
告
示
第
二
四
七

号
屑
紙

(製
紙
原
料
)
販
売
価
格

ハ
中
間
販

売
価
格

ニ
適
用
ア
リ
ヤ

28

～

3
(
　
　
　
ぶ
り
)

1

へ麦

寸

-

手

イ

1

～

27

27

～

40

41

～

8081

1
▲
～

つ
」

8

Ω
O

り
0

ワ
σ

8

～

8

一16一
(
ユ
)



(四
)
将
来
高
価
ナ
ル
公
定
価
格
又
ハ
協
定
価
格

カ
制
定
又

ハ
認
可
セ
ラ
ル

ヽ
コ
ト
ヲ
予
想
シ

其
ノ
制
定
又

ハ
認
可
前
之

ニ
準
拠
シ
テ
為
シ

タ
ル
販
売
契
約
ハ
価
格
等
統
制
令
第
二
条
違

反
ト
ナ
ル
カ

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
屑
紙
配
給
統
制
規
則
に
所
謂

「屑
紙
」
の
範
囲

及
和
紙
古
帳
簿
は
和
紙
屑
た
る
生
漉
反
古
に
該
当

の
有
無

二
、
企
業
許
可
令
施
行
規
則
第
十

一
条
に
依
る
所
要

事
項
報
告
を
現
に
其
の
事
業
を
行
ひ
居
ら
ざ
る
者

が
指
定
事
業
を
行
ひ
居
り
た
る
が
如
く
装
ひ
提
出

し
た
る
場
合
と
国
家
総
動
員
法
第
三
十
八
条
の
適

用
三
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
条
乃
至
第

四
条
及
第
十

一
条
違
反
事
件
に
関
し
譲
受
人
又
は

買
受
人
よ
り
押
収
若
く
は
領
置
し
た
る
違
反
物
資

は
没
収
し
得
る
や
、
外
二

四
、
建
築
主
が
自
ら
工
事
監
督
を
為
し
て
家
屋
を
新

築
し
た
る
場
合
其
の
監
督
費
は
建
築
費
に
加
算
し

87

～

96979798

得
る
や

五
、
昭
和
十

三
年

八
月
四
日
前

に
権
利
金
、
地
代

、

家
賃

、
期

間
等
を
定

め
た
る
契
約
期
間
満
了

に
依

り
更
め

て
同

一
借
主
と
契
約
す

る
に
当
り
権
利
金

其
他
前
同

一
に
定

む
る
こ
と
と
地
代
家
賃
統
制
令

経
済
事
件

処
理

に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴

処
分
調

(
昭
和
十
七
年

一
月
分
)

価
格

形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

(
一
)
繊
維
機

器
価
格
審
議
経
過
報
告

(二
)
第

二
十

回
雑
品
部
会
幹
事
報
告

(封
筒
、

外
)

(三
)
第

二
十

一
回
雑
品
部
会
委

員
長
報
告

(燐

寸
)

(
四
)
第
二
十

一
回
雑
品
部
会
幹
事
報
告

(柳
行
李
)

統
制
経
済
法
令

に
関
す

る
各
省

通
牒

司
法
省
関
係

一
、
戦
時
刑
事

特
別
法
第
十

五
条

ノ
犯
罪
事
件
報

告
方

ニ
関

ス
ル
件
依
命

通
牒

二
、
繊
維

製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
違
反
事
件
報

告

廃
止
ノ
件
依
命

通
牒

9899

1

3

(
U

～

1

1

1
―⊥

り
「り

5

1
―
⊥
～

-
―⊥

1

1

15

～

19

㎎
～

皿皿鵬鵬
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商

工
省
関
係

一
、
奢
侈

品
等

製
造
販
売

制
限
規
則
第

一
条

及
第

二
条

ノ
規
定

ニ
依

ル
規
格
外

品
ノ
物

品
指
定

ニ

関

ス
ル
件

二
、
広
告
税

ノ
新
規
課
税

ニ
伴

フ
措
置

ニ
関

ス
ル

件
三
、

石
炭

販
売
業
者

最
高

販
売
価
格
改
正

ニ
関

ス

ル
件

四
、
鉄
製

品
製
造
制
限
規
則

ノ
運
用
方
針

ニ
関

ス

ル
件

五
、
鉄
鋼

工
作
物
築
造

許
可
規
則

ノ
運
用

ニ
関

ス

ル
件

六
、

同

七
、
同

八
、
鉄
鋼

ノ
需
給
計

画
化
実
施

ニ
伴

フ
鉄
鋼

割
当

証

明
書

ノ
回
収

ニ
関

ス
ル
件

九

、
鉄
鋼

需
給

ノ
計
画
化

二
依

ル
鉄
鋼
割
当

証
明

書
整
理

ニ
伴

フ
銑
鉄
、
鋼
塊

及
鋼
半
製
品

ニ
関

ス
ル
措
置

ニ
関

ス
ル
件

一
〇
、
鉄
鋼

需
給

ノ
計
画
化

ニ
伴

フ
鉄
鋼
製
品

需

3

E
J

n
1
白
～

0
∠
】

-
―
⊥

-

5

瓜
U

n
ノ
白

～

0
∠
】

-

1

瓜
)

1

2

～

り
0

1

―
↓

-

―
⊥

・i
1

2

3

～

り
0

1

1
―
⊥麗鵬

鵬
～

瑚

-

E
J

4

～

一k
J

1

1
―
⊥

E
O

ワ
f
'

E
J

～

一k
U

1

1

給

ノ
計
画
化

ニ
関

ス
ル
件

一
一
、
特
殊
鋼
割

当
証
明
書
発

行
担
任
官

ニ
関

ス

ル
件

一
二
、
鋳
鉄
管
配
給

統
制

ニ
関

ス
ル
件

一
三
、
鉄
鋼
割
当

証
明
書
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

一
四
、
繊
維
製
品

配
給
消
費
統

制
規

則
施
行

ニ
伴

フ
絹
人
絹
織
物
自

由
生
産

品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル

件
一
五
、
商

工
省
告

示
第

五
十
号
改

正

ノ
件

一
六
、
繊
維
屑

配
給
統
制

規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

一
七
、
絹
人
絹
織

物
配
給

機
構
整

備

ニ
関

ス
ル
件

一
八
、
繊
維
製

品
配
給
消

費
統

制
規
則
施

行

ニ
伴

フ
絹
縫
糸

ノ
暫

定
配

給

ニ
関

ス
ル
件

一
九
、
繊
維

屑
配
給
統

制
規

則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

二

〇
、
戦
捷
第

一
次
祝

賀
記
念

ゴ

ム
製
品

配
給
数

量
決
定

ニ
関

ス

ル
件

二

一
、
繊
維

ゴ

ム
屑

及
同
利

用
靴
底

配
給

ニ
関

ス

ル
件

農
林
省

関
係

一
、
食

用
鮮
魚
介

類
最
高

販
売
価

格
告

示
改

正

二

ワ
ー
・

-

E
J

～

盈

U

-
―
乙
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減
～
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関
ス
ル
件

二
、
食
用
向
魚
粉
末

ニ
関
ス
ル
件

三
、
薄
荷
製
品
ノ
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

統
計統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
全
国
検
事
局
受
理
及
起
訴

総
人
員
表

(昭
和
十
七
年
二
月
末
現
在
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
月
別
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人

員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
二
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
二
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
三
月
現
在
)

第

二
巻
第

四
号

一
九

四

二

(昭
和

一
七

)
年

四
月

調
査

9

(
ニU

8

～

9

(
U
u

l

Q
ゾ
～

(
》

1

1―人

-

n∠

(
》

～

(
》

1

1

り
0

4

(
》

～

9

4

0

9

～

(
U

-
⊥

n
乙

-

(く
∪

0

～

0

2

2

鵬
～
㎜

-

ρ
0

1

～

り
「J

Aり
4

0
乙

23

～

2
(
　
ヨ
ハ
　
ゾ
)

4

一麦

寸

1

4
↑
イ

全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
三
月
分
)

経
済
事
犯
に
対
す
る
量
刑
の
批
判
的
検
討

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

一
、
黄
銅
雑
線
ト
普
通
鉄
線
ヲ
販
売
シ
タ
ル
行
為

ハ
連
続
犯
ナ
リ
ヤ

ニ
、
目
的
物
ヲ
異
ニ
ス
ル
価
格
違
反
ト
連
続
犯

三
、
鉄
鋼
配
給
統
制
規
則
違
反
ト
従
犯

四
、
協
定
認
可
価
格
ノ
効
力
発
生
時
期
-

缶
詰

用
空
缶
穀
粉

ノ
販
売

ハ
缶
詰
、
乾
物
、
酒
類
等

ノ
販
売

ヲ
業
ト

ス
ル
会
社

ノ
業
務

ニ
属

ス
ル
モ

ノ
ナ
リ
ヤ

五
、
卸
小
売

ノ
区
別
及
告
示

ニ
規
定

ナ
キ
単
位

ニ

依

ル
取
引
ト
規
準
価
格

六
、

ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
製
品

ノ
販
売
価
格
指
定

日
タ

ル
昭
和
十

三
年

七
月
十

五
日
以
後
昭
和
十
四
年

九

月
十

八
日
以
前

ニ
之

力
販
売

ヲ
開
始

シ
タ
ル

者

ノ
販
売
価
格

ノ
基
準

七
、
輸
出
向

純
毛
糸

ヲ
国
内

民
需
用
ト
シ
テ
非
合

法

ニ
消
費
セ

ラ
ル
ル

コ
ト

ヲ
認
識
シ
ナ
カ

ラ
販

0

1

～

8

0

～

1

8

0
ソ

93

93

～

94

94

～

95

95

～

98

99

～

㎜

00

～
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売

ス
ル
行
為

ニ
対

シ
毛
糸
販
売
価
格
取
締
規
則

(国
内
用

ノ
モ
ノ
ノ
公
定
価
格

ヲ
定

メ
タ
ル
モ

ノ
)

ノ
適
用

ア
リ
ヤ

八
、
純
綿

生
金
巾

ヲ
法
定

ノ
除
外
事
由

ナ
ク
シ
テ

販
売

シ
タ

ル
行
為

ニ
対

ス
ル
擬
律

九
、
代
金
額

ノ
変
更

ト
価
格
等
統

制
令

第
八
条
ト

ノ
関
係

一
〇
、
鉄

鋼
需
給
統
制
規
則
第
十

二
条

本
文
前
段

「鉄

鋼
割
当
証
明
書

ハ
之

ヲ
他
人

ニ
譲
渡

ス
ル
コ

ト

ヲ
得

ス
」

ト

ノ
規
定

ノ
適

用

一
一
、
機
械
類

ヲ
熔
解

用

ノ
故
又

ハ
屑
鉄

ト

シ
テ

売

買

ス
ル
行
為

ト
鉄

屑
配
給
統
制
規

則

ノ
適
用

一
二
、

ア
ル
ミ

ニ
ユ
ー
ム
製
品

ノ
販
売
価
格
指
定

日
タ
ル
昭
和

十
三
年
七

月
十

五
日
以
後

昭
和

十

四
年
九
月
十

八
日
以
前

ニ
之
力
販
売

ヲ
開
始

シ

タ

ル
者

ノ
販
売
価

格

ノ
基
準

一
三
、

ス
テ
ー
プ

ル
フ
ア
イ

バ
ー
織
物
変
織
第

三

号

二
起

毛

ヲ
為

シ
タ

ル
モ
ノ

ノ
販
売
価
格

ト
昭

和

十

四
年
商

工
省

告
示
第

三
百
七
十

八
号

一
四
、
木
材

取
引

ニ
於

ケ

ル

「
契
約

ヲ
為

シ
タ

ル

り
0

ρ
hU

O

～

O

l

l

£
U

ワ
～

0

～

0

1―⊥

1

ワ
ー
・

Ω

U

O

～

0

1

1―⊥

0
(
V

(
》

0

～

0

1ー↓

1

(
》

1

0

～

1

1

1

-
⊥

3

1

～

-

1

1

り
0

4

11⊥
～

-

l

l

ヘ
キ
額
」
ノ
認
定
ト
木
材
ノ
品
質
等
級
確
定
ノ

要
否

一
五
、
協
定
価
格

ニ
定
メ
サ
ル
単
位

ニ
依
ル
医
薬

品
ノ
取
引
ト
該
協
定
認
可
価
格
ノ
適
用

一
六
、
真
鍮
新
屑
及
真
鍮
粉
ト
銅
鉛
錫
等
配
給
統

制
規
則
ニ
所
謂
銅
合
金
ノ
屑

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
業
務
用
砂
糖
統
制
機
関
所
属
組
合
員
た
る
業
務

上
砂
糖
使
用
者
が
他
よ
り
購
入
票
と
引
換

へ
ず
砂

糖
を
購
入
し
た
る
場
合
及
統
制
機
関
よ
り
交
付
を

受
け
た
る
購
入
票
に
て
譲
受
け
た
る
砂
糖
を
他
人

に
譲
渡
し
た
る
場
合
並
購
入
票
の
譲
渡
譲
受
と
砂

糖
配
給
統
制
規
則

二
、
硫
酸
販
売
業
者
が
外
地
向
販
売
す
る
場
合
製
造

業
者
の
船
積
港
の
本
船
乗
渡
に
て
引
取
其
の
儘
直

送
す
る
場
合
の
販
売
価
格
及
薄
硫
酸
を
製
造
業
者

が
実
需
家
に
両
者
間
を
鉛
管
を
通
し
て
販
売
す
る

場
合
の
販
売
価
格

三
、
水
割
ア
ル
コ
ー
ル
を
酒
代
用
品
と
し
て
販
売
す

る
行
為
と
価
格
等
統
制
令
の
適
用

4

盈
U

-

～

1

1

1

鵬
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ワ
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～

1

1
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四
、
麦
類
配
給
統
制
規
則
第
三
条
に
違
反
す
る
行
為

は
処
罰
し
得
る
や

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

我
国
現
下
の
経
済
政
策
概
要

生
糸
関
係
経
済
事
犯
の
検
挙
概
況

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和
十
七
年
二
月
分
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

商
工
省
関
係

一
、
人
絹
織
物
、
ス
フ
織
物
、
更
生
糸
織
物
及
輸

出
向
人
絹
交
織
絹
織
物
検
査
不
合
格
品
並
ニ
輸

出
不
適
品
ノ
配
給
要
綱
ニ
関
ス
ル
件

二
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行
ニ
伴
フ

麻
織
物
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

三
、
和
装
製
品
企
業
整
備

ニ
関
ス
ル
件

四
、
朝
鮮
向
絹
人
絹
織
物
移
出
業
者
ノ
整
備

ニ
関

ス
ル
件

五
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス

ル
件

六
、
鋳
造
設
備
制
限
規
則
中
改
正
ノ
件

七
、
郵
便
料
金
改
訂

ニ
伴

フ
物
品
ノ
販
売
価
格
指

り
0

4

n
/
■
～

n
-
θ

1

1

25

～

餌

-

―
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-
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-
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-
―
⊥

(
Uゾ

8

ワ
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～

9

1
ー
ム

ー

(
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1
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0
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2
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3

0

～

(
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2

2
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0
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n
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～

0

0
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皿

定
ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
食
用

煉
製
品
最
高
販
売
価
格
指
定
ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
三
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
三
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
四
月
現
在
)

第

二
巻
第

五
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七

)年

五
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
四
月
分
)

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
現
は
れ
た
る
経
済
統
制
関
係

言
論
調

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

一
、
織
物
製
造
業
者
ノ
業
務
範
囲

二
、
新
旧
比
照
及
連
続
犯
ノ
擬
律
方
法

肥

0
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三
、
昭
和
十
五
年
商
工
省
告
示
第
五
百
八
十
三
号

甲
下
駄
二
ノ

(三
)
ノ
製
造
業
者
及
卸
売
業
者

販
売
価
格
ハ
其
ノ
銘
柄

ニ
磨
ノ
施
サ
レ
タ
ル
ト

否
ト
ヲ
問
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
三
条
ノ
適
用
範

囲

同
令
第
二
条
第
二
項
ノ
価
格
ト
季
節
品

又
ハ
新
製
品

五
、
糸
配
給
統
制
規
則
第
三
条
所
定
ノ
無
票
売
買

行
為
ト
昭
和
十
三
年
商
工
省
令
第
三
十
九
号
所

定
ノ
指
定
者
外
販
買
行
為
若
ハ
同
第
六
十
二
号

所
定
ノ
無
許
可
販
売
行
為
ト
ノ
問
ニ
於
ケ
ル
罪

数
関
係

六
、
法
定
ノ
除
外
事
由
ノ
証
拠
説
明
ノ
要
否

七
、
昭
和
十
三
年
商
工
省
告
示
第
二
百
六
十

一
号

ノ
屑
ノ
銑
ニ
ハ
流
レ
銑
ヲ
包
含
ス
ル
ヤ

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
昭
和
十
五
年
四
月
十
八
日
商
工
省
告
示
第
百
八

十
号
に
於
け
る
故
鉛
の
規
格
並
故
鉛
を
同
告
示
指

定
以
外
の
場
所
に
於
て
引
渡
す
場
合
の
販
売
価
格

二
、
医
薬
品
の
公
定
価
格
と
小
分
販
売

鵬

り
覧U

5
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～
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1
―⊥

鵬
～
鵬鵬

疏
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1
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0
乙

n
U

～

1

1

1
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1

～

-
―
↓

61
ー
▲

-

三
、
(
一
)
白
米
の
卸
売
と
小
売
、
(二
)
米
穀
搗
精
等

制
限
令
と
七
分
搗
米
、
(三
)
昭
和
十
四
年
十

一
月

六
日
商
工
省
告
示
第
三
百
十
四
号
備
考
三
に
所
謂

胚
芽
米
と
七
分
搗
米

四
、
企
業
許
可
令
の
指
定
事
業
虚
偽
報
告
と
国
家
総

動
員
法
第
三
十
八
条
の
適
用

五
、
運
送
の
斡
旋
又
は
取
次
の
実
費
、
手
数
料
と
価

格
等
統
制
令
と
の
関
係

六
、
昭
和
十
六
年
十
月
二
十
日
農
林
省
告
示
第
七
百

八
十
二
号
第
二
の
七
に
所
謂
共
同
し
て
販
売
す
る

場
合
の
意
義

七
、
昭
和
十
五
年
四
月

一
日
商
工
省
告
示
第
百
二
十

七
号
石
油
販
売
価
格
の
件
に
所
謂
石
油
販
売
業
者

の
意
義
並
薬
種
商
が
家
庭
用
揮
発
油
を
多
量
に
自

量
に
自
動
車
用
と
し
て
販
売
す
る
場
合
に
於
け
る

購
買
券
と
の
引
換
の
要
否

八
、
市
町
村
条
例
を
以
て
定
む
る
規
定
に
基
き
使
用

料
を
徴
収
す
る
市
町
村
営
住
宅
と
地
代
家
賃
統
制

令
の
適
用

九
、
硫
酸

の
販
売
価
格
と
海
上
保
険
料
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一
〇
、
弗
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
販
売
価
格
告
示
中
に

所
謂

「
一
%
毎
に
」
の
意
義

一
一
、
和
歌
山
県
告
示
中
県
外
に
亙
る
規
定
は
越
権

行
為
に
し
て
無
効
な
り
や

一
二
、
石
油
共
販
株
式
会
社
は
臨
時
措
置
法
第
九
条

の
「本
法

二
依
ル
命
令

二
依
リ
統
制
ヲ
為
ス
法
人
」

に
該
当
す

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和
十
七
年
三
月
分
)

業
務
上
横
領
、
輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ

関
ス
ル
法
律
違
反
事
件
ニ
対
ス
ル
大
審
院
判
決

ニ

関
ス
ル
件

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

一
、
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件

ニ
対
ス
ル
移
送
ノ

決
定
報
告
方
ノ
件
依
命
通
牒

商
工
省
関
係

一
、
戦
時
船
舶
造
修
用
普
通
鋼
圧
延
鋼
材
ノ
配
給

ニ
関
ス
ル
件

二
、
同

虞
∪

9

4

～

4

1

1―⊥幽

9

(
U
》

4

～

Fり

1

1
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-
1
―

り
0

ρ
D

～

復
U

1

1

廟
～

㎜m

-
1
一

n
∠

ワ
6

～

ワ
～

-
1
↓

-

り
ρ

0
0

ワ
～

～

ワ
f

1

1
―
⊥

三
、
軍
発
行
鉄
鋼
割
当
証
明
書

ニ
関

ス
ル
件

四
、
統
制
違
反
者
等

ニ
対

ス
ル
制
裁

二
関
ス
ル
件

五
、
製
綿

ノ
配
給

ニ
関
ス
ル
件

六
、
蒲
団

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

七
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
伴

フ

絹

人
絹

ノ
洋
服
地
並
洋
服
裏
附
属
地
ノ
取
扱

ニ

関

ス
ル
件

八
、
蒲
団

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

九
、
ゴ

ム
引
布

製
品
生
産

配
給
統
制
要
綱

ニ
関
ス

ル
件

一
〇
、
地
方
繊
維
製
品
配
給
株
式
会
社

ノ
絹
人
絹

織
物
自
由
生
産
品

ノ
登
録
料

ニ
関

ス
ル
件

一
一
、
奢

侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
依

ル
限

界
価
格

ヲ
超

ユ
ル
輸
入
時
計

ノ
販
売
許
可

ニ
関

ス
ル
件

一
二
、
同

一
三
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条

及

第

二
条

ノ
規
定

ニ
依

ル
物

品
指
定

ニ
関

ス
ル
件

一
四
、
奢

侈
品
等

製
造
販

売
制
限
規
則

ニ
依

ル
禁

制
繊
維

品

タ
ル
中
古

品

ノ
認
定

ニ
関

ス
ル
件
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一
五
、
漆
器
ノ
公
定
価
格

ニ
関
ス
ル
件

一
六
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第
二
条
第

一
項
ノ
規
定

ニ
依
ル
物
品
指
定

ニ
関
ス
ル
件

一
七
、
洋
傘
ノ
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

一
八
、
貿
易
為
替
管
理
規
則
ノ
旅
行

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
植
物
油
脂
配
給
価
格
ニ
関
ス
ル
件

二
、
蚕
糸
業
統
制
法
施
行
規
則
中
改
正
ニ
関
ス
ル

件

統
計統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
検
事
局
受
理
及
起
訴

人
員
月
別
調

(昭
和
十
七
年
三
月
末
現
在
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
各
検
事
局
別
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
別
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人

員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
四
月
分

鵬脳

脳
～
㎜

㎜
～
㎜

3

虞
U

O
乙

～

n
/
一

2

∩
∠
】

4
∪

8

2

～

n
/
■

2

2

9

(
U
》

n
ノ
臼
～

り
O

n
∠

0
乙

0

瓜
U

3

～

り
0

2

n
/
一

ワ
～

(
Uゾ

リ
㌦」

～

り
O

n
∠

2

9

E
「∪

3

～

4

0
乙

2

ワ
ー
・

厚
～

4

～

瓜
U

O
∠
M

2

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
四
月
分

雑
報経
済
係
判
検
事
調

(昭
和

一
七
、
五
、
三

一
現
在
報

告
書
に
依
る
)

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
五
月
現
在
)

第

二
巻
第

六
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七
)
年

六
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
五
月
分
)

経
済
事
件
に
関
す
る
若
干
の
統
計
的
調
査

統
制
経
済
法
令
の
解
説

繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
改
正
の
要
点

貿
易
為
替
管
理
規
則
の
制
定
に
就
て

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

一

、ズ

シ
モ
合
法

的

ナ

ル
業
者

ニ
限

ラ
ズ

ニ
、
皮
革
配
給
統
制
規
則

ニ
所
謂
製
革
業
者

ハ
必

会
社
ガ
合
併
シ
タ
ル
場
合

ニ
於
ケ
ル
存
続
会

9

り
0

疏
U
～

O
◎

0
乙

2

認
(
ら
)

～

認
(
　
リ
ゾ
)

一麦

寸

-

手

ノ可1

24

1

～

0

1

2

一

20

～

77
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～

2

7
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Q
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3

～
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社
ノ
実
績
価
格

三
、
銅
鉛
錫
等
配
給
統
制
規
則
第
四
条
但
書
第

一

号

「軍
ヨ
リ
故
銅
故
亜
鉛
又
ハ
故
錫
ヲ
受
入
ル

ヽ
ト
キ
」
ナ
ル
例
外
規
定
ガ
昭
和
十
五
年
商
工

省
告
示
第
四
十
六
号
ヲ
以
テ
挿
入
セ
ラ
ル
ヽ
以

前
ノ
犯
行
ト
右
例
外
規
定
ノ
適
用

四
、
公
定
価
格
違
反
ナ
リ
ヤ
、
停
止
価
格
違
反
ナ

リ
ヤ

五
、
上
告
趣
意
書
ノ
趣
旨
ヲ
要
約
シ
テ
記
載
シ
タ

ル
判
決
例

六
、
告
示
ノ
効
力
発
生
時
期

七
、
家
屋
管
理
人

ハ
地
代
家
賃
統
制
令

ニ
所
謂
借

家
ノ
貸
主
ナ
リ
ヤ

八
、
昭
和
十
五
年
四
月

一
日
商
工
省
大
蔵
省
告
示

第

一
号
ノ
生
産
者
販
売
価
格
、
同
年
四
月
十
九

日
徳
島
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号
ノ
生
産
者
問

屋
向
販
売
価
格
ノ
適
用
範
囲
―

右
価
格

ハ
酒

類
ノ
卸
小
売
業
者
ガ
酒
類
醸
造
業
兼
卸
小
売
業

者

ヨ
リ
多
量
ノ
焼
酎
味
淋
ヲ
卸
売
用
ト
小
売
用

ト
ヲ
区
別
シ
テ
買
受
ク
ル
場
合

ニ
適
用
ア
リ
ヤ

r
O

4
U

O

～

0

1ーム

ー

鵬

～

㎜

0
0

(
U
―

(
U
v
～

1

1

1m

m
～

mm

1

2

1

～

1

1

1―⊥

九
、
昭
和
八
年
大
蔵
省
令
第
七
号
外
国
為
替
管
理

法

ニ
基

ク
命
令

ノ
件
第

三
条
第

五
号

ニ
所
謂
小

切
手

ノ
範
囲
及
同
条
第

六
号

ニ
所
謂
外
国

ニ
於

テ
為

シ
タ
ル
委
託

ノ
意
義

一
〇
、
地
方
告
示
中
主
務
大
臣

ノ
委
任

ニ
基
カ
ザ

ル
部
分

ハ
無
効

一
一
、

カ
ー
バ
イ
ト

ノ
卸
売
価
格

一
二
、

(
一
)
隔
地
者

間
ノ
取
引
ト
規
準
価
格
/

(
二
)
昭
和
十

四
年
商

工
省
告
示
第

三
百
七
十

八
号

(改
正
前
)
中

ノ

「ネ

ル
第

三
号

(ネ

ル

生
地
)
」

ハ
オ
ー
ル

ス
フ
ノ
ネ

ル
生
地

ヲ
謂

ヒ
、

落
綿
混
紡
糸

ヲ
使
用
シ
タ

ル
モ
ノ

ヲ
含

マ
ズ

一
三
、
数
種

ノ
空
麻
袋

ヲ
販
売

シ
タ
ル
行
為

ヲ
価

格
等
統

制
令
第

二
条
違
反

ノ
連
続
犯
ト

シ
テ
認

定

ス
ル
場
合

ニ
於

ケ

ル
判
示
方
法

一
四
、
価
格
等
統
制
令
第

二
条
違
反
事
件

ノ
事
件

摘

示

一
五
、
他
人

ト
共
謀

シ
テ
為

シ
タ
ル
価
格
超
過
販

売

ノ
罪
ト
他
人

ノ
犯

シ
タ
ル
価
格
超
過
販
売

ニ

基

ク
責
任

(総
動
員
法
第

四
十
八
条
)
ト

ハ
連

り
乙

3

1

～

1

1
■↓
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囎
～
肪
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続
犯

ノ
関
係

ニ
非
ズ

シ

テ
併
合

罪
ナ
リ
―

証

拠
不
十
分
ノ
例

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
朝
刊
四
頁
夕
刊
二
頁
も
の
を
別
箇
に
配
達
す
る

日
刊
新
聞
が
夕
刊
発
行
配
達
を
廃
止
し
朝
夕
刊
綜

合
版
四
頁
も
の
を
発
行
し
従
前
通
購
読
料
を
徴
収

す
る
事
例
は
価
格
等
統
制
令
に
違
反
す
る
も
の
な

り
や

二
、
地
方
長
官
の
為
し
た
る
価
格
指
定
の
告
示
効
力

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和
十
七
年
四
月
分
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

一
、
非
鉄
金
属

(鉛
、
亜
鉛
)
専
門
委
員
会
委
員

長
報
告

二
、
十
三
ク
ロ
ー
ム
不
銃
鋼
帯
委
員
長
報
告

三
、
測
量
器
等
公
定
価
格
協
議
会
経
過
報
告

四
、

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
電
気

機
器
小
委
員
会
委
員
長
報
告

(電
気
ホ
イ
ス
ト
)

五
、

一
般
機
械
器
具
価
格
形
成
専
門
委
員
会
ポ
ン

プ
委
員
会
委
員
長
報
告

9
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乙
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E
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ρ
0

～

瓜
U

-
―
▲

-

ワ
」

(
U

4
U

～

ワ
～

-
―
▲

-

六
、
車
輌
価
格

形
成
専

門
委

員
会
自

動
車
部

分
品

小
委
員
会
委

員
長
報
告

(自
動
車

用
ピ

ス
ト

ン

リ

ン
グ
)

七
、
第
十

五
回
化

学

工
業

品
部
会

ア
ス

フ
ア
ル
ト

乳
剤
協
議
会

報
告
要
旨

八
、
合
成
化
学

品
価
格
形
成

専

門
委

員
会
委

員
長

報
告

(
タ
ー

ル
中
間
物

)

九
、
第
十

六
回
化
学

工
業

品
部
会

工
業
用

圧
縮
酸

素
価
格
形
成
協

議
会
報
告

要
旨

一
〇
、

カ
リ
塩

専
門
委
員

会
委
員

長
報
告

一
一
、

工
業
薬
品
専
門
委

員
会
委
員
長
報
告
書

(亜

鉛
華
、
朱

)

一
二
、
第
十

七
回
化
学

工
業
品

部
会
電

極
価
格

形

成

専

門
委

員
会
委
員

長
報
告

一
三
、
第

二
十

二
回
雑
品
部
会
委

員

長
報
告

並

に

幹

事
報
告

(石
鹸
、
鯨
革

、
灰

皿
、
混

炉

、
硝

子
製

ラ

ン
プ
用

ホ
ヤ
及
油
壺

、
座

卓

、
火
鉢

、

衣

桁
、
提
灯

、
中
古

書
籍

)

統

制
経
済
法

令

に
関

す

る
各
省

通
牒

司
法
省

関
係
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控
訴
院
管
内
別
経
済
検
察
会
同

ニ
関
ス
ル
件
依
命

通
牒

商
工
省
関
係

一
、
絹
人
絹
織
物
配
給
機
構
整
備

ニ
関
ス
ル
件

二
、
糸
割
当
票
行
使
者

ニ
関
ス
ル
件

三
、
商
工
省
令
第
四
号
中
改
正
ノ
件

四
、
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官
追
加

ニ
関
ス

ル
件

五
、
鼻
緒
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

六
、
和
傘
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
氷
ノ
最
高
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
件

二
、
枇
、
屑
麦
等
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス

ル
件

三
、
肥
料
配
給
割
当
数
量
ノ
件

四
、
価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
乾
藤

子
ノ
小
売
業
者
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル

件
五
、
酪
農
業
調
整
法
第
四
条
ノ
許
可
ニ
関
ス
ル
件

六
、
銘
木
等
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

ワ
♂

0
0

n
U
～

(
U

Aり
乙

0
乙

鵬
～
肥

肥
～
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り
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2
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4
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乙
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謝
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0
乙
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乙
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1

2
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り
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乙
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凸
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り
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り
O
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～

2
(
　
　
)

3

鈎

～

35

2

2

七
、
昭
和
十
七
年
四
月
農
林
省
告
示
第
二
百
二
十

一
号
食
用
煉
製
品
最
高
販
売
価
格
中
農
林
大
臣

ノ
承
認
ヲ
必
要
ト
ス
ル
事
項
ニ
関
ス
ル
件

八
、
有
機
質
肥
料
配
給
割
当
数
量
ノ
件

統
計統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
検
事
局
受
理
及
起
訴

人
員
月
別
調

(昭
和
十
七
年
四
月
末
現
在
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
各
検
事
局
別
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
月
別
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人

員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
五
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
五
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
六
月
現
在
)
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第

二
巻
第

七
号

一
九
四

二
(
昭
和

一
七
)
年

七
月

調
査全

国
経
済
犯
罪
情
勢

(
昭
和
十
七
年
六
月
分
)

1
～
28

統
制
経
済
法
令
質
疑

回
答

一
、

(イ
)
鉄

屑
販
売
価
格
告
示

に
所
謂

「
日
本
鉄
屑

統

制
株
式
会
社

の
認
定

し
た
る
も

の
」
の
意
義

、

(
ロ
)
鉄
屑
配
給
統
制
規
則
違
反
と
鉄
屑
販
売
価
格

告
示

の
適

用

29
～
31

二
、
清
酒
価
格
告
示

中

「売
主

店
先
渡
」

の
解
釈

31
～

34

三
、
昭
和
十

五
年
商

工
、
大
蔵
省
告

示
第
十
号
清
酒

及
合
成
清

酒
販
売
価
格
中
清
酒

の
部
但

書

の
適
用

34
～

35

四
、
地
代
割
引

の
取

止
と
地
代
家
賃
統
制
令
第

十
三

条

に
所
謂
借
地
又

は
借
家

の
条
件

35
～

41

五
、
故

五
ガ

ロ
ン
缶

配
給
統
制

規
則

の
適
用

41
～

43

六
、
銅
、
鉛

、
錫
等

配
給
統
制
規

則

に
違
反
し
故
鉛

を
売

渡
す
場
合

の
価

格
と
昭
和
十

五
年

四
月
十

八

日
商

工
省
告
示
第

百
八
十
号

の
適

用

43

七
、
写
真

の
撮
影
料
金

と
価
格
等
統

制
令

に
所
謂
価
格

44

八
、
新
聞
社
の
広
告
料
金
の
変
更
と
価
格
等
統
制
令

九
、
人
力
車
料
金
と
価
格
等
統
制
令
に
所
謂
運
送
賃

一
〇
、
ゴ
ム
ベ
ル
ト
及
革
調
帯
の
価
格
告
示
の
適
用

範
囲

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和
十
七
年
五
月
分
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

第
十
四
回
繊
維
部
会
毛
製
品
価
格
形
成
専
門
委
員

会
委
員
長
報
告

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

一
、
機
業
者
等
ノ
手
持
生
糸
調
査

ニ
関
ス
ル
件

二
、
官
吏
又

ハ
其
ノ
待
遇
者

ニ
対
シ
統
制
経
済
法

令
違
反
事
件
ノ
証
人
等
ト
シ
テ
出
頭
ヲ
求
ム
ル

場
合

ニ
於
ケ
ル
取
扱
方

ニ
関
ス
ル
件

三
、
新
聞
購
読
料

ニ
関
ス
ル
件

商
工
省
関
係

一
、
綿
製
品
ノ
製
造
制
限

ニ
関
ス
ル
件
施
行

ニ
関

ス
ル
件

二
、
統
制
違
反
者
等

ニ
対
ス
ル
制
裁

ニ
関
ス
ル
件

4

～

6

4

4

だ
0

7
σ

4

～

447

49

～

70

70

～

71

聡

～

7676

76

～

78

0
0

1
⊥

7

～

8

1

～

3

8

9
U

一28一
(
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三

、
退
蔵

物
資

買
上

ニ
関

ス
ル
件

四
、

繊
維

工
業

設
備

ニ
関

ス
ル
件

施
行

ニ
関

ス
ル

件
五
、
絹

人
絹
織

物
普

通
生
産
品

ヲ
原
材

ト
シ
タ

ル

寝

具
製

品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

六
、
退
蔵

物
資
買

上

ニ
関

ス
ル
件

七
、

豚
毛

、
馬
毛
代

用
品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

八
、
戦
時

船
舶
造
修

用
普
通
鋼

圧
延
鋼
材

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

九

、
鉄
鋼
製

品
需
給

ノ
計

画
化

ニ
伴

フ
軍
需
鉄
鋼

製
品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

一
〇
、
特

殊
釘

ノ
配
給
統
制

ニ
関

ス
ル
件

一

一
、
神

官
装
束

地
、
法
衣

地
、
表
具
地
、
絵
絹

及
続

ノ
販
売

価
格
査
定

二
関

ス
ル
件

一
二
、

コ
ー
ク

ス
配
給
統

制
規
則
制
定

ニ
関

ス
ル

件
一
三
、
自

動
車

タ
イ

ヤ
再
製
業

機
構
整
備

ニ
関

ス

ル
件

農
林
省

関

係

一
、
牛
乳

生
産
者

団
体

ニ
依

ル
牛
乳

ノ
共

同
出
荷

83

～

84

85

～

8686

86

～

8787

88

～

94

4

～

5

0

α

0
》

只
.)

7
σ

9

～

9

97

～

99

99

～

㎜

0

1

0

～

-
⊥

1

1

ニ
関
ス
ル
件

二
、
食
肉
配
給
統
制
規
則

ニ
於
ケ
ル
自
家
用
屠
殺

取
扱

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
六
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
六
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
七
月
現
在
)

第

二
巻
第

八
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七
)
年

八
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
七
月
分
)

朝
鮮
に
於
け
る
最
近
の
経
済
犯
罪
の
情
況

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

一
、
告
示
ノ
廃
止
ト
其
ノ
廃
止
前
ノ
行
為
ニ
対
ス

ル
擬
律

二
、
市
場
価
格
ト
鑑
定

三
、
海
難
丸
釘
ト
昭
和
十
四
年
神
奈
川
県
告
示
第

-
1
6

ハh
U

1
―
ム
～

1

1

1

《
U

ワ
ー

-
―
▲
～

1

1

1

0
ゾ

り
乙

-

～

4

1

1

43

～

銘

11↓

-

一麦

寸

-

歪

イ

-

～

43

4

～

4

0
0

7
―7575
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二
百
号

四
、
(
一
)
昭
和
十
五
年
商
工
省
、農
林
省
告
示
第

十
六
号
ニ
所
謂
ま
ぐ
ろ
ニ
ハ
よ
こ
わ
ヲ
包
含
ス

/

(二
)
右
告
示
ニ
所
謂
ま
ぐ
ろ
ノ
丸
ノ
意
義

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
食
用
煉
製
品
の
生
産
者
販
売
価
格

二
、
普
通
圧
延
鋼
材
等
の
最
高
販
売
価
格
と
鉄
鋼
需

給
統
制
規
則
の
廃
止

三
、
食
糧
管
理
法
第
三
条
第
二
項
の
政
府
買
入
価
格

と
価
格
違
反
の
成
否

四
、
鉄
屑
配
給
統
制
規
則
第
八
条
に
所
謂
鉄
屑
の
意

義
五
、
皮
革
使
用
制
限
規
則
第

一
条
の
適
用

六
、
昭
和
十
五
年
七
月
六
日
商
工
省
告
示
第
三
百
四

十
号
に
所
謂

「
下
駄
」
の
意
義

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和
十
七
年
六
月
分
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

(
一
)
有
機
製
品
価
格
形
成
協
議
会
経
過
報
告
(ロ

ー
ト
油
、
繊
維
滲
透
剤
、
織
布
柔
軟
剤
、
防

75

～

7676

77

～

86

86

～

87

87

～

94

魍

～

959595

97

～

恥

水
性
織
布
仕
上
剤
)

(二
)
合
成
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員

長
報
告

(タ
ー
ル
中
間
物
)

(三
)
第
十
九
回
化
学
工
業
品
部
会
工
業
用
塩
化

ア
ン
モ
ン
価
格
形
成
協
議
会
報
告
要
旨

統
制
経
済
法
令

に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

各
地
方
裁
判
所
検
事
局
経
済
犯
対
策
協
議
会
及
同

統
制
経
済
懇
談
会
設
置
方

ニ
関
ス
ル
件
依
命
通

牒

商
工
省
関
係

一
、
鼻
緒
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒

二
、
同

三
、
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
加
里
製
造
用
原
藻
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

二
、
同

三
、
同

四
、
同

五
、
菓
子
類
最
高
販
売
価
格
ノ
改
訂

ニ
関
ス
ル
件
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統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
八
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
七
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
八
月
現
在
)

第

二
巻
第

九
号

一
九

四
二

(
昭
和

一
七
)
年
九
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
八
月
分
)

在
庫
衣
料
品
の
不
正
申
告
に
関
す
る
調
査

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
藺
草
、
畳
表
及
茣
蓙
の
販
売
価
格
告
示
中

「産

地
問
屋
店
先
渡
価
格
」
及

「生
産
者
販
売
価
格
庭

先
渡
」
並

「産
地
問
屋
」
の
解
釈

二
、
食
用
塩
干
魚
介
類
の
販
売
価
格

三
、
昭
和
十
六
年
農
林
省
告
示
第
七
百
七
十
八
号
食

用
塩
乾
魚
介
類
の
販
売
価
格

四
、
継
続
的
供
給
契
約
と
公
定
価
格
の
変
更

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

47

～

59

焉
(
ユ
)

～

1
(
リ
る
)

7

一麦

寸

ー

ノ柔
イ

1

～

25

25

～

53

民
)

瓜
U

5

～

5

6

～

7

5

EO

7
σ

8

5

～

5

8

～

9

ε
0

擢
0

一
、
昭
和
十
七
年

八
月
二
十

一
日
警
察
部
長
打
合
会

席
上

に
於
け
る
刑
事

局
長
指
示

二
、
昭
和
十
七
年
九
月

四
日
内

務
省
主
催
経
済
保
安

課
長
事
務
打
合
会
席
上

に
於
け
る
刑
事

局
長
指
示

三
、
東
京
府

下
生
活
必
需
物
資

販
売
方
法

一
覧
表

(昭

一
七
、
八
、

一
九

現
在
)

四
、
大
阪

に
於
け

る
経
済
事

犯

に
関
す
る
投
書

の
動

向

及
処
理
状
況

五
、
鹿
児
島
市

に
於
け
る
切
符
制
、
通
帳
制
実
施

の

生
活
必
需
物
資

配
給
現
状

(昭

一
七
、
九
、
中
旬

調
)

六
、
木
炭
、
薪
炭
需
給
逼
迫

の
実
情

経
済
事

件
起
訴
処
分
調

(昭
和

十
七
年

六
月
分
)

統
制
経
済

法
令

に
関
す
る
各
省

通
牒

司
法
省

関
係

一
、
鉄
屑
配
給
統

制
規
則
第

八
条

ノ
発
動

ニ
伴

フ

措

置

二
関

ス
ル
件

二
、
金

属

ノ
回
収

ニ
関

ス
ル
件

通
達

商

工
省

関
係

一
、
価
格
査
定
制
度

ニ
関

ス
ル
件

61

～

71

71

～

79

80

～

81

81

～

97

捌

97

～

悩
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～

贈
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～
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恥
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n
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～
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二
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
関

ス
ル
疑

義

回
答

ノ
件

三
、
石
鹸

ノ
販
売
条
件

ニ
関

ス
ル
件

四
、
繊
維
製

品
配
給
消
費
統

制
規
則
施
行

ニ
関

ス

ル
件

五
、
衣
料
品
中
結
帯

ノ
点
数

ニ
関

ス
ル
件

六
、
熔

接
棒
配
給
統
制
要
綱

ニ
関

ス
ル
件

七
、
鉄
屑

配
給
統

制
規
則
第

八
条

ノ
発
動

ニ
伴

フ

措
置

ニ
関

ス
ル
件

八
、
靴
用
ゴ

ム
底
配
給
統

制

二
関

ス
ル
件

農
林
省

関
係

一
、
耐
火
木

材

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

二
、
米
糠
油

最
高

販
売

価
格
指
定

ニ
関

ス
ル
件

三
、
昭
和
十
七
年
九

月
農
林
省
告
示
第

六
百
四
号

節
類

最
高
販
売
価
格

中
農
林
大
臣

ノ
承

認

ヲ
必

要
ト

ス
ル
事

項

ニ
関

ス
ル
件

各
省

関
係

鉄
道

貨
物
運
賃
制

度

ノ
改
正

ニ
伴

フ
価
格
指
定

ニ

関

ス
ル
件

統
制
経

済
関
係

日
表

0
乙

り
0

3

～

り
0

11⊥

1

4

E
J

3

～

り
凡J

1

1

E
「
)

ワ
ー

3

～

り
0

1

11
⊥

ワ
～

8

3

～

3

1

1
―⊥

0
0

∩
/
臼

り
0

～

4

1
-
1
一

-
―
且
一

紹
～

囑囑囑

囑
～

柳

ワ
ー

8

4

～

4

1

1

8

(
コ

4

～

E
J

1

1
―
-
■

昭
和
十
七
年
八
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
八
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
九
月
現
在
)

第

二
巻
第

一
〇
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七
)
年

一
〇
月

調
査繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
実
施
前
後
の
状
況
に

就
て

大
東
亜
建
設
諸
政
策

統
制
経
済
法
令
の
解
説

間
接
肥
料
販
売
制
限
規
則
立
案
趣
旨
説
明

裁
判
及
検
察
に
関
す
る

一
般
参
考
資
料

統
制
経
済
懇
談
会
開
催
の
件

(京
都
地
検
報
告
)

経
済
犯
対
策
協
議
会
開
催
の
件

(広
島
地
検
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

一
、
司
法
記
念
日
ニ
於
ケ
ル
統
制
経
済
遵
法
懇
談

会

ニ
関
ス
ル
件
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⊥
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二
、
経
済

検
察

会
同

ニ
関

ス
ル
件

三
、
外

国
為

替
管

理
法

違
反

ト
国
家
総
動
員
法

又

ハ
産
金
法

違

反
ト

ノ
擬
律

ニ
関

ス
ル
件
依
命

通

達

商

工
省

関
係

一
、
昭
和

十

五
年
十

月
七

日
附
商

工
省

、
農

林
省

告
示

第
十
七

号

(奢
侈

品
等
製
造

販
売
制
限
規

則
第

一
条
但

書
又

ハ
第

二
条
第

一
項
但
書

ノ
規

定

二
依

リ
地
方
長
官

ノ
許
可

ヲ
受

ク
ベ
キ
場
合

ニ
関

ス
ル
件
)

ニ
関

ス
ル
件

二
、
統

制
違
反
者
等

ニ
対

ス
ル
制
裁

ニ
関

ス
ル
件

三
、

同

四
、

繊
維

屑

配
給
統
制
規

則
施

行

ニ
関

ス
ル
件

五
、

地
方
繊
維

製
品
配
給
株
式

会
社

ニ
於

ケ

ル
絹

人
絹

織
物
普

通
生
産

品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

六
、

小
幅
後
練

強
撚
糸
絹

織
物

ノ
規
格
検
査

ニ
関

ス

ル
件

七

、

日
用
品

ノ
査

定
制
度

ニ
関

ス
ル
件

八
、
繊
維

品
査
定

証
紙
統

一
ニ
関

ス
ル
件

九
、
高

圧
容

器
配
給
統

制
要
綱

ニ
関

ス
ル
件

燭

ρ
hU

り
0

3

～

4

1

1

り
㌦U

8

4

～

P
O

1

1
―⊥

(
》

O

E
J

～

虞
)

0

1

復
U
～

£
U

-

ー

●

ワ

ー

・

瓜
U
～

4
U

弓
1
・

0
0

瓜
U
～

ρ
hU

1

1

0
0

9

6

～

探
U

(
U)

1

4
U

～

ワ
f

l

Q
O

ワ
～

～

ワ
ヂ

ー
―
⊥

-

(
》

0
乙

ワ
ご

～

Ω
U

1

1

一
〇
、
鉄
屑
配
給
統
制
規
則
第
八
条
ノ
発
動

ニ
伴

フ
措
置
ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
九
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
九
月
分

雑
報各
控
訴
院
管
内
経
済
実
務
家
会
同
諮
問
事
項
並
協
議

事
項(一
)
東
京

(二
)
大
阪

(三
)
名
古
屋

(四
)
広
島

(五
)
長
崎

(六
)
宮
城

(七
)
札
幌

鉄
屑
指
定
商
並
特
殊
鋼
屑
指
定
蒐
集
業
者
指
定
ノ
件

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
十
月
現
在
)

鵬

F
【」

ワ
～

0
0
～

9

1

1

0
ゾ

ワ
f

9

～

1

1

n∠

9

£
U

-

～

2

り
乙

0
乙

瓜
U

3

0
乙

～

り
0

0
乙

n
乙

り
0

に
」

3

～

3

n
乙

0
乙

23

～

2
(
　
　
)

3

38

～

必

2

2

4

Q
O

4

～

4

2

0
乙

8

9

4

～

4

り
乙

9
乙

25

～

2
(
む
　
コ
)

5

一麦

寸

-

そ

イ

一搬一



第

二
巻

第

―

一
号

一
九

四

二

(昭

和

一
七

)
年

一

一
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
勢

(昭
和
十
七
年
九
月
分
)

産
業
組
合
の
経
済
事
犯
に
就
て

統
制
経
済
法
令
の
解
説

自
動
車
修
理
用
部
分
品
統
制
規
則

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

一
、
農
地
開
発
営
団
の
性
質

二
、
見
本
検
査
と
価
格
違
反

三
、
機
帆
船
運
賃
の
許
認
可
に
関
す
る
件

四
、
昭
和
十
七
年

一
月
十
二
日
農
林
省
告
示
第
十
六

号
家
畜
用
炭
酸
石
灰
粉
末
の
最
高
販
売
価
格
に
関

す
る
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
違
反
事
件
に

対
す
る
刑
の
量
定

(二
)
昭
和
十
七
年
前
半
期
に
於
け
る
労
務
統
制
の

量
刑

-

～

83

0
0

9
自

3

～

6

63

～

7577

77

～

78

78

～

79

79

～

80

81

～

85

85

～

89

(三
)
価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

一

合
成
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長

報
告

(フ
エ
ノ
ー
ル
レ
ジ
ン
〈
ベ
ー
ク
ラ
イ
ト
〉)

二

無
機
化
学
品
価
格
形
成
協
議
会
報
告
書

(鉛

化
合
物
、
硫
黄
製
品
、
ア
ン
モ
ニ
ア
明
礬
、
塩

素
酸

ソ
ー
ダ
、
金
属
ソ
ー
ダ
、
苦
汁
製
品
)

三

内
燃
機
関
用
圧
縮
ガ
ス
価
格
形
成
協
議
会
報

告
書

統
制
経
済
法
令

に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

一
、
請
訓
又

ハ
報
告
ヲ
要
ス
ル
事
項
廃
止
ノ
件
依

命
通
牒

二
、
戦
時
刑
事
特
別
法
第
十
五
条
ノ
犯
罪
事
件
報

告
廃
止
ノ
件
依
命
通
牒

三
、
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件

ニ
対
ス
ル
無
罪
其

ノ
他
参
考
ト
ナ
ル
ベ
キ
裁
判
報
告
廃
止
ノ
件
依

命
通
牒

四
、
経
済
情
勢
報
告

ニ
関
ス
ル
件

五
、
統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
報
告
方

ニ
関

ス
ル
件

89

～

95

95

～

鵬

リ
へ
u

E
U

n
)
～

0

1

1卿

卿
～

鵬㎜鵬

8

Q
ゾ

0

～

0

1

1
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ユ
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六
、
統

制
経

済
法

令
違

反
事
件
報
告

方

ニ
関

ス
ル

件
七
、
刑

事

局
長
通

牒

八
、

統
制

経
済

関
係
法
令

違
反

上
告

事
件

調
査

方

ノ
件

商

工
省

関
係

一
、
統

制
物
資

ノ
譲
渡
制

限
等

ニ
関

ス
ル
件

ニ
基

ク
商

工
省

告
示
第

千
百

二
十
号

中
譲
渡
申
込
期

日
改

正

ニ
関

ス
ル
件

二
、
鉄

製
品
製
造

制
限
規

則

ノ
運
用

ニ
関

ス
ル
件

三
、
軽

金
属

屑
配
給
統

制
規
則
制
定

ノ
件

四
、
繊
維
屑

配
給
統
制

規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

五
、
繊
維

工
業
設

備

ニ
関

ス

ル
件
改

正

ニ
関

ス
ル

件
六
、
紙
糸

、
紙
紐

及
紙
織
物

ノ
統
制

ニ
関

ス
ル
件

七
、
織

物
業
者

ニ
対

ス
ル
絹
糸

ノ
割
当

ニ
関

ス
ル

件
八
、
綿

紡
式

及
絹

紡
式
更

生
糸
織
物
販
売
価
格
査

定

ニ
関

ス
ル
件

九

、

ス

テ
ー
ブ

ル

フ
ア
イ

バ
i
織
物
販
売
価
格

(
》

0

0

～

1

1

1

0

1

1

～

-ーム

ー

-

m

～

皿

聡

～

恥

肪

～

㎜

皿

～

偽鵬

E
J

ρ
ハU

n
∠

～

n
/
■

1

1

ρ
0

4

0
乙

～

り
0

1
―
⊥

-

4

1

り
0
～

4

1

1

-
1
▲

り
0

4

～

4

1

1

査
定

ニ
関

ス
ル
件

一
〇
、
同

一
一
、
綿
織
物
販
売
価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

一
二
、
石
鹸
類

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

一
三
、

一
閑
張
漆

器
及
漆
器
室
内
用
品

ノ
公
定
価

格

ニ
関

ス
ル
件

一
四
、
奢
侈
品
等

製
造
販
売
制
限
規
則
第

二
条

二

依

ル
指
定
物
品

ニ
関

ス
ル
件

一
五
、
石
炭
配
給
調
整
規
則
中
改

正

ニ
関

ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
北
海
道
産
豆
類

ノ
最
高
販
売
価
格
指
定

ノ
件

二
、
醤
麦
最
高
販
売
価
格
指

定

ニ
関

ス
ル
件

三
、

日
本
藁

工
品
配
給
株
式
会
社
指
定
倉
庫
渡

ノ

場
合

ニ
於

ケ
ル
控
除
金
額
承
認
申
請

ニ
関

ス
ル

件
四
、
清

酒
四
斗
樽

ニ
関

ス
ル
疑
義

ノ
件

統
計統

制
経
済

関
係
法
令
違

反
事
件
検
事
局
受
理
及
起
訴

人
員

月
別
調

(昭
和

十
七
年

八
月
末

現
在
)

統

制
経
済

関
係
法
令
違

反
事
件

人
員

調

(
同
)

3

E
ひ

4

～

4

1

1

E
J

7

4

～

4

1

ー

ワ
」

0
0

4

～
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1
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り
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統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理

並
処
理
人
員
月
別
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人

員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
十
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
十
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
十

一
月
現
在
)

第

二
巻
第

一
二
号

一
九

四
二

(昭
和

一
七
)
年

一
二
月

調
査中
小
商
工
業
の
再
編
成
に
関
す
る
政
府
声
明
及
関
係

各
庁
の
通
牒
の
調
査

各
地
方
裁
判
所
検
事
局
経
済
犯
対
策
協
議
会
開
催
状

況

統
制
経
済
法
令
の
解
説

螢
石
配
給
統
制
規
則
解
説

統
制
経
済
事
件
判
決
例

75

～

78

認
～

捌

85

～

98

19

～

2
(
　
コ
　
)

1

麦

寸

-

そ

イ

1

～

53

53

～

64

65

～

75

大
審
院
判
決
例

(
一
)
昭
和
十
四
年
十
二
月
二
十
七
日
商
工
省
告
示

第
三
七
八
号

(
ス

・
フ
織
物
ノ
販
売
価
格
)
ノ

適
用
ト
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
ニ
依
ル
規
格

検
査

ノ
合
格
品

ハ
不
合
格
品
ナ
リ
ヤ
又
ハ
無
検

査
品
ナ
リ
ヤ
ノ
点

ニ
関
ス
ル
審
理
ノ
要
否

(二
)
昭
和
十
五
年
十
二
月
十

一
日
商
工
省
告
示
第

八
百
二
十

一
号

(古
布
袋
ノ
販
売
価
格
指
定
ノ

件
)
ノ
適
用
範
囲

(三
)
昭
和
十
四
年
商
工
省
告
示
第
四
十
八
号
(物
品

販
売
価
格
取
締
規
則
第

一
条

ニ
依
ル
物
品
及
年

月
日
指
定
ノ
件
中
改
正
)
中
ノ
織
物
ノ
端
切
ノ

範
囲

(四
)
他
人
ガ
鋼
製
品
ノ
製
造
制
限

ニ
関
ス
ル
件

ニ

依
ル
許
可
ヲ
受
ケ
テ
製
造
シ
タ
ル
部
分
品

ヲ
買

受
ケ
之
ヲ
使
用
シ
テ
玩
具
ヲ
製
造
ス
ル
行
為
ト

新
ナ
ル
許
可
ノ
要
否

(五
)
価
格
等
統
制
令
違
反
罪
ト
目
的
物
ノ
引
渡
ト

ノ
関
係
-

目
的
物
ノ
引
渡
ガ
他
ノ
犯
罪

ヲ
構

成
ス
ル
場
合

ニ
於
ケ
ル
罪
数
関
係

77

77

～

78

78

～

79

79

～

8080

一36一
(
ユ
)



(六
)
清
酒
ノ
販
売
価
格
ト
正
当
割
水
率
決
定
ノ
規

準
ト
為
ル
ベ
キ
時
期

(七
)
移
入
屑
ゴ
ム
ト
屑
ゴ
ム
及
粉
末
ゴ
ム
配
給
統

制
規
則
並

ニ
昭
和
十
四
年
商
工
省
告
示
第
三
六

六
号
ノ
適
用

(八
)
曹
達
灰
ノ
価
格

ニ
関
ス
ル
昭
和
十
五
年
大
阪

府
告
示
第
三
十
四
号
ト
同
年
商
工
省
告
示
第
四

十
五
号
ト
ノ
関
係

(九
)
昭
和
十
四
年
十

一
月
四
日
岩
手
県
告
示
第
七

百
七
十
号

ニ
於
ケ
ル
最
終
持
込
販
売
価
格
ノ
意

義

(
一
〇
)
罰
金
ノ
併
科
ト
刑
ノ
軽
重

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

昭
和
十
七
年
十
二
月
十
五
日
中
央
物
価
統
制
協
力
会

議
席
上
に
於
け
る
池
田
刑
事
局
長
挨
拶
要
旨

労
務
統
制
関
係
法
令
違
反
事
件
起
訴
処
分
調

(昭
和

十
七
年
自

一
月
至
十
二
月
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

統
制
違
反
者
等

ニ
対
ス
ル
制
裁

ニ
関
ス
ル
件

80

～

81

81

～

82

82

～

別

84

～

8585

87

～

91

91

～

皿

り
O

r
O

-

～

1

1

1

商

工
省
関
係

一
、
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

二
、
同

三
、
和

装
製
品
工
業
組
合
整
備

ニ
関

ス
ル
件

四
、
統

制
物
資

ノ
譲
渡

制
限
等

ニ
関

ス
ル
件

五
、
重
要
物
資
管

理
営

団
第

一
次

買
上
ゲ
繊
維
製

品

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

六
、
和
傘

ノ
配
給
統
制

ニ
関

ス
ル
件

七
、
洋
傘
販
売
価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

八
、
孔
明
煉
炭
及
豆
炭
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル

件
九

、
同

一
〇
、

一
一
、
鉄
鋼
割
当

証
明
書

ニ
関

ス
ル
件

一
二
、
帯
鋼
熔
接
管

及
電
線
管

ノ
統
制

ニ
関

ス
ル

件

農
林
省

関
係

一
、
価
格
等
統

制
令
第

二
条

第
三
項

ノ
但
書

ニ
依

ル
新

製
品
家
兎

ノ
飼
料

(品
名
満
月
)
ノ
販
売

価
格
指
示

ニ
関

ス
ル
件

u5

～

鵬鵬
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～
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U
v

1

2

～

(リ
乙
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」
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～

0
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1
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鋼
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証
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書
発
行
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官
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件
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各
省
関
係

地
方
物
価
統
制
協
力
会
議
強
化
方
策
ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
十

一
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
十

一
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
七
年
十
二
月
現
在
)

第

三
巻
第

一
号

一
九

四
三

(昭
和

一
八
)
年

一
月

調
査各
地
方
裁
判
所
検
事
局
統
制
経
済
懇
談
会
開
催
状
況

統
制
経
済
法
令
の
解
説

繊
維
等
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

統
制
経
済
事
件
判
決
例

大
審
院
判
決
例

(
一
)
綿
製
品
ノ
製
造
制
限
ニ
関
ス
ル
件
違
反
ト
綿

製
品
ノ
販
売
制
限

ニ
関
ス
ル
件
違
反
ト
ノ
間
ニ

ハ
手
段
結
果
ノ
関
係
ナ
シ

(二
)
出
糸
ノ
売
買
ト
割
当
票
ト
引
換
ノ
要
否

O

E
J

4

～

4

1

1
1⊥

ワ
ー

爾7
-

4

～

艮
」

1

1

垢
(
　
)

～

1
(
ユ
)

7

噛麦

寸

-

そ

イ

1

～

24

25

～

43

5

～

6

4

4

ρ
0

7
」

4

～

4

(
三
)
他
人

ニ
製
織

ヲ
委
託

シ
其

ノ
割
当
数
量

ヲ
超

エ
テ
糸

ヲ
使
用

セ
シ

ム
ル

ハ
糸

配
給
統

制
規
則

第

一
条
違

反

ノ
幇
助

(四
)
各
自

ニ
割
当

配
給

セ

ラ
レ
タ

ル
原
糸

ヲ

一
括

シ
テ
全
者
共

同

シ
テ
綿
布

ヲ
製
造

シ
其

ノ
中

ノ

一
人

力
全
生
産
者

ニ
代

リ
外

部

ニ
販
売

ス
ル
場

合

ノ
規
準
価
格

(
五
)
昭
和

十

四
年
商

工
省
告

示
第

四
十
八
号
第

七

十

三
項

ニ
所
謂
端

切

ノ
範

囲

(
六
)
昭
和

十

四
年

五
月
十

日
石
川
県
告

示
第

百
九

号

ハ
同
告
示
掲

記

ノ
織
物

ニ
シ

テ
所
定

ノ
規
格

ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ニ
付

テ

ハ
輸
出
品

ト

シ

テ
国
営

検
査

ニ
合
格

シ
タ

ル
モ
ノ
ト
雖

国
内
取
引

ナ

ル

限
リ
其
ノ
適
用
ア
リ
ー

国
家
総
動
員
法
第
四

十

八
条

ノ
規
定

ニ
依

リ
数

人

ノ
従

業
者

ノ
行
為

ニ
付

人
又

ハ
法

人

力
責

ニ
任

ス

ヘ
キ
ト
キ

ハ
従

業
者

ノ
数

ニ
応

ス
ル
数

個

ノ
犯

罪

ノ
併

合

罪
ト

シ
テ
処

断

ス
ル

ヲ
正
当

ト

ス

(
七
)

(
一
)

昭
和

十

五
年

商

工
省
告

示
第

四
百

四

十

八
号
中

一
六
和
生
菓

子

ノ
項

(
ロ
)

ニ

「
一

47

～

48

48

～

49

49

～

50

51

～

騒

―38一
(
ユ
)



個
ノ
重
量
十
四
匁
未
満
ノ
モ
ノ
ハ
十
四
匁
ヨ
リ

ニ
匁
ヲ
減
ス
ル
毎

ニ

一
銭
ヲ
控
除
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
」
ト
ア
ル
意
義
/

(二
)
犯
意
ト
違
法
ノ
認

識

(八
)

(
一
)

一
缶
三
百
瓩
入
ノ
苛
性
加
里
ノ
販
売

価
格
ト
昭
和
十
五
年
大
阪
府
告
示
第
三
百
七
十

一
号
ノ
二
ノ
適
用
ノ
有
無
/

(二
)
昭
和
十
五

年
大
阪
府
告
示
第
三
十
四
号
ト
三
百
瓩
缶
入
苛

性
曹
達
又
ハ
七
十
瓩
袋
入
曹
達
灰
ヲ
販
売
ス
ル

場
合

ニ
於
ケ
ル
缶
代
又

ハ
袋
代
ノ
加
算

(九
)
昭
和
十
四
年
五
月
四
日
東
京
府
告
示
第
四
百

二
十
八
号

(カ
ー
バ
イ
ト
ノ
販
売
価
格
)
ニ
於

ケ
ル
販
売
者
店
頭
渡
価
格
ノ
適
用

(
一
〇
)
動
力
用
調
帯
ノ
工
場
売
価
格
又
ハ
卸
売
価

格
ト
昭
和
十
三
年
大
阪
府
告
示
第
九
百
十
三
号

ノ
適
用

(
一
一
)
皮
革
配
給
統
制
規
則
第

一
条

ニ
所
謂
革
ニ

ハ
牛
縁
頭
革
、
豚
生
床
革
上
下
、
水
牛
渋
製
生

床
革
ヲ
包
含
ス

(
一
二
)
販
売
物
件
ガ
産
地
銘
柄
等
級
用
途
等
ヲ
異

騒

～

57

57

～

59

59

～

60

60

～

6161

ニ
ス
ル
場
合
ト
連
続
犯
ノ
成
否

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
ノ
疑
義

ニ
関

ス
ル
件

(二
)
価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
十
条
第
三
号
ノ

疑
義

ニ
関
ス
ル
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

各
控
訴
院
並
八
大
都
市
地
方
裁
判
所
経
済
係
検
事
協

議
会
関
係
資
料

労
務
関
係
違
反
事
件
起
訴
処
分
調

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
輸
出
生
糸
ノ
国
内
向
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル

件

(二
)
大
東
亜
共
栄
圏
建
設
ニ
関
聯
シ
価
格
形
成

上
採
ル
ベ
キ
方
策
及
統

一
原
価
計
算
制
度
実

施
ニ
関
聯
シ
価
格
形
成
上
採
ル
ヘ
キ
方
策

ニ

関
ス
ル
件

商
工
省
関
係

(
一
)
ソ
リ
ツ
ド
タ
イ
ヤ

(リ
ム
ニ
嵌
合
ス
ル
モ

61

～

66

67

～

6868

69

～

鵬

26

～

34

一

1

1

㎜

35

～

37

38

～

63



ノ
)
配
給
統

制

ニ
関

ス
ル
件

(
二
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書

ニ
関

ス
ル
件

(
三
)
鉄
製
品
製
造
制

限
規

則

ノ
運
用

ニ
関

ス
ル

件

(
四
)
繊
維
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

(
五
)
同

(六
)
繊
維

製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

(七

)
糸
配
給
統
制

規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

(
八
)

日
本
絹

人
絹
織
物

製
造
株
式
会
社

ノ
設
立

ニ
伴

フ
普
通
生
産
絹

人
絹
織

物

ノ
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

(九

)
指

定
生
産
絹
織
物

ノ
暫
定
取
扱

ニ
関

ス
ル

件

(
一
〇
)
普

通
生
産

絹
人
絹
織
物

ノ
暫
定
取
扱

ニ

関

ス
ル
件

(
一
一
)
指

定
生
産
絹
織
物

夜
旦
ハ地
規
格
第

二
号

ノ
検
査

ニ
関

ス
ル
件

(
一
二
)
規
格
絹
織
物

ノ
染

加

工
地

及
其

ノ
他

加

工
地

ノ
販
売
価
格
査

定

ニ
関

ス
ル
件

3

ワ
～

ρ
h
U
～

援
)

ワ
～

n
)

虞
U

～

ワ
ーm

m
～

囎偽照

珊
～

堺

78

～

88

8

(
Uゾ

8

～

Ω
U

1

1鵬

9

0

8

～

0
ゾ

ー―⊥

-

(
U

ワ
ゴ

9

～

0

1

2

(
一
三
)
重
要
物
資
管
理
営
団
ノ
統
制
物
資
買
上

価
格
及
之

ニ
伴
フ
価
格
査
定
委
員
会

ニ
関
ス

ル
件

(
一
四
)
加
工
ノ
結
果
生
地
ノ
数
量

ニ
増
減
ヲ
生

ジ
タ
ル
場
合
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
削
節
類
ノ

最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル
件

統
計統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
検
事
局
受
理
及
起
訴

人
員
月
別
調

(昭
和
十
七
年
十
月
末
現
在
)

同

法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理
並
処
理
人

員
月
別
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
七
年
十
二
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
七
年
十
二
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年

一
月
現
在
)

ワ
～

3

0

～

1

2

2

?

∪

4

1
1
⊥
～

1

2

0
ノ
臼

4

4
U

O
乙

n
乙

ワ
f

8

1―
ム
～

1

2

2

8

FD

-

～

2

n
∠

0
乙

FO

8

0
乙
～

2

2

り
乙

28

～

鈎

0
乙

2

5

0

り
0
～

に
」

り
4

0
4

1

0
0

に
」

～

瓜
U

り
乙

0
乙

一麦

寸

1

4
澄翫
f

一40一
(
ユ
)



第

三
巻
第

二
号

一
九

四
三

(
昭
和

一
八
)
年

二
月

調
査各
種
経
済
組
合
に
於
け
る
自
粛
制
裁
規
定
運
用
情
況

調
査

経
済
事
件
に
関
す
る
裁
判
所
構
成
法
戦
時
特
例
及
戦

時
刑
事
特
別
法
の
運
用
情
況
の
調
査

1
経
済
事
件
無
罪
人
員
調
査

2
経
済
事
件
累
犯
者
調
査

3
統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
上
告
事
件
人
員
調

統
制
経
済
法
令
の
解
説

満
俺
鉱
及
ク
ロ
ム
鉱
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

統
制
会
に
対
す
る
行
政
官
庁
の
権
限
委
譲
に
付
て

附

統
制
会
、
同
支
部
、
出
張
所
所
在
地

一
覧

統
制
経
済
事
件
判
決
例

各
控
訴
院
上
告
事
件
参
考
判
決
例

一
、
事
実
誤
認
ノ
事
例

二
、
理
由
不
備
ノ
事
例

三
、
同

1

～

10

0

～

4

1
⊥

0
乙

4

～

7

6
乙

9
白

0
0

1
⊥

2

～

3

0
乙

只
U

3

～

3

7

～

0

つ
」

4

1
⊥

0
)

4

～

6

0
σ

戻
)

6

～

7

7

～

3

7
―

0
6

つ
」

7
5

8

～

8

7
8

0
4

8

～

8

四

、

同

90

～

91

五

、

同

1

～

3

0
」

0
α

六
、
価
格
等
統
制
令
違
反
罪

ニ
於
ケ

ル
故
意

93

七
、
昭
和
十

五
年
勅
令
第

六
百
七
十
八
号
地
代
家
賃

統
制
令
第
三
条
第

一
号

ノ
意
義

94

八
、
地
代
家
賃
統

制
令
第

三
条
第

一
号

ノ
昭
和
十

三

年

八
月
四
日
当
時

ア
リ
タ
ル
地
代

ノ
意
義

94
～
96

九

、
従
業
者
移
動
防
止
令
第

五
条
違
反
罪

ノ
成
立
要
件

96

一
〇
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
九
条

ノ
法

意

96
～
97

一

一
、
生
糸
配
給
統
制
規
則

ニ
基

ク
平
糸

ノ
割
当
票

ヲ
以

テ
撚
糸

ヲ
買
入

レ
タ

ル
場
合

ニ
於

ケ
ル
無
票

買
受

(同
則
第
六
条
第

一
項
)
罪
ノ
成
否

97
～
98

一
二
、
石
油
配
給
統
制

規
則
第

四
条

ノ
指
定
販
売
業

者

タ

ル
府
県

石
油

配
給
株
式
会
社

ノ
使
用
人

ニ
付

テ

ハ
臨
時
措
置
法
第
九
条
所
定

ノ
涜
職
罪

ノ
成
立

ア
リ

98
～
99

経
済
事

件
処
理

に
関
す

る
参
考
資
料

昭
和

十
七
年

十

一

・
十

二
月
経
済
事
件
情
勢
報
告
、

附

昭
和

十
七
年

度
概
観

(東
京

区
裁
判
所
検
事

一川一



局
報
告
)

昭
和
十
七
年
度
経
済
事
犯
処
理
概
況

(大
阪
地
方
裁

判
所
検
事
局
報
告
)

外
国
為
替
管
理
法
違
反
事
件
参
考
無
罪
判
決
例

(長

崎
控
訴
院
報
告
)

板
垣
朝
吉
外
二
名
に
対
す
る
公
文
書
偽
造
、
同
行
使
、

詐
欺
、
国
家
総
動
員
法
違
反
事
件
参
考
予
審
終
結

決
定

(東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
報
告
)

河
合
弘
外
三
名
に
対
す
る
私
文
書
偽
造
、
同
行
使
、

国
家
総
動
員
法
違
反
事
件
参
考
予
審
請
求
報
告
(横

浜
地
方
裁
判
所
報
告
)

賃
金
統
制
令

(最
高
賃
金
超
過
雇
入
)
違
反
事
件

一

斉
取
締
概
要
報
告

(札
幌
地
方
裁
判
所
検
事
局
報

告
)

死
人
を
取
引
当
事
者
に
仮
装
せ
る
衣
料
品
の
横
流
並

価
格
違
反
特
異
事
件
検
挙
に
関
す
る
件

(岡
山
地

方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

第
二
十
三
回
雑
品
部
会
幹
事
報
告

(地
下
足
袋
、

貼
付
布
靴
、
縫
付
布
靴
)

01

～

28

28

～

詔

悩

～

旧

58

～

65

65

～

77

77

～

82

2

E
隔J

O
O

～

8

1

1

F
へ
∪

ワ
～

8

～

0
0

1

1

雑
貨
専
門
委
員
会
幹
事
報
告

(履
物
用
藁
表
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

価
格
査
定
制
度

ニ
関
ス
ル
件
説
明

商
工
省
関
係

一
、
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官
追
加

ニ
関
ス

ル
件

二
、
昭
和
十
八
年
度
衣
料
切
符
ノ
交
付
及
昭
和
十

七
年
度
衣
料
切
符
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

三
、
特
殊
絹
人
絹
織
物
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

四
、
糸
配
給
統
制
団
体
指
定

ニ
関
ス
ル
件

五
、
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
改
正
ノ
件

六
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
中
改
正
等

ニ

関
ス
ル
件

七
、
糸
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

八
、
繊
維
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

九
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス

ル
件

一
〇
、
同

一
一
、
綿
製
品
ノ
製
造
制
限

ニ
関
ス
ル
件
施
行

ニ

ワ
～

8

0
0

～

8

1―⊥

-鵬㎜

㎜
～

麗麗

醜
～

鵬

鵬

～
梱

悩
～

鵬溺

搦
～

柳

ワ
ゴ

8

(Q
ゾ
～

9

1
―▲

1

98

～

99

1
雷
↓

¶
―
▲

一42一
(
　
)



関
ス
ル
件

一
二
、
麻
機
下
振
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

一
三
、
ド
ラ
ム
缶
賃
貸
料
金

ニ
関
ス
ル
件

一
四
、
算
盤
及
算
盤
珠
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

一
五
、
防
火
用
水
桶
及
防
火
用
水
樽
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

一
六
、
重
要
物
資
管
理
営
団
ノ
買
上
品
タ
ル
毛
織

物
販
売
価
格
査
定
ニ
関
ス
ル
件

一
七
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
ニ
依
ル
禁

制
在
庫
品
ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

企
業
許
可
令
追
加
指
定
事
業
ノ
解
釈
ニ
関
ス
ル
件

厚
生
省
関
係

賃
金
統
制
令
施
行
規
則
改
正
ニ
関
ス
ル
件
通
牒

各
省
関
係

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
二
条
第

一
項
ノ
規
定

ニ
依
リ
地
方
長
官

ニ
価
格
等
統
制
令
所
定
ノ
例

外
許
可
ノ
申
請
ヲ
為
ス
ベ
キ
場
合

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
八
年

一
月
分

(
》

0

9

～

0

1
―
凸

2

0

1
ー
凸

n
)
～

O

n
/
臼

り
乙

20

～

2
(
ユ
　
)

0

02

～

㏄

n/
■

2

脳
～
㎜

(
》

-

(
)

～

1

2

2

皿

騰

騰

㎜

鵬

脚

ワ
～

E
J

-

～

(ソ
乙

り
乙

n
/
】

弓
～

3

り
乙

～

E
J

9
乙

2

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年

一
月
分

雑
報経

済
係
判
事
調

(昭

一
八
、

二
、

二
八
現
在
報
告
書

に
依

る
)

経
済
月
報
発
行
目
録

(
昭
和
十

八
年

二
月
現
在
)

第

三
巻
第

三
号

一
九

四
三

(昭
和

一
八
)年

三
月

調
査全
国
経
済
犯
罪
状
況

(昭
和
十
七
年
十
月
乃
至
十
二

月
分
)

統
制
経
済
法
令
の
解
説

石
綿
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

カ
リ
塩
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

統
制
経
済
事
件
判
決
例

一
、
事
実
審
理
開
始
決
定
-

採
証

ニ
関

ス
ル
違
法

二
、
事
実
審
理
開
始
決
定
―

審
理
不
尽

三
、
兼
業

ノ
有
無

ニ
付
審
理
不
尽

四
、
昭
和
十

五
年
十
月
十

五
日
農
林
省
告
示
第

五
〇

E
J

復
U

■k
)

～

瓜
U

n
∠

2

ワ
～

4

ρ
hU

～

ワ
♂

n
乙

n
ノ乙

民
」

濃
U

ワ
～

～

ワ
～

り
乙

2

1

～

39

-
⊥

置
0

4

～

4

ρ
0

7
-

4

～

559

60

～

61

61

～

62

一螂一



四
号
所
定
ノ
藁
工
品
用
稲
藁
ト
其
ノ
他
ノ
稲
藁
ト

ノ
区
別

五
、
(
一
)
昭
和
十
五
年

一
月
三
十
日
宮
崎
県
告
示
第

三

一
号
ノ
解
釈
/

(二
)
告
示
ノ
誤
解
ト
犯
意
ノ

成
立

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

食
糧
管
理
法
施
行
規
則
第
四
条
の
疑
義
に
関
す
る
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

組
合
等
の
形
式
を
利
用
す
る
経
済
事
犯
処
理
事
例
(長

野
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

物
資
の
統
制
事
務
を
行
ふ
団
体
の
役
員
に
関
す
る
配

給
事
務
取
扱
に
付
発
生
し
た
る
窃
盗
等
被
疑
事
件

受
理
の
件

(札
幌
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

脱
法
行
為
に
依
る
粗
悪
加
工
食
料
品

(海
産
物
)
価

格
違
反
被
疑
事
件
発
生
に
関
す
る
件

(札
幌
地
方

裁
判
所
検
事
局
報
告
)

労
務
、
賃
金
統
制
系
譜
図

(東
京
区
裁
判
所
検
事
局

経
済
係
調
査
)

一
般
労
賃
の
規
整

(同
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

62

～

63

63

～

64

65

～

66

67

～

72

72

～

75

75

～

7879

81

～

85

司
法

省
関
係

一
、
物
品
税

ノ
増
徴
等

ニ
伴

フ
価
格

関
係
告
示

ニ

関

ス
ル
件

二
、
統

制
経
済
関
係
庁

府
県
令

送
付
方

ノ
件
通

牒

商

工
省

関
係

一
、
自

転
車

タ
イ

ヤ
、
チ

ユ
ー
ブ
配
給
統

制

ニ
関

ス
ル
件

二
、
繊
維

製
品
配
給
消

費
統
制

規
則
施

行

ニ
関

ス

ル
件

三
、
糸

配
給
統

制
規

則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

四
、
繊
維
製

品
製
造
制

限
規

則

ニ
関

ス
ル
件

五
、
繊
維
製

品
製
造

制
限
規

則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

六
、
精
練
染

色

工
場

ニ
於

テ
生
ズ

ル
絹
人
絹

織
物

ノ
出
切

ノ
処
理

ニ
関

ス
ル
件

七
、
徴
用

工
員
及

一
般
労
務

者

ニ
対

ス

ル
寝
具

類

ノ
配
給

ニ
関

ス

ル
件

八
、
電
気
安
全

灯
用
保
安

帽

子

ニ
関

ス

ル
件

九

、
紙
糸
、

及
紙
織
物

ノ
統

制

ニ
関

ス
ル
件

一
〇
、
特

別
行
為

税
法

ノ
制
定

ニ
伴

フ
措

置

ニ
関

ス
ル
件

87

～

9797

97

～

皿m

血
～

皿

皿
～
鵬

鵬
～

悩

姻
～

㎜

鵬
～

㎜㎜

㎜
～

m

-
⊥

リ
へ
U

-

～

1

1

1

一螺一



一
一
、
襖

、
屏

風

、
衝
立

及
額

ノ
最
高

販
売
価
格

実
施

ニ
関

ス
ル
件

一
二
、

桶
及
樽
等

ノ
最
高
販
売

価
格

ニ
関

ス
ル
件

一
三

、
商

工
省
指
定
洋

傘

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

一
四
、
商

工
省
指

定
洋
傘

配
給
要
綱

ノ
実
施

ニ
関

ス
ル
件

一
五
、
地

下
足
袋

、
布

靴
、

ゴ

ム
靴

ノ
最
高

販
売

価
格
並

ニ
縫
付
布

靴

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

一
六
、
奢
侈

品
等

製
造
販

売
制
限
規

則
第

一
条

ニ

依

ル
許

可

ニ
関

ス
ル
件

農
林

省
関
係

一
、
鮮

魚
介
類

最
高

販
売
価
格

一
部
改
正

ニ
関

ス

ル
件

二
、
価

格
等
統

制
令
第

七
条

ノ
規
定

ニ
依

ル
焼
竹

輪

最
高

販
売
価
格
指
定

ノ
件

統

計統
制

経
済

関
係
法
令

違
反
事
件

検
事
局
受

理
及
起

訴

人
員

月

別
調

(
昭
和
十
七
年

十

二
月
末

現
在

)

同

法
令

違

反
事
件

人
員
調

(同
)

同

法
令

違

反
事

件
第

一
審
裁

判
所
受
理
並
処

理
人

3

E
「
)

E
J

ワ
～

-
―⊥

ー

ワ

～

・

弓
―

⊥

-

～

2

1

1

21

～

22

n
/
]

£
U

n
/
臼
～

n
ノ自

1

1

ρ
hU

8

∩
/
臼
～

2

29

～

鈎

34

～

37

∩
コ

0

リ
へU
～

4

1

1

0

ワ
～

4

～

4

員
月
別
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

輸
出
入
品
等
ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス
ル
法
律
ニ

基
ク
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
法
令
別
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

国
家
総
動
員
法

ニ
基
ク
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
人

員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
法
令
別
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

其
ノ
他
ノ
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
法
令
別
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
体
刑
人
員
調

(同
)

同

法
令
違
反
事
件
科
刑
別
金
刑
人
員
調

(同
)

統
制
経
済
関
係
日
表

47

～

50

1

1

n
U

べ
U

E
J

～

R

U

-
―
ム

ー

57

～

63
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り
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～

ワ
♂

-
―
⊥

ー

ワ
～

り
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ワ
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Q
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り
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ワ
～
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Ω
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1
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ワ
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0
0

Ω
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～
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ー

-
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ム

8

E
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(
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(
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n
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0
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U

O

ワ
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-
―
⊥
～

1

2

0
乙

7

(
》

0
乙

0
乙

21

～

2
(
　
コ
ヨ
)

2

勿

～

30

2

2

0

0
乙

3

～

り
㍉」

2

0
∠
]

2

◎
0

り
D

～

り
O

n∠

0
乙

0
0

(
》

3

～

3

り
乙

2

(
コ

(
U

3

～
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n
/
臼

n
/
日
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昭
和
十
八
年
二
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
二
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
三
月
現
在
)

第

三
巻
第

四
号

一
九

四
三

(昭
和

一
八
)
年

四
月

24

～

27

27

～

2
(
り
む
な
り
)

8

麦

寸

-

～

2

手

イ

調
査昭
和
十
七
年
度
経
済
犯
罪
概
説

経
済
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
価
格
公
定
物
ナ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
居
タ
ル
場
合

ト
不
確
定
犯
意

(二
)
起
訴
状

ニ
於
ケ
ル
被
告
人
ノ
表
示
方
法
-

価
格
等
統
制
令
第
七
条
違
反
ノ
罪
ト
実
行
行
為

ニ
加
担
セ
ザ
ル
共
謀
者
ノ
責
任

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

酒
類
価
格
規
則
第
五
条
と
暴
利
行
為
等
取
締
規
則
第

二
条
の
関
係

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

経
済
事
犯
累
犯
者
犯
罪
原
因
等
調
査
に
関
す
る
件
(松

1

～

41434345

江
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

水
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
経
済
犯
対
策
協
議
会
第
二

回
協
議
会
開
催
に
関
す
る
件

(水
戸
地
方
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

遵
法
精
神
昂
揚
並
に
配
給
適
正
化
運
動
要
綱

(大
政

翼
賛
会
佐
賀
県
支
部
)

統
制
経
済
法
令

に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

酒
類
販
売
価
格
等

ニ
関
ス
ル
件
、
附

酒
類
の
価

格
統
制
法
規
の
制
定
改
廃
に
関
す
る
説
明

商
工
省
関
係

一
、
工
業
用
ゴ
ム
糊
ノ
配
給
統
制
ニ
関
ス
ル
件

二
、
セ
メ
ン
ト
ノ
配
給
統
制

ニ
関
ス
ル
件

三
、
綿
製
品
ノ
製
造
制
限

ニ
関
ス
ル
件
施
行

ニ
関

ス
ル
件

四
、
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

五
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス

ル
件

六
、
綿
紡
式
繭
短
繊
維
糸
及
綿
紡
式
繭
短
繊
維
混

紡
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ア
イ
バ
ー
糸
ノ
取
扱

ニ
関
ス

47

～

82

82

～

88

88

～

97

99

～

鵬

Ω
U

-

(
U
》
～

1

1

1

1

3

1ー
⊥
～

-ー⊥

1

1m

照
～

田

4

F
O

-

～

1

1

1
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ル
件

七
、
重
要
物
資
管
理
営
団
第

一
次
買
上
ゲ
繊
維
製

品
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

八
、
篩
絹
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

九
、
規
格
絹
織
物
ノ
絞
染
製
品
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

一
〇
、
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
依
ル
禁

制
在
庫
品
中
中
古
品
ノ
買
上
ニ
関
ス
ル
件

一
一
、
家
具
類
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

一
、
価
格
等
統
制
令
第
七
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
節
類

ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
件
中
改
正
ニ
関
ス
ル

件
二
、
砂
糖
最
高
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
件

三
、
菓
子
類
最
高
販
売
価
格
ノ
改
訂
ニ
関
ス
ル
件

四
、
糖
蜜
類
ノ
最
高
販
売
価
格
改
正
指
定
ノ
件

五
、
清
涼
飲
料
ノ
最
高
販
売
価
格
改
正
指
定
ノ
件

六
、
木
材
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

統
計統
制
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
検
事
局
受
理
及
起
訴

薦

E
J

ρ
hU

-

～

-
―
⊥

瓜
U

O

l
l
一
～

n
/
■

1

1

噌ー
⊥

リ
へ∪

2

～

り
乙

1

1
1
⊥

り
覧J

E
J

2

～

0
乙

r
O

ワ
げ

0
乙

～

n
乙

ワ
～

8

n/
騨
～

2

8

1

n∠

～

3

1

2

り
0
～

り
0

B

～
(
　
リ
ヘ
リ
)

B

33

～

鈎

鈎

～

37

人
員
月
別
調

(昭
和
十
八
年

一
月
末
現
在
)

㎜
～
蜘

同

法
令
違
反
事
件
人
員
調

(同
)

蜘
～
即

同

法
令
違

反
事
件
第

一
審
裁
判
所
受
理
並
処
理
人

員
月

別
調

(
同
)

47
～
50

同

法
令
違

反
事
件
第

一
審
裁
判
結

果
人
員
調

(同
)

50
～
56

統
制
経
済
関
係

日
表

昭
和
十

八
年

三
月
分

57
～
05

1

2

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十

八
年

三
月
分

餅
～
㎜

経
済

月
報
発
行

目
録

(昭
和
十

八
年

四
月
現
在
)

後
付
1
～
2

第

三
巻
第

五
号

一
九

四
三

(昭
和

一
八
)
年

五
月

調
査昭
和
十
八
年
度
八
大
国
家
計
画

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
告
示
の
基
本
た
る
命
令
の
条
名
改
正
と
当
該

告
示
の
効
力

(二
)
清
酒
及
合
成
酒
の
販
売
価
格
に
関
す
る
疑
義

の
件

1

～

1819

19

～

20

一即一



経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

重
要
事
業
場
労
務
管
理
令
違
反
事
件
参
考
判
決

(東

京
刑
事
地
方
裁
判
所
報
告
)

最
近
検
挙
の
特
異
犯
罪
に
関
す
る
件

(大
阪
地
方
裁

判
所
検
事
局
報
告
)

東
京
控
訴
院
検
事
局
管
内
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件

参
考
諸
統
計

(東
京
控
訴
院
検
事
局
報
告
)

、
経
済
犯
罪
受
理
人
員
表
/
二
、
経
済
犯
罪
累

犯
者
調
査
表
/
三
、
経
済
犯
罪
起
訴
者
犯
罪
原

因
調
査
表
/
四
、
労
務
統
制
令
違
反
起
訴
人
員

表
/
五
、
価
格
等
統
制
令
違
反
の
基
準
価
格
別

調
査
表

価
格
形
成
中
央
委
員
会
第
二
十
二
回
化
学
工
業
品
部

会
答
申

無
機
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

書

(石
綿
ス
レ
ー
ト
、
石
綿
煙
突
及
同
附
属
品
、

石
綿
高
圧
管
及
同
附
属
品
、
石
綿
製
品
類
)

無
機
化
学
品
価
格
形
成
協
議
会
報
告
書

(芒
硝
類
、

硫
化
ソ
ー
ダ
、
焼
石
膏
類
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

21

～

23

23

～

27

27

～

30

30

～

34

34

～

42

司
法
省
関
係

(
一
)
青
果
物
販
売
価
格
ノ
プ
ー
ル
計
算

ニ
関
ス

ル
件

(二
)
樺
太
向
セ
メ
ン
ト
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
経
済
統
制
法
年
報
ニ
関
ス
ル
件

商
工
省
関
係

(
一
)
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則

ニ
依
ル
禁

制
在
庫
品

(他
ノ
法
令

ニ
依
リ
製
造
ヲ
禁
止

セ
ラ
レ
タ
ル
物
品
)
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス
ル

件

(三
)
鋼
管
需
給
調
整
緊
急
措
置
ニ
関
ス
ル
件

(四
)
繊
維
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

(五
)
価
格
等
統
制
令
第
二
条
第

一
項
但
書
及
第

七
条
第

一
項
但
書
ノ
規
定

ニ
依
ル
許
可

ニ
関

ス
ル
件

(六
)
漆
器
、
特
殊
漆
器
及

一
閑
張
漆
器
ノ
公
定

価
格

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
規
格
絹
莫
大
小
生
地
並
同
製
品
及
人
絹
絹

莫
大
小
生
地
並
同
製
品
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ

3

～

4

4

沌4

4

～

5

4

445

46

～

48

8

～

9

凶
4

幽4

0
ヲ

ー
⊥

4

～

5

1

～

2

E
J

E
O

2

～

5

FD

E
σ

5

～

3

だ
0

ρ0

一48一
(
ユ
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関
ス
ル
件

(八
)
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第

一
条
及

第
二
条
ノ
規
定

ニ
依
ル
物
品
指
定

ニ
関
ス
ル

件

農
林
省
関
係

(
一
)
薪
炭
配
給
統
制
規
則
制
定
ノ
件

(二
)
鮮
魚
介
類
ノ
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
疑
義
ノ

件

大
蔵
省
関
係

(
一
)
酒
類
ノ
販
売
価
格
中
小
運
送
費
相
当
額
控

除
方
ノ
件

(二
)
同

(三
)
酒
類
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
六
四
〇
㏄
壜
使
用
方
承
認
申
請

(五
)
酒
類
容
器
タ
ル
赤
味
新
樽
ノ
加
算
額
ニ
関

ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
八
年
四
月
分

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
四
月
分

63

～

66

66

～

67

67

～

73

73

～

74

74

～

75

75

～

79

79

～

8080

81

～

82

83

～

珊

17

～

33

雑
報経
済
月
報
第

二
巻
自
第

一
号
至
第
十

二
号
総
目
録

燭
～
認

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年

五
月
現
在
)

後
付

1
～
2

第

三
巻
第

六
号

一
九

四
三

(昭
和

一
八
)
年
六
月

調
査昭
和
十
八
年
六
月
四
、
五
日
全
国
経
済
実
務
家
会
同

に
於
け
る
本
省
提
出
の
協
議
事
項
に
対
す
る
意
見

要
旨
及
各
庁
提
出
協
議
事
項
の
調
査

価
格
告
示
の
不
統

一
の
実
情
と
適
用
上
の
諸
問
題
(東

京
区
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
事
件
判
決
例

各
控
訴
院
上
告
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
昭
和
十
五
年
五
月
十
七
日
商
工
省
第
二
二
二

号

ニ
依
リ
価
格
指
定
ア
リ
タ
ル
特
免
綿
織
物
帆

布
ノ
販
売
価
格

ハ
貫
建
ヲ
採
リ

一
定
ノ
織
上
幅

ヲ
基
準
ト
シ
居
ル
ヲ
以
テ
右
価
格
違
反
ノ
判
示

ニ
ハ
販
売
反
数
ヲ
表
示
ス
ル
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ハ
足

ラ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス

1

～

43

43

～

61

63

～

64

一囎一



(二
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行
当
日
売

買
契
約

ニ
依
ル
引
渡
義
務
ノ
履
行
ト
シ
テ
運
送

委
託
中
ノ
指
定
繊
維
製
品
ガ
尚
運
送
店

ニ
存
在

シ
容
易
ニ
運
送
ヲ
中
止
シ
得
ル
ガ
如
キ
状
態

ニ

在
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
放
任
シ
買
主

ニ
之
ヲ

引
渡
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
規
則
第
九
条
違
反
罪
成

立
ス

(三
)
都
市
計
画
ニ
依
ル
土
地
区
劃
整
理
地
域
内
ノ

土
地
ト
臨
時
農
地
価
格
統
制
令
ノ
適
用

(四
)
国
家
総
動
員
法
第
四
十
八
条
ニ
所
謂
法
人
ノ

業
務
ノ
範
囲

(五
)
上
告
申
立
書
ニ
於
ケ
ル
宛
名
ノ
表
示
ハ
法
律

上
ノ
要
件
ナ
リ
ヤ

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
入
漁
料
と
価
格
等
統
制
令
に
所
謂
賃
貸
料

(二
)
製
造
煙
草
の
定
価
表
示
に
関
す
る
件
回
答

(三
)
研
磨
し
た
る
錆
釘
の
販
売
価
格

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

公
衆
の
耳
目
を
惹
く
可
き
経
済
違
反

(銅
、
鉛
、
亜

鉛
、
価
格
違
反
)
事
件
求
刑
並
判
決
結
果
報
告

(東

64

～

66

66

～

67

67

～

68

68

～

6971

71

～

7272

京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

上
告
事
件
受
理
件
数
人
員
並
裁
判
結
果
表

〈
普
通
事

件
経
済
事
件
比
較
〉
(大
阪
控
訴
院
検
事
局
報
告
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
第
四
十
三
回
金
属
品
部
会
答

申

(ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
価
格
改
訂
に
関
す
る
件
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
控
訴
院
管
内

ニ
於
ケ
ル
経
済
実
務
家
会
同

召
集

ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒

(二
)
食
糧
管
理
法
施
行
規
則
中
改
正

ニ
関
ス
ル

件

商
工
省
関
係

(
一
)
鋳
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス
ル

件

(二
)
同

(三
)
セ
メ
ン
ト
配
給
統
制
規
則

ニ
基
ク
商
工
大

臣
ノ
発
行
ス
ル
セ
メ
ン
ト
割
当
証
明
書

ニ
関

ス
ル
件

(四
)
自
動
車
修
理
用
部
分
品
ノ
配
給

ニ
関
ス
ル

件

73

～

8182

83

～

84

85

～

86

50

86

～

87

↓

87

～

9192

2

～

4

0
」

O
」

4

1

9

～

m



(五
)
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則

ニ
依
ル
規
格
検

査
不
合
格
品
タ
ル
絹
織
物

(指
定
生
産
絹
織

物
ヲ
含

ム
)
及
其
ノ
加
工
品
ノ
販
売
価
格
査

定

ニ
関
ス
ル
件

(六
)
額
縁
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
規
格
絹
織
物
ノ
表
装
地
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

(八
)
綿
織
物
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

(
一
)
薪
炭
配
給
統
制
規
則
制
定
ノ
件

(二
)
統
制
肥
料
ノ
道
府
県
内
均

一
価
格
指
定
ニ

関
ス
ル
件

(三
)
貨
車
標
記
荷
重
及
積
載
高
引
上

二
伴
フ
飼

料
輸
送
ニ
関
ス
ル
件

大
蔵
省
関
係

(
一
)
酒
類
容
器
ノ
価
格

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
酒
類
販
売
価
格
中
小
運
送
費
相
当
類
控
除

方
ノ
件

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
八
年
五
月
分

m

～
(
ユ
　
)

m

O6

～

07

1

1―
▲

ワ
f

O
O

n
)
～

0

1

1

Q
O

O

(
U
―
～

1

1

1

1

7

1

～

-―↓

1

1

ワ
～

0

1

～

0
/
U

-
―⊥

-

0

1

(り
乙

～

り
乙

1

1
―
▲

-
1
凸

n
∠

0
乙

～

2

1

―
⊥

-

―
⊥皿

鵬

～

鵬

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
五
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
六
月
現
在
)

第

三
巻
第

七
号

一
九
四
三

(昭
和

一
八
)
年
七
月

巧
(
　
)

～
(
り
む
)

η

玄
久
寸

-

～

2

そ

イ

調
査統
制
団
体
役
職
員
の
涜
職
事
犯
の
実
情

1
～
13

統
制
経
済
事
件
判
決
例

(
一
)
価
格
等
統
制
令
第
七
条
違
反
ト
連
続
犯

15

(二
)
破

毀
差
戻
-

告
示
適

用
ノ
不
備

15
～

16

(三
)
写
真
撮
影

ニ
関

ス
ル
契
約

ト
価
格

16
～

17

(四
)
価
格
等
統

制
令
第

七
条
違

反
ト
事
実

ノ
錯
誤

17
～
18

(
五
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則

二
於
ケ
ル
「
譲

受

」
ノ
意
義

18
～

19

(六
)
価
格
等
統
制
令
第
十

三
条

ニ
所
謂
営

利

ヲ
目

的
ト

ス
ル
契
約

19
～
20

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
間
接

肥
料

販
売
制
限
規
則

に
関
す

る
疑
義

の
件

21

(
二
)
漁
業

用
資
材
販
売
価
格

に
関
す

る
疑
義

21
～
28

一m一



(三
)
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
の
疑
義
に
関
す
る
件

(四
)
馬
の
預
託
料
金
に
関
す
る
疑
義

(五
)
苧
麻
、
大
麻
等
購
買
制
限
に
関
す
る
疑
義

(六
)
中
古
軌
条
の
価
格
に
関
す
る
疑
義

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

東
京
控
訴
院
検
事
局
管
内
上
告
事
件
受
理
、
経
済
上

告
事
件
処
理
結
果
、
同
破
毀
判
決
理
由
調

(東
京

控
訴
院
検
事
局
調
査
)

(
1
)

昭
和
十
八
年
自

一
月
至
六
月
上
告
事
件
受
理
人

員
調(
2
)

同

経
済
上
告
事
件
処
理
結
果
調

(
3
)

同

経
済
上
告
事
件
破
毀
判
決
理
由
調

戦
時
刑
事
特
別
法
ニ
依
ル
上
告
事
件
処
理
状
況
調
(大

阪
控
訴
院
検
事
局
調
査
)

埼
玉
県
木
材
株
式
会
社
関
係
経
済
事
犯
並
之
に
関
す

る
涜
職
被
疑
事
件
発
生
の
件

(浦
和
地
方
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

戦
力
増
強
に
対
す
る
経
済
事
犯
取
締
要
綱
に
関
す
る

件

(鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

28

～

2930

30

～

31

31

～

3233

34

～

3535

35

～

39

39

～

44

44

～

81

司
法
省
関
係

戦
力
増
強
企
業
整
備

ニ
関
ス
ル
件

商
工
省
関
係

(
一
)
カ
リ
塩
統
制
事
業
委
任
契
約
書
承
認
ニ
関

ス
ル
件

(二
)
厨
房
用
荒
物
ノ
販
売
価
格
指
定

ニ
関
ス
ル

件

(三
)
規
格
絹
織
物
ノ
染
加
工
地
及
其
ノ
他
加
工

地
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
建
具
及
表
具
類
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス

ル
件

(五
)
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則

ニ
依
ル
規
格
検

査
不
合
格
品
タ
ル
絹
織
物

(指
定
生
産
絹
織

物
ヲ
含
ム
)
及
其
ノ
加
工
品
ノ
販
売
価
格
査

定
ニ
関
ス
ル
件

農
林
省
関
係

(
一
)
淡
水
鮮
魚
介
類
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関

ス
ル
件

(二
)
同

(三
)
肥
料
配
給
割
当
数
量
ノ
件

83

～

別

別

～

86

86

～

87

87

～

88

88

～

89

89

～

90

0

1
⊥

9

～

9

1

～

つ
σ

0
ゾ

0
ゾ

3

～

08

0
σ

-

⊥
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(四
)
加
里
原
藻
集
荷
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル

件

(五
)
同

統
制
経
済
関
係
日
表

昭
和
十
八
年
六
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
七
月
現
在
)

第

三
巻
第

八
号

一
九

四
三

(
昭
和

一
八
)
年

八
月

0
0

Q
ゾ

0

～

0

11
↓

1

9

1
ー
●

0

～

1

1

1

り
0

9

1
ー
凸
～

リ
へ
∪

1

1

一麦

寸

-

～

2

4↑
イ

調
査統
制
諸
団
体
等
の
役
職
員
の
物
資
配
給
上
の
不
正
行

為
其
の
他
職
務
違
背
行
為
の
実
情
並
之
が
現
行
法

上
に
於
け
る
法
的
措
置
の
概
要
の
調
査

統
制
経
済
法
令
の
解
説

フ
エ
ロ
ア
ロ
イ
等
統
制
規
則
解
説

統
制
経
済
事
件
判
決
例

(
一
)
臨
時
措
置
法
第
七
条
ノ
法
意

(二
)
価
格
等
統
制
令
第
九
条
ノ
適
用
セ
ラ
ル
ヘ
キ

違
反
価
格

ハ
其
ノ
如
何
ナ
ル
名
義
タ
ル
ト
ヲ
問

ハ
サ
ル
モ
同
令
第
二
条
第
七
条
等
所
定
ノ
当
事

1

～

12

13

～

2931

者

間

ニ
於

ケ

ル
対
価
関
係

ニ
於

テ
授
受

セ
ラ
レ

タ
ル
モ
ノ
ナ

ル

コ
ト

ヲ
要

ス

(
三
)
法
令

ニ
則

リ
タ
ル
県
告
示

ハ
法
令
ト
同

一
ノ

効
力

ヲ
有

シ
之

ガ
違
反

ニ
付

テ

ハ
行
為
時
法

ヲ

適

用

ス
ベ
キ

モ
ノ
ト

ス

(四
)
国
家
総
動

員
法
第

四
十
八
条

ニ
依

ル
法
人
ノ

刑
事

責
任

ハ
法
人

ノ
業

務

ニ
関

シ
テ
違
反
行
為

ヲ
為

シ
タ
ル
行
為
者

ノ
死
亡

ニ
因
リ
影
響

ヲ
受

ク
ル

コ
ト

ナ
シ

(
五
)
金
地
金

ノ
買
受
人

カ
密
輸
出

ス
ル
ノ
情

ヲ
知

リ
乍

ラ
之

ニ
対

シ
金
地
金

ヲ
売
渡

シ
同
人

ヲ
シ

テ
密
輸
出

ス
ル

ニ
至

ラ
シ
メ
其

ノ
常
助

ヲ
為

シ

タ

ル
ト
キ

ハ
産
金
法
違

反
ノ
罪
ト
外
国
為

替
管

理
法
違

反
ノ
幣
助

ノ
罪
ト

ハ
想
像
的
競
合
犯

ヲ

構
成

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

(六
)
数
種

ニ
亙

ル
公
定

価
格
違

反
ノ
犯

罪
事
実

ヲ

判
示

ス
ル

ニ
当

リ
テ

ハ
該
品
種

ニ
付
之

力
公
定

価
格

ノ
幾
何
ナ

ル
ヤ

ヲ
窺

知

ス
ル

ニ
足

ル
限
度

ニ
列
記

シ
テ
表
示

ス
ル
ヲ
要

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

(七
)
酒

ノ
枡
売

ニ
当

リ
壕
詰
品

ヲ
壕
ト
共

ニ
売
却

31

～

33

33

～

34

34

～

35

35

～

36

36

～

38

一螂一



シ
即
座

ニ
該
壕

ノ
買
戻

ヲ
為

シ
以

テ
酒

ノ
壕
詰

品
代

ノ
価
格

ヨ
リ
壕
代

ヲ
控
除

シ
タ
ル
価
格

ヲ

受

領

ス
ル

ハ
超
過
販
売
価
格

ノ
脱
法
行
為
ト

ス

(八
)

(
一
)
無

許
可
金
地
金

ノ
譲
受
ト
産
金
法
第
十

一
条

/

(
二
)
小
量
入

ノ
認

可
価
格

ア
ル
モ
大

量

入

ノ
認
可
価
格

ナ
キ
医
薬
品

(大
量
入
)

ノ

販
売
規
準
価
格

(九
)
清
酒

ノ
小
売

及
飲
食

店

ノ
二
業
態

ヲ
兼
営

セ

ル
業
者
ト

昭
和
十

五
年

十
月

二
十

二
日
商

工
省

大
蔵
省
告
示
第
十
号

同
月
三
十

一
日
同
告
示
第

十

二
号

ニ
依

ル
清

酒
販
売

業
者

ノ
販
売
価
格

(
一
〇
)
糸
配
給
統
制
規

則
第

四
条

ニ
所
謂
前
条

ノ

糸

ノ
意
義

及
同
第
九
条
並

ニ
第

十
条

ニ
所
謂
糸

ヲ
販
売

ス
ル
者

ノ
意
義

(
一

一
)

昭
和
十

三
年
七
月
九

日
商

工
省
令
第

五
十

一
号
鉛
亜
鉛
錫
等

使
用
制

限
規
則
第
三
条
所
定

ノ
鉛
亜
鉛
等

又

ハ
之
等

ノ
金

属

ヲ
用

ヒ
タ

ル
合

金

ト

ハ
屑

又

ハ
故

ヲ
モ
含

ム
モ
ノ
ト

ス

(
一
二
)
(
一
)
鉄
鋼

需
給
統
制

規
則
別
表
乙
号
所
掲

ノ

薄
板

中

ニ
ハ
所
謂
未
焼
板

密
着

モ
ノ

ヲ
含

ム
モ

38

～

40

40

～

42

42

～

43

43

～

44

44

～

45

ノ
ト

ス
/

(
二
)
同
規
則
第

九
条

ハ
汎

ク

一
般

ニ
鉄
鋼

ヲ
売

渡

ス
場
合

ヲ
律

ス
ル

モ
ノ

ニ
シ

テ

其

ノ
売
渡

人

ノ
製
造
業

者

タ
ル
ト
販
売
業
者

タ

ル
ト

ヲ
問

ハ
サ

ル
趣
旨

ナ

リ

(
一
三
)
昭
和
十

五
年
十

一
月

二
十

七

日
商

工
省
告

示
第

七
百
六
十
号

ニ
所
謂

草
箒

ハ
「
特
産

姫
箒
」

ヲ
含

ム
モ
ノ
ト

ス

(
一
四
)
販
売
実

績
価
格

ナ
キ
場
合

ニ
於

テ
販
売

シ

タ
ル

ヘ
キ
額

ヲ
審

理
セ

ス
直

チ

ニ
市

場
価
格

ニ

依

ル

ハ
違
法

ニ
シ

テ
破
棄

ヲ
負

レ

ス

統
制
経
済
法
令

質
疑

回
答

(
一
)
県
木
材
株
式

会
社

の
役
職

員

の
収
賄

行
為

と

輸
出

入
品
等

に
関
す

る
臨
時

措
置

に
関
す

る
法

律
第
九
条

と

の
関
係

(
二
)
宅

地
建
物
等

価
格
統

制
令

に
関
す

る
疑
義

(
三
)
繊
維
製

品
配
給
統

制
規

則
第
九
条

所
定

の
指

定

団
体

及
之
を
組
織

す

る
販
売
業

者

の
ブ

ロ
ー

カ

ー
行
為

と
同
条

と

の
関
係

経
済
事
件

処
理

に
関
す

る
参

考
資

料

(
一
)
松
阪
検
事

総

長
訓
示

(昭
和

十

八
年

八
月
六

45

45

～

46464747

7

～

8

4

4

一一
(
ユ
)



日
経
済
検
察
事
務
打
合
会
席
上
に
於
け
る
)

(二
)
松
阪
検
事
総
長
指
示
要
旨

(昭
和
十
八
年
八

月
六
、
七
日
経
済
検
察
事
務
打
合
会
席
上
に
於

け
る
)

(三
)
企
業
整
備

ニ
伴
フ
供
出
物
資
ト
其
取
締
法
規

一
覧
表

(大
審
院
検
事
局
調
査
)

(四
)
基
準
価
格
を
異
に
す
る
隔
地
者
間
取
引
の
準

拠
法
に
関
す
る
大
審
院
判
決

(五
)
食
糧
増
産
阻
害
事
件

(臨
時
農
地
等
管
理
令

違
反
)
検
挙
に
関
す
る
件

(大
阪
控
訴
院
検
事

局
報
告
)

(六
)
公
衆
の
耳
目
を
惹
き
た
る
暴
利
行
為
等
取
締

規
則

(乗
船
切
符
の
闇
行
為
)
違
反
事
件
処
分

結
果
報
告

(那
覇
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
控
訴
院
管
内
経
済
検
察
会
同
開
催

ニ
関
ス

ル
件

(二
)
鉄
鋼
需
給
統
制
規
則
第
十
二
条

(現
鉄
鋼

統
制
規
則
第
十
四
条
)
ノ
解
釈
運
用
ニ
関
ス

49

～

53

53

～

59

59

～

63

63

～

73

74

～

77

77

～

8183

ル
件
依
命

通
牒

83
～
84

商

工
省
関
係

(
一
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

変
更

ニ
関

ス
ル
件

別
～
85

(
二
)
戦
時
衣
生
活
簡
素
化
実
施
要
綱

ニ
関

ス
ル
件

85

(
三
)
同

85
～
91

(四
)
繊
維

製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

91
～
92

(五
)
繊
維

製
品
製
造
制

限
規
則
中
改
正
等

ニ
関

ス
ル
件

92
～
97

(六
)
石
鹸

ノ
木
箱
無
価
格
設
定

ニ
関

ス
ル
件

97

(七
)
昭
和
十
八
年
商

工
省
、
農
林
省

、
厚
生
省

告
示
第

一
号
中
第
四
号

ノ
規
定

ニ
依

ル
指
示

ニ
関

ス
ル
件

97
～
㎜

農
林
省
関
係

(
一
)
氷

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

00
～
08

(
二
)
青
果
物
配
給
統
制
規
則
改
正

ノ
件

08
～
10

大
蔵
省
関
係

酒
類

ノ
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

0

1

統

制
経
済
法
令

官
報

索
引

一鵬一



昭
和
十
八
年
七
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
八
月
現
在
)

第

三
巻
第

九
号

一
九

四

二
(昭
和

一
八
)年

九
月

U

～
(
り
む
　
)

E

乳麦
寸

-

～

2

手

イ

調
査外

国
為
替
管

理
法

違
反
事

件
実
情
調

経
済
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
判
決

ノ
事
実
摘
示

ハ
必
ズ

シ
モ
逐

一
具
体
的

ナ

ル

コ
ト

ヲ
要

セ
ズ

(
二
)

一
、
家

屋

ノ
貸
主

ハ
其

ノ
承
諾

シ
タ

ル
転
貸

借

ノ
転
貸
料

ノ
額
如

何

ニ
拘

ラ
ズ
当
該
家

屋

ノ

賃
貸
料

ニ
付

テ

ハ
昭
和
十

三
年
八
月

四
日
ノ
額

ヲ
超

エ
テ
之
ガ
定

ヲ
為

ス

コ
ト

ヲ
得
ズ

/

二
、

家
屋

ノ
貸
借

ニ
付

所
定

ノ
額

ヲ
超

エ
テ
賃
料

ノ

定

ヲ
為

ス
罪
ト
新

タ

ニ
敷
金

ノ
定

ヲ
為

ス
罪
ト

ハ
二
個

ノ
犯
罪

ヲ
構
成

シ
単

一
罪

ヲ
構
成

ス
ル

モ
ノ

ニ
非
ズ

(三
)
鉄
鋼
割
当

証
明
書

ヲ
他

人

ニ
交
付

ス
ル

ニ
於

テ

ハ
之

ニ
依

リ

テ
鉄
鋼

ヲ
不
法

ニ
購
入

ス
ル

ニ

1

～

1011

11

～

14

至
ル
ベ
キ
コ
ト
ヲ
予
期
シ
乍
ラ
該
証
明
書
ヲ
敢

テ
他
人
ニ
譲
渡
ス
ル
ト
キ
ハ
鉄
鋼
需
給
統
制
規

則
第
九
条
違
反
ノ
従
犯
ト
シ
テ
ノ
責

ヲ
免
レ
ズ

(四
)
昭
和
十
五
年
十
月
二
十
三
日
商
工
省
大
蔵
省

告
示
第
十
号
ニ
所
謂
生
産
者
販
売
価
格
ヲ
適
用

ス
ベ
キ
場
合

(五
)
昭
和
十
五
年
商
工
省
農
林
省
告
示
第
十
三
号

ニ
所
謂
元
卸
売
業
者
販
売
価
格
ヲ
適
用
ス
ベ
キ

条
件

(六
)
昭
和
十
五
年
九
月
六
日
大
阪
府
告
示
第
千
三

百
七
十

一
号
ノ
所
定
価
格
ノ
適
用
範
囲

(七
)
昭
和
十
五
年
商
工
省
厚
生
省
告
示
第
二
号
所

定
ノ
局
方

「
フ
エ
ナ
セ
チ
ン
」
ノ
品
質
如
何
ト

其
ノ
協
定
価
格
ノ
適
用

(八
)
昭
和
十
四
年
商
工
省
告
示
第
三
百
七
十
八
号

所
定
販
売
価
格
ノ
規
準

(九
)
福
井
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号
中

「広
幅
交

織
絹
織
物
」
ノ
意
義

(
一
〇
)
鉄
屑
配
給
統
制
規
則
第

一
条

ニ
所
謂
鉄
屑

ノ
意
義

14

～

1515

5

～

6

1
⊥

-
⊥

16

～

17

7

～

8

1
⊥

-181919

一56一
(
ユ
)



統
制
経
済
法
令
の
解
説

金
属
類
回
収
令
及
同
施
行
規
則
の
立
案
趣
旨
説
明

藷
類
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

松
阪
検
事
総
長
訓
示

(昭
和
十
八
年
九
月
二
日
経
済

保
安
課
長
会
議
席
上
に
於
け
る
)

地
代
家
賃
並
宅
地
建
物
等
価
格
違
反
事
件

一
斉
取
締

に
関
す
る
件

(神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

沖
縄
黒
糖
価
格
違
反
事
件
概
要
に
関
す
る
件

(大
津

地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

輸
送
物
資
抜
取
事
犯

一
斉
検
挙
に
関
す
る
件

(山
形

地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
犯
罪
後
軍
人
軍
属
等
ト
ナ
リ
タ
ル
為
公
訴

ヲ
棄
却
セ
ラ
レ
タ
ル
事
件
ヲ
軍
法
会
議
ノ
検

察
官

ニ
移
送
ス
ル
ノ
件

(二
)
戦
時
債
券
ノ
不
当
買
漁

ニ
関
ス
ル
件
依
命

通
牒

(三
)
米
穀
供
出
方
法
改
訂
要
綱
送
付
ノ
件

21

～

36

37

～

46

47

～

55

56

～

57

57

～

62

62

～

69

71

～

73

0δ

ρ
0

7

～

7

6

～

9

7
-

7
ー

商

工
省

関
係

(
一
)
鉄
製
品
製
造
制
限
規
則

ノ
運

用
方
針

ニ
関

ス
ル
件

79
～
80

(
二
)
普

通
本

縫
ミ
シ

ン
製
造

用
資
材
割
当

(見

込
)
証
明
書
発
行

ニ
関

ス
ル
件

80
～
88

(
三
)
鉄
製
品
製
造
制
限
規
則

ノ
運
用
方
針

ニ
関

ス
ル
件

88
～
89

(
四
)
鋳
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

変
更

ニ
関

ス
ル
件

89

(五
)
紙
糸

及
紙
織
物

ノ
規
格

ニ
関
ス
ル
件

90
～
93

(六
)
糸
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

93
～

95

(七
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

95

(
八
)
規
格
絹
織
物

ノ
染
加

工
地
及
其

ノ
他
加

工

地

ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

96
～
鵬

(九

)
絹
硫
毛
織
物

ノ
販
売

価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

鵬

(
一
〇
)
鞄

類

ノ
販
売
価
格

二
関

ス
ル
件

鵬
～
卿

(
一
一
)
帽

子
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

卿
～
鵬

(
一
二
)
和
雑
貨

ノ
価
格
査
定
基
準

ニ
関

ス
ル
件

鵬
～
㎜

(
一
三
)
縫
付
布
靴
規
格
仕
様
書

ニ
対

シ

一
部
改

一僻一



正

ノ
件

(
一
四
)
暴
利
行

為
等

取
締
規
則
改

正

ノ
件
取
扱

方

ニ
関

ス
ル
件

(
一
五
)
修
繕
料

ノ
適
正
化

ニ
関

ス
ル
件

(
一
六
)
手

持

日
用
品

ノ
活
用

ニ
関

ス
ル
件

農
林

省
関
係

(
一
)
木
炭

ノ
最
高
販
売
価
格
改

正

ニ
関

ス
ル
件

(
二
)
小
麦
粉

ノ
最
高

販
売
価

格
指
定

ニ
関

ス
ル

件

(三
)
価
格
等
統

制
令

施
行
規
則
第

二
条
第

一
項

ノ
規
定

ニ
依

ル
例
外
許

可
委
任

ノ
件

(
四
)

同

(
五
)
佃
煮

ノ
最
高
販
売
価
格
改

正

ニ
伴

フ
検
査

強
化

ニ
関

ス
ル
件

(六
)
藷
類

ノ
最
高
販
売
価
格
指

定

ニ
関

ス
ル
件

(七
)
食

用
漬

物
及
乾
物

ノ
最
高
販
売
価
格

中
改

正

ニ
関

ス
ル
件

(
八
)
味
噌
及
味
噌
加

工
品

ノ
最
高

販
売
価
格
指

定

ニ
関

ス
ル
件

大
蔵
省

関
係

9

0

0

～

-
⊥

-

1

0

つ
0

1
ー
⊥
～

1

1
ー
ム

ー

り
0

4

1

～

1

1

1

4

4
U

ll
↓
～

1

1

1

ρ
hU

ワ
～

-

～

1

1

1
―
ム

ワ
」

8

1

～

1

1

1

8

0
」

1
―
ム
～

-
ー
▲

1

1

0

1

り
乙

～

0
乙

-
1
⊥

-

ー
⊥

1

0
∠
】

り
乙

～

り
乙

-
i
↓

-

22

～

塞

-
―
↓

-

―
ム

4

民
」

り
4

～

り
乙

1

1

瓜
U

9

2

～

2

1

1ー
ム

雑
酒
、
果
実
酒
、
白
酒
及
濁
酒
ノ
販
売
価
格
告
示

改
訂

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
八
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
九
月
現
在
)

第

三
巻
第

一
〇
号

一
九
四
三

(昭

一
八
)
年

一
〇
月

0

4

つ
」

～

3

1

1
ー
ム

E
J

O
O

り
0
～

4

1

1

麦

4
M
-

～

9
白

系

f

調
査全
国
経
済
犯
罪
情
況

(昭
和
十
八
年

一
月
乃
至
三
月
)

経
済
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
昭
和
十
五
年
二
月
二
十
七
日
奈
良
県
告
示
第

百
九
号
ト
精
製
棉
実
油

(大
阪
控
訴
院
)

(二
)
昭
和
十
四
年
十

一
月
十
七
日
商
工
省
告
示
第

三
百
二
十
五
号

ニ
所
謂
反
古
ト
古
雑
誌
ヨ
リ
表

紙
、
色
紙
、
グ
ラ
ビ
ヤ
等
ヲ
除
去
シ
タ
ル
ニ
止

マ
リ
未
ダ
綴
リ
金
ヲ
解
カ
ザ
ル
モ
ノ

(東
京
控

訴
院
)

(三
)
青
果
物
配
給
統
制
規
則
第
六
条

ニ
所
謂
青
果

物
ト
パ
セ
リ
ー

(東
京
控
訴
院
)

1

～

267272

7

～

只
)

9
白

9
白

851



(四
)
昭
和
十
五
年
九
月
二
十
四
日
農
林
省
商
工
省

告
示
第
四
十
号
指
定
ノ
昆
布
ノ
卸
売
価
格
ト
運

賃
ノ
加
算

(東
京
控
訴
院
)

(五
)
ア
ル
コ
ー
ル
非
指
定
売
捌
人
ト
其
ノ
基
準
価

格

(大
阪
控
訴
院
)

(六
)
旅
館
兼
飲
食
店
業
者
ノ
こ
ほ
り
ど
う
ふ
買
入

行
為
ト
其
ノ
基
準
価
格

(大
阪
控
訴
院
)

(七
)
昭
和
十
六
年
三
月
三
日
商
工
省
告
示
第
百
六

十
八
号
所
定
ノ
実
用
草
履
ノ
販
売
基
準
価
格
ト

売
買
当
事
者
ノ
地
位
、
業
態
、
取
引
ノ
数
量
、

態
様
其
ノ
他
ノ
事
情

(大
阪
控
訴
院
)

(八
)
昭
和
十
六
年
九
月
五
日
農
林
省
告
示
第
六
百

四
十
号
所
定
ノ
指
定
消
費
地
卸
売
業
者
最
高
販

売
価
格
ト
其
ノ
違
反
行
為
ノ
判
示
方

(東
京
控

訴
院
)

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

臨
時
農
地
価
格
統
制
令
に
所
謂
農
地

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

物
資
配
給
に
絡
む
刑
法
犯
の
概
要
に
関
す
る
件

(京

都
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

2828

28

～

29

29

～

30

30

～

3233

35

～

37

市
役
所
吏
員
の
物
資
購
入
券
濫
発
不
正
配
給
事
件
概

要
に
関
す
る
件

(高
知
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

台
湾
に
於
け
る
昭
和
十
八
年
上
半
期
の
経
済
事
犯
概

要

(台
湾
総
督
府
法
務
部
調
査
)

価
格
形
成
中
央
委
員
会
報
告
書

(
一
)
合
成
化
学
品
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員

長
報
告
書

(染
料
)

(二
)
雑
貨
専
門
委
員
会
幹
事
報
告

(雑
木
下
駄
、

歯
磨
)

(三
)
紙
類
価
格
形
成
専
門
委
員
会
委
員
長
報
告

(印
刷
、
筆
記
、
図
書
各
用
紙
、
包
装
紙
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
司
法
記
念
日
ニ
於
ケ
ル
統
制
経
済
遵
法
運

動
ニ
関
ス
ル
件

(二
)
工
作
機
械
ノ

一
斉
取
締
実
施

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
工
作
機
械
ノ
停
止
価
格
違
反
事
件
検
挙
処

理
ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒

商
工
省
関
係

(
一
)
鋼
管
引
抜
業
並
ニ
帯
鋼
熔
接
管
及
電
線
管

37

～

45

45

～

48

48

～

52

52

～

55

55

～

56

7
8

8

5

～

5

8

～

3

民
」

だ0

63

～

69

一靭一



製
造
業

ノ
統
制

ニ
関

ス
ル
件

(
二
)

ソ
リ

ツ
ド

タ
イ
ヤ

(
リ
ム

ニ
嵌
合

ス
ル
モ

ノ
)
配
給
数

量
決
定

ニ
関

ス
ル
件

(
三
)
徴
用

工
員

及

一
般
労

務
者

ニ
対

ス
ル
寝

具

類

ノ
配
給

ニ
関

ス
ル
件

(四
)
建

具

ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

(
五
)

昭
和

十
五
年

七
月
商

工
省
告
示
第

三
百

四

十
号
並

ニ
昭
和
十

五
年

十

一
月
商

工
省
告
示

第

七
百

二
十
九
号

中
改

正

ニ
関

ス
ル
件

(
六
)
商

工
省

指
定
洋
傘
第

二
回
配
給

ニ
関

ス
ル

件

(七
)
鞄
類

ノ
販
売
価

格

ニ
関

ス
ル
件

(
八
)
競
技
用
玩
具

ノ
査
定
実
施

ニ
関

ス
ル
件

(九
)

軍
部

納
入
家
具

ノ
価
格
査

定

ニ
関

ス
ル
件

(
一
〇
)
酒
樽

及
醤
油
樽

ノ
最
高

販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
件

(
一
一
)
価
格
等
統
制
令

ノ
適

用

ニ
関

ス
ル
件

(
一
二
)
石
鹸
等

ノ
最
高
販
売
価
格

改
正

ニ
関

ス

ル
件

(
一
三
)
工
作
機
械

器
具
価
格

ニ
関

ス
ル
件

70

～

72

72

～

7373

73

～

7474

4

～

6

7
6

7
σ

農
)

7
ε

7

～

7

7
-

-
⊥

7

～

8

1
↓

0
乙

8

～

8

2

～

3

0
◎

0
0

3

～

7

Ω
U

O
O

O
O

O
σ

8

～

8

0
σ

0

8

～

9

(
一
四
)
繊
維

製
品

ノ
交
換
会

開
催

ニ
関

ス

ル
件

(
一
五
)
価
格

改
訂

ノ
場
合

ニ
於

ケ

ル
既
契
約

未

引
渡
分
取
扱

ニ
関

ス
ル
件

(
一
六
)

昭
和

十

八
年
商

工
省
農
林
省

厚
生
省

告

示
第

一
号

中
第

四
号

ノ
規
定

ニ
依

ル
指
定

ニ

関

ス
ル
件

(
一
七
)
挽
籐

、
籐
芯

及
籐

製
品

ノ
販
売

価
格

ニ

関

ス
ル
件

農
林
省
関
係

(
一
）

(二
)
価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
二
条
第

一
項

ノ
規
定
ニ
依
ル
例
外
許
可
委
任

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
食
糧
管
理
法
施
行
令
及
施
行
規
則
改
正

ニ

関
ス
ル
件

統
制
経
済
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
九
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
八
年
十
月
現
在
)

0

～

2

0
」

O
J

2

～

nj

O
J

O
ゾ

つ
」
～

4

0
」

0
σ

4

～

5

0
σ

0
σ

肉
類
ノ
最
高
販
売
価
格
中
改
正

ニ
関
ス
ル
件
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～

9
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～
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第

三
巻

第

一
―
号

一
九

四

二
(昭
和

一
八
)
年

一

月

統
制
経
済
法
令
の
解
説

タ
ー
ル
製
品
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
並
控
訴
院
判
決
例

(
一
)
所
管
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
ズ
シ
テ
所
定
制
限

金
額
ヲ
超
エ
ル
信
用
状
ヲ
取
得
ス
ベ
ク
他
人
名

義

ヲ
借
リ
該
金
額
以
下
ノ
信
用
状
多
数
ノ
発
行

ヲ
受
ケ
ル
行
為
ト
外
国
為
替
管
理
法
第

一
条

ニ

所
謂
信
用
状
ノ
限
度
ヲ
超

エ
タ
ル
取
得

(二
)
昭
和
十
六
年
農
林
省
告
示
第
三
百
五
十
二
号

ニ
所
謂
妊
娠
七
ヶ
月
以
上
ノ
牝
牛
ノ
意
義

(三
)
昭
和
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
号
青
果
物
配

給
統
制
規
則
第
十
条
第

一
号
ノ
除
外
事
由
ト
所

謂
振
売
人

(四
)
臨
時
農
地
価
格
統
制
令
第
三
条
第

一
項
ニ
所

謂
農
地
価
格
ノ
意
義

(五
)
昭
和
十
三
年
商
工
省
令
第
九
十
七
号
鉄
屑
配

-
⊥
～

4

EO

～

瓜
U66

だ
0

～

8

給
統
制

規
則
第

二
条
本
文

ニ
所
謂
受

入

ノ
意
義

(六
)
昭
和

十
三
年
商

工
省
令
第

六
十

二
号
同
第
七

十
号
各

別
表

所
掲

ノ
細
布

ハ
所
謂
端

切
タ
ル
短

礪

モ
ノ
ヲ
包
含

ス

(七
)

一
、
価
格
等
統

制
令
第

六
条

ニ
所
謂
他

ノ
法

令

ト
昭
和

八
年

鉄
道
省
令
第
十
号
自
動
車
運
輸

事
業
以
外

ノ
自
動
車

ニ
依

ル
運
送
事
業
規
則
/

二
、
昭
和
十

二
年
警
視

総
監
指
令
第
七
六
三
九

号

ニ
所
謂
走
行
時

間
ノ

「
ハ
イ

ヤ
ー
」

ノ
場
合

ニ
於

ケ
ル
意
義

(
八
)
連
続
犯

タ
ル
価
格
超
過
販
売
違
反
事
実

ノ
判

示
方

(九
)
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
施
行
規
則
第

三
条

ノ
法
意

(
一
〇
)
輸

出
入
品
等

ニ
関

ス
ル
臨
時
措

置

ニ
関
ス

ル
法
律
第
九
条
第

一
項
前

段

ノ
罪
ノ
成
立
要
件

(
一
一
)
繊
維
製

品
配
給
消
費
統

制
規
則
第
九
条
違

反
罪
ト

同
規
則
第
十

一
条
違

反
罪
ト

ハ
其

ノ
基

本

タ
ル
事
実
関
係

ノ
同

一
性

ヲ
害

セ
ズ

統
制
経
済
法
令

質
疑
回
答

8

0
0

～

0
》

9

～

13

一樹

13

～

14

14

～

1515

15

～

18



(
一
)
経
済
事
犯
に
於
け
る
告
示
解
釈

(二
)
昭
和
十
八
年
農
林
省
告
示
第
四
百
四
十
三
号

中

「営
業
所
の
最
寄
駅

(最
寄
港
)
倉
庫
渡
」
の

解
釈

(三
)
旋
盤
の
公
定
価
格
に
関
す
る
疑
義
の
件

(四
)
昭
和
十
八
年
農
林
省
告
示
第
百
十
二
号

(藺

製
品
の
最
高
販
売
価
格
指
定
の
件
)
中
未
検
査

品
の
販
売
価
格

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
衣
料
切
符
偽
造
事
件
処
理
に
関
す
る
件

(大

阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

(二
)
臨
時
資
金
調
整
法
商
業
組
合
法
違
反
被
疑
事

件
捜
査
着
手
の
件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局

報
告
)

(三
)
食
糧
管
理
法
違
反
並
酒
税
法
違
反
被
疑
事
件

検
挙
の
件

(熊
本
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

(四
)
経
済
事
犯
の

一
斉
計
画
検
挙
取
締
実
施
に
関

す
る
件

(神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

商
工
省
関
係

19

～

21

21

～

22

22

～

23

23

～

24

25

～

27

27

～

29

29

～

33

33

～

41

(
一
)
軽
金
属
使
用
販
売
制
限
規
則
施
行

ニ
関
ス

ル
件

(二
)
特
殊
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス

ル
件

(三
)
製
線
鋲
螺
配
給
統
制
要
綱

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
繊
維
製
品
製
造
制
限
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル

件

(五
)
昭
和
十
七
年
八
月
商
工
省
告
示
第
九
百
十

八
号
及
同
第
九
百
十
九
号
ノ
廃
止
ニ
関
ス
ル

件

(六
)
規
格
絹
織
物
ノ
染
加
工
地
及
其
ノ
他
加
工

地
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
古
書
籍
ノ
査
定
実
施

ニ
関
ス
ル
件

(八
)
雑
木
下
駄
ノ
査
定
実
施

ニ
関
ス
ル
件

(九
)
輸
出
滞
貨
綿
洋
傘
ノ
配
給

ニ
関
ス
ル
件

(
一
〇
)
歯
磨
ノ
最
高
販
売
価
格
改
正

ニ
関
ス
ル

件

(
一
一
)
陶
磁
器
製
電
気
用
品
ノ
公
定
価
格
実
施

ニ
関
ス
ル
件

(
一
二
)
廃
油
取
締
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

43

～

6161

61

～

65

65

～

6868
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～
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瓜
U

O
》

0
乙
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～

7
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白

0
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～

8

1

～

2

0
◎

0
◎

2

～

Q
σ

0
◎

Ω
O
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～

ハ
0

0
0

0
σ
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～

只
)

0
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0
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農
林
省
関
係

(
一
)
藷
類
配
給
統
制
規
則
改
正

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
清
涼
飲
料
ノ
最
高
販
売
価
格
改
正

ニ
関
ス

ル
件

(三
)
嗜
好
飲
料
及
滋
養
飲
料
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
告
示
中
改
正
ノ
件

(四
)
食
用
鮮
魚
介
類
ノ
販
売
価
格

一
部
改
正

ニ

関
ス
ル
件

(五
)
中
央
卸
売
市
場
等
卸
売
人
等
ノ
手
数
料

ニ

関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
十
月
分

雑
報

98

～

m

01

～

03

鵬

～

姻

鵬

～

鵬鵬

07

～

30

各
控
訴
院
管
内
経
済
実
務
家
会
同
諮
問
事
項
並
協
議
事
項
集

東
京
大
阪
名
古
屋

広
島
長
崎
宮
城

B

～
(
ユ
　
)

B

B

～

1
(
　
　
)

4

14

～
(
り
ゐ
　
)

M

14

～

1
(
　
　
)

5

m

～

嗣

掴

～

鵬

札
幌

経
済
月
報
発
行
目
録
(昭
和
十
八
年
十

一
月
現
在
)

⑯

～

路
(
　
　
)

盛麦
寸

-

～

2

4↑
イ

第

三
巻
第

一
二
号

一
九

四
三

(
昭
和

一
八
)
年

一
二
月

統
制
経
済
法
令
の
解
説

廃
油
取
締
規
則
立
案
趣
旨
説
明

鉱
石
配
給
統
制
規
則
立
案
趣
旨
説
明

経
済
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
連
続
犯
ト
証
拠
ノ
挙
示

(大
阪
控
訴
院
)

(二
)
製
造
、
卸
小
売
兼
業
者
ト
昭
和
十
六
年
五
月

十
四
日
商
工
省
告
示
第
四
百
二
十
九
号
所
定
ノ

適
用
価
格

(名
古
屋
控
訴
院
)

(三
)
硬
造
甘
酒
ノ
製
造
販
売
業
者
ノ
販
売
行
為
ニ

付
昭
和
十
六
年
七
月
十
日
岡
山
県
告
示
第
七
百

七
十
二
号

ニ
所
謂
卸
売
価
格
ヲ
適
用
ス
ル
場
合

(広
島
控
訴
院
)

(四
)
銅
鉛
錫
等
配
給
統
制
規
則
第
四
条
本
文
所
定

ノ
受
入
行
為
ト
同
条
但
書
ヲ
適
用
ス
ル
場
合
(広

島
控
訴
院
)

-
⊥
～

ご
0

5

～

1113

螂

13

13

～

1414



(五
)
機
械

附
着

ノ
汚
物

類
払

拭
用
濫

褸

ノ
販
売
行

為

ト
機
械

工
具
類
販
売
業

者
タ

ル
法

人

ノ
業

務

ノ
範
囲

(広
島
控
訴
院

)

(六

)
所
定
価
格

ヲ
超

ヘ
テ
為

シ
タ

ル
売

買
契
約

ニ

ヨ
リ
成
立

シ
タ

ル
価
格
等
統
制
令
第

七
条
違

反

罪
ト
其

ノ
後

ニ
於
ケ

ル
該
売
買
契
約

ノ
解
除

(札

幌
控

訴
院
)

(七

)
食
糧
管

理
法

第
十

一
条

ノ
移

入
ノ
意
義

(札

幌
控
訴
院

)

(
八
)
綿
製
品

タ

ル
消
防
用
刺
子
ト
昭
和
十

七
年

一

月

二
十

日
商

工
省
告

示
第

四
十
九
号

ニ
所
謂
布

吊

製
品

(名
古

屋
控
訴
院

)

(九
)
(
一
)
昭
和
十
七
年

三
月
三

日
商

工
省
告
示
第

二
百

二
十

一
号
ト
再
生

タ
イ
ヤ
/

(
二
)
取
引

額

ノ
僅
少
部
分

ニ
関

ス
ル
蝦
疵
ト
破

毀
理
由

(宮

城
控

訴
院
)

(
一
〇
)
(
一
)
所
謂
米
菓

子
ト
昭
和

十
六
年

九
月

二

十

二
日
商

工
省
告

示
第
八
百

四
十
八
号
鉄
製
品

製
造

制
限
規
則

所
定

ノ
菓
子
/

(
二
)
菓
子
製

造
機
械
ガ
他

ニ
モ
用
途

ア
リ
ト

ス
ル
モ
本
来

ノ

14

～

15

15

～

1616

16

～

17

17

～

18

用
途
ガ
菓
子
製
造

ニ
ア
リ
而
モ
斯
ル
目
的
ヲ
以

テ
製
作
サ
レ
タ
ル
以
上
前
掲
告
示
所
定
ノ
菓
子

製
造
専
用
機
ト
解
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス

(大
阪
控

訴
院
)

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
旋
盤
ノ
公
定
価
格

ニ
関
ス
ル
疑
義
ノ
件

(二
)
改
正
金
属
回
収
令
ノ
疑
義

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
ノ
疑
義

ニ
関

ス
ル
件

(四
)
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
ア
ル
マ
イ
ト
製
器
物
価
格

告
示
ノ
疑
義

(五
)
没
収
シ
タ
ル
米
穀
処
分
方

ニ
関
ス
ル
件

(六
)
鉄
鋼
統
制
規
則
ノ
疑
義

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
食
糧
管
理
法
施
行
規
則
第
四
条

ニ
関
ス
ル
疑

義
ノ
件

(八
)
機
帆
船
運
航
統
制
会
社
職
員
ノ
涜
職
行
為
処

罰

ニ
関
ス
ル
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
松
阪
検
事
総
長
指
示
要
旨

(昭
和
十
八
年
十

二
月
十
四
日
経
済
検
察
事
務
打
合
会
席
上
に
於
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～

20

20

～

21
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～
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9
ρ

9
θ

22
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～

つ
σ

9
自

9
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3

～

7

9
白

0
乙

7

～

8
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9
ρ

8

～

9
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9
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け
る
)

(二
)
糸
、
織
物
類
に
関
す
る
経
済
違
反

一
斉
検
挙

の
参
考
資
料
送
付
の
件

(大
審
院
次
長
検
事
送

付
)

(三
)
統
制
団
体
役
職
員
の
涜
職
事
犯
事
例

（
１
）

織
物
検
査
に
絡
む

涜
職
事
件
検
挙
報
告

(福

井
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

（
２
）

元
産
業
機
械
統
制
会
書
記
等
の
国
家
総
動
員

法
違
反

(収
賄
等
)
事
件
予
審
終
結
決
定

(岡

山
地
方
裁
判
所
報
告
)

(四
)
埼
玉
、
栃
木
、
山
梨
県
下
に
於
け
る
所
謂
買

出
部
隊
取
締
状
況

（
１
）

埼
玉
県
下
に
於
け
る
最
近
の
所
謂
買
出
部
隊

に
対
す
る
取
締
状
況
及
藷
類
の
供
出
状
況
報

告

(浦
和
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

（
２
）

栃
木
県
下
に
於
け
る
米
穀
買
出
部
隊

一
斉
取

締
執
行
に
関
す
る
件

(宇
都
宮
地
方
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

（
３
）

山
梨
県
下
に
於
け
る
所
謂
買
出
部
隊
の

一
斉

取
締
に
関
す
る
件
報
告

(甲
府
地
方
裁
判
所

31

～

36

37

～

41

41

～

46

46

～

55

56

～

60

60

～

67

検
事
局
報
告
)

(五
)
半
島
人
ブ
ロ
ー
カ
ー
等
介
在
の
繊
維
製
品
関

係
価
格
違
反
事
件
検
挙
事
例

（
１
）

半
島
人
を
中
心
と
せ
る
綿
製
品
の
価
格
並
に

統
制
違
反
等
被
疑
事
件
検
挙
に
関
す
る
件
(岐

阜
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

（
２
）

故
繊
維
を
繞
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
介
在
の
悪
質
経

済
違
反
検
挙
報
告

(宮
崎
地
方
裁
判
所
検
事

局
報
告
)（

３
）

時
局
産
業
工
場
を
対
象
と
す
る
ブ
ロ
ー
カ
ー

の
洗
剤
、
繊
維
製
品
の
配
給
並
価
格
違
反
事

件
検
挙
に
関
す
る
件

(神
戸
地
方
裁
判
所
検

事
局
報
告
)

(六
)
官
名
詐
称

(陸
軍
軍
属
又
は
軍
曹
)
公
文
書

偽
造
に
よ
る
米
穀
等
詐
欺
並
に
価
格
違
反
被
疑

事
件
検
挙
に
関
す
る
件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検

事
局
報
告
)

(七
)
鳥
取
市
の
震
災
を
続
る
国
家
総
動
員
法
違
反

(賃
金
統
制
令
)
事
件
判
決
報
告

(鳥
取
地
方

裁
判
所
報
告
)

67

～
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80

～

85

85

～

89

89

～

94

95

～

98

98

～
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統

制
経
済
法
令

に
関
す

る
各
省
通
牒

司
法

省
関
係

(
一
)
糸
、
織
物
類

ニ
関

ス
ル
経
済
違
反

一
斉
検

挙

ニ
関

ス
ル
件

(二
)
鮮
魚
介

及
塩
干
魚
介
類

ノ
配
給
並

ニ
価
格

違

反

ノ
検
挙

取
締

ニ
関

ス
ル
件

軍
需
省

関
係

(
一
)

日
本
伸
鉄

工
業
組
合

製
造

ニ
係

ル
鉄
鋼
第

二
次
製
品

ノ
取
得

ニ
関

ス
ル
件

(
二
)
同

(
三
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書

発
行

担
任
宿
変
更

ニ
関

ス
ル
件

(
四
)

同

(
五
)

同

農
商

省
関
係

(
一
)

日
本
蚕
糸

統
制
株
式
会
社

ガ
買
入

又

ハ
売

渡

ヲ
為

ス
生
糸

ノ
買

入
価
格
及
売
渡
価
格

中

改
正

ノ
件

(
二
)
寝

具
類
生
産
配
給
機

構
整
備

ニ
関

ス
ル
件

(
三
)
塩
鮭
鱒
莚
包

価
格

ニ
関

ス
ル
件

血

～

姻

脳

～

鵬燭

鵬
～

卿

ワ
ー
・

(
》

0

～

(
U
―

9

0

0

～

1

0

1

1

～

-

-

n/
]

皿

～

薦聞

(四
)
価
格
等
統
制
令
第
七
条
第

一
項
但
書
ノ
規

定

ニ
依
ル
塩
乾
魚
介
類
ノ
販
売
価
格
許
可
委

任

ニ
関
ス
ル
件

(五
)
挽
割
玉
蜀
黍
及
玉
蜀
黍
粉
ノ
最
高
販
売
価

格
改
訂
ニ
関
ス
ル
件

(六
)
砂
糖
最
高
販
売
価
格
改
訂

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
醤
油
、
醤
油
加
工
品
及
醤
油
代
用
調
味
料

ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ニ
関
ス
ル
件

(八
)
肥
料
配
給
割
当
数
量

ニ
関
ス
ル
件

(九
)
新
規
格
絹
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定

二
関
ス

ル
件

(
一
〇
)
布
吊
製
品
ノ
最
高
販
売
価
格
査
定

ニ
関

ス
ル
件

(
一
一
)
半
成

コ
ー
ク
ス
等
ノ
最
高
販
売
価
格

ニ

関
ス
ル
件

(
一
二
)
木
製
玩
具
等
ノ
査
定
実
施

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
十

一
月
分

雑
報

E
J

O
O

8

9

(
》

1

1

～

n1θ

-

(
U
》

n乙

～

3

0

0

3

～

民
」

-
―
⊥

-
―
▲

O

F
O

E
σ

～

F
O

1

1
鵬

F
り

厚
♂

E
J

～

瓜
U

1

1
―
1

厚
イ

ー

盈
U

～

月
-

り
0

ワ
げ

ワ
」

～

0
0

1

1

各
控
訴
院
管
内
経
済
検
察
会
同
諮
問
事
項
及
協
議
事
項
集

一66一
(
ユ
)



東
京
大
阪
名
古
屋

広
島
長
崎
宮
城
札
幌

経
済
月
報
発
行
目
録
(昭
和
十
八
年
十
二
月
現
在
)

第

四
巻
第

一
号

一
九

四
四

(昭
和

一
九

)
年

一
月

鵬

～

㎜

㎜

～

㎜㎜

㎜

～

鋤

鋤

～

㎜

㎜

～

脳

脳

～

獅

虚交
寸

-

～

2

4↑
イ

調
査
(
一
)
経
済
犯
罪
に
就
て

(二
)
統
制
経
済
法
令
違
反
事
件
に
し
て
重
刑
を
科

し
た
る
事
例
調
査

(三
)
経
済
事
件
累
犯
者
調
査

(四
)
経
済
違
反
事
件
犯
罪
原
因
調
査

統
制
経
済
法
令
の
解
説

軍
需
会
社
法
施
行
令
及
同
施
行
規
則
立
案
趣
旨
説
明

経
済
事
件
参
考
判
決
例

1

～

20

0

～

9

0
乙

9
θ

0
σ

1

2

～

3

1

～

3

り
0

3

35

～

45

(
一
)
(
一
)
国
家
総
動
員
法
第
四
十
八
条
ノ
法
意
/

(二
)
控
訴
院
ノ
上
告
判
決

二
於
ケ
ル
大
審
院

判
例
ノ
採
用

(二
)
行
為
ガ
新
旧
法
規
ニ
触
レ
行
為
時
法
ニ
依
ル

ベ
キ
ト
キ
該
各
法
規
ノ
基
本
法
ヲ
異
ニ
シ
軽
重

ア
ル
場
合
ト
刑
法
第
六
条
ノ
適
用

(三
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
条
並

ニ

第
九
条
ノ
各
違
反
ト
連
続
犯
ノ
不
成
立

(四
)
鉄
鋼
統
制
規
則
第
九
条
違
反
罪
ト
法
令
ノ
適

用

(五
)
昭
和
十
五
年
新
潟
県
告
示
第
千
五
百
五
十
七

号

ニ
所
謂
大
口
最
終
販
売
価
格
、
小
口
最
終
販

売
価
格
ノ
意
義

(六
)
輸
出
綿
製
品
配
給
統
制
規
則
別
表
乙
号
ニ
掲

グ
ル
者
ト
糸
配
給
統
制
規
則
第
三
条

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

価
格
等
統
制
令
ノ
適
用
ニ
関
ス
ル
疑
義
ノ
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
村
長
の
米
穀
購
入
券
及
衣
料
切
符
を
交
付
せ

ざ
る
所
為
と
公
務
員
職
権
濫
用
罪
の
成
立
に
関

47

47

～

4848

48

～

4949

49

～

5051

一聯一



す
る
大
審
院
判
決

(二
)
集
団
朝
鮮
人
の
配
給
米
詐
欺
事
件
検
挙
の
件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

(三
)
公
文
書
偽
造
行
使
並
輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル

臨
時
措
置
に
関
ス
ル
法
律

(砂
糖
及
木
炭
配
給

統
制
規
則
)
違
反
事
件
求
予
審
報
告

(千
葉
地

方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

(四
)
糸
、
織
物
類
に
関
す
る
経
済
違
反
及

一
斉
検

挙
に
関
す
る
件

(神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
報

告
)

(五
)
戦
時
刑
事
特
別
法
に
依
る
上
告
事
件
処
理
状

況
調

(大
阪
控
訴
院
検
事
局
調
査
)

(六
)
求
刑
基
準
に
基
き
公
判
請
求
を
為
し
た
る
経

済
違
反
事
件
求
刑
並
判
決
結
果
報
告

(京
都
地

方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

応
徴
士
禁
銅
以
上
ノ
刑

ニ
処
セ
ラ
レ
タ
ル
場
合
ノ

連
絡

ニ
関
ス
ル
件

農
商
省
関
係

53

～

60

60

～

69

O
J

だ
0

6

～

7

瓜
U

だ
0

7

～

9

7

～

04

0
4

1

幽

～

m

A
コ

n
U

-

～

2

¶―
▲

-

(
一
)
綿
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定
ニ
関
ス
ル
件

(二
)
綿
紡
式
及
絹
紡
式
更
生
糸
織
物
ノ
検
査
不

合
格
品
及
不
合
格
品
ノ
加
工
品
ノ
販
売
価
格

査
定

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ア
イ
バ
ー
ノ
製
品
ノ
検
査

不
合
格
品
及
不
合
格
品
ノ
加
工
品
ノ
販
売
価

格
査
定
ニ
関
ス
ル
件

(四
)
食
用
冷
凍
魚
介
類
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ

関
ス
ル
件

軍
需
省
関
係

(
一
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書
発
行
担
任
官

ニ
関
ス
ル

件

(二
)
同

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
八
年
十
二
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年

一
月
現
在
)

第

四
巻
第

二
号

一
九

四

四

(昭
和

一
九

)
年

二
月

調
査

0

0
乙

2

～

2

1

1

0
乙

り
0

2

～

0
∠
層

1

1

り
0

4

2

～

2

1

1

4

盈
U

り
乙

～

n
ノθ

1

1

《
∪

ワ
f

O
乙

～

n6

1

1
―ム

伽

9

1

り
乙
～

4

1

1

皿麦

寸

-

～

2

4
卿
翫
イ

一68一
(
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在
庫
申
告
の
不
正
に
対
す
る
検
察
方
針
の
回
顧

経
済
事
件
参
考
判
決
例

(
一
)
屑
紙
配
給
統
制
規
則
所
定
ノ
所
謂
屑
紙
ト
込

雑
誌

(二
)
昭
和
十
五
年
商
工
省
告
示
第
四
百
四
十
八
号

「
一
九
」
ニ
所
謂
其
ノ
他
ノ
菓
子
ト
あ
や
め
団
子

(三
)
昭
和
十
六
年
農
林
省
令
第
六
十
号
青
果
物
配

給
統
制
規
則
第
十
条

ニ
所
謂
青
果
物
ノ
意
義

(四
)
繊
維
製
品
配
給
統
制
規
則
第

一
条
違
反
ノ
教

唆
犯
成
立
ノ
事
例

(五
)
地
代
家
賃
統
制
令
第
三
条
第

一
項
違
反
事
実

ト
同
条
第
二
項
違
反
事
実
ト

ハ
公
訴
ノ
同

一
性

ヲ
有
セ
ズ

(六
)
(
一
)
皮
革
使
用
制
限
規
則
第
二
条
ノ
革
ト
床

草
/

(二
)
皮
革
使
用
制
限
規
則
第
二
条
違
反

罪
ト
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
第
二
条
違

反
罪
ト

ハ
併
合
罪
ナ
リ
ト
ス

(七
)
公
定
価
格
違
反
行
為
ノ
成
否

ハ
行
為
地
法

ニ

準
拠
シ
テ
決
セ
ラ
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
当
該
取
引
ノ

具
体
的
事
実
関
係

ニ
付
何
等
究
明
ス
ル
ト
コ
ロ

1

～

26272727

28

～

29

29

～

30

30

～

31

ナ
キ

ハ
審

理
不
尽
ナ
リ
ト

ス

(八
)
指

定
繊
維

製
品

ノ
発
送
行
為

ト
繊
維
製
品
配

給
消
費
統
制
規
則
第

二
条
違
反

ノ
行
為

地

(九
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則

ニ
所
謂
指
定

繊
維
製
品
販
売
業
者

ノ
意
義

(
一
〇
)
昭
和
十
六
年
九
月
九

日
福
島
県
告
示
第
九

百

五
号

ノ
適
用

ヲ
受

ク
ベ
キ

「
こ

い
」

ノ
範
囲

(
一
一
)
昭
和
十

四
年

五
月

二
十
六
日
東
京
府
告
示

第

四
百
九
十

三
号
註

五
ノ
規
定

ノ
趣
旨
ト
釘
ノ

製
造
業
者

ノ
小

口
需
要
者

ニ
対

ス
ル
販
売
価
格

(
一
二
)
昭
和
十
六
年
十
月
六
日
農
林
省
告
示
第

七

百
五
十

二
号
ト
真
綿
加

工
業
者

ニ
対

ス
ル
真
綿

販
売

ノ
規
準
価
格

(
一
三
)
(
一
)
発

死
獣

ノ
皮
革

ト
皮
革
配
給
統
制
規

則

ノ
適

用
/

(
二
)
東
京
都
内

ニ
於
ケ

ル
獣
皮

ノ
小
売
基
準
価
格

(
一
四
)
非
指
定
売
捌

人
ト
専
売

ア
ル

コ
ー
ル
ノ
販

売
規
準
価
格

経
済
事
件
処

理
に
関

す
る
参
考
資
料

(
一
)

工
作
機
械
価
格
違
反
事
件
求
刑

の
具
体
的
事

31

～

3232

32

～

3333

33

～

35

691

35

～

3737

37

～

38



例

(大
審
院
検
事
局
)

(二
)
地
代
家
賃
統
制
令
第
三
条
第

一
項
違
反
の
罪

を
継
続
犯
と
断
じ
た
る
上
告
判
決

(東
京
控
訴

院
)

(三
)
他
人
名
義
の
衣
料
切
符
譲
渡
事
件
処
理
概
況

報
告

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(四
)
半
島
人
に
関
す
る
経
済
事
犯
等
事
例

（
１
）

半
島
人
の
経
済
違
反
状
況
に
関
す
る
件

(札

幌
控
訴
院
検
事
局
)

（
２
）

半
島
人
を
主
犯
と
す
る
玉
蜀
黍
の
価
格
違
反

並
に
之
を
繞
る
贈
賄
、
横
領
、
詐
欺
事
件
検

挙
に
関
す
る
件

(青
森
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

（
３
）

米
穀
等
窃
盗
並
価
格
違
反
被
疑
事
件
検
挙
の

件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

（
４
）

半
島
人
が
幽
霊
人
口
に
依
る
不
正
受
配
の
飯

米
に
て
酒
類
を
密
造
販
売
せ
る
酒
税
法
及
価

格
違
反
事
件
検
挙
に
関
す
る
件

(長
崎
地
方

裁
判
所
検
事
局
)

(五
)
市
役
所
吏
員
の
物
資
購
入
券
濫
発
不
正
配
給

事
件
に
関
す
る
件

(松
江
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

39

～

47

47

～

52

52

～

騒

55

～

61

61

～

72

72

～

77

77

～

80

80

～

83

(六
)

軍

の
証

明
書
を

利
用
せ

る
ゲ

ー
ト

ル
の
価
格

違
反
事
件
検
挙
報

告

(長
崎

地
方
裁

判
所
検
事

局
)

(七
)
戦
時
特

例

に
基
く
略
式

請
求

(国
民
徴

用
令

違
反
)
事
件
表

(横
浜
地

方
裁
判

所
検
事

局
)

(
八
)
各
種
闇
価

格
調
査

に
関
す

る
件

(名
古

屋
地

方
裁
判
所
検
事

局
)

統

制
経
済
法
令

に
関
す

る
各
省

通
牒

司
法
省

関
係

(
一
)
第

三
種
需

用
電
力
等

ノ
制
限
強

化
方

針
要

綱

ニ
関

ス
ル
件

依
命

通
牒

(二
)

一
斉
取
締

ニ
依

リ
所
在

ヲ
確

認

セ

ル
糸

、

織
物
、
布
吊

製
品
等

ノ
措

置

ニ
関

ス
ル
件

(三
)
織
物
等

ノ

一
斉

取
締

ニ
関

ス

ル
件

(四
)

一
斉

取
締

ニ
ヨ
リ
所
在

ヲ
確

認

セ

ル
糸

、

織
物

、
布
吊

製

品
等

ノ
販
売
価

格

ニ
関

ス
ル

件

(
五
)
重

要
金
属
資

材

ノ

一
斉
取

締

ニ
関

ス
ル
件

農
商

省
関
係

(
一
)
木
炭

及
薪

(瓦
斯

用
薪

ヲ
除

ク
)

ノ
最
高

別

～

85

85

～

88

9

～

05

8

1

ワ
～

8

0

～

0

1

1

8

4
U

O

～

1

1

1

瓜
U

O
O

-

～

-

Ω
り

1

1
―
の
～

n
乙

1

1
―
▲

・ー
⊥

厚
～

り
乙

～

n
ノ
臼

¶
1
⊥

-
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(
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販
売
価
格
改
正

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
同

(三
)
繊
維
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
企
業
整
備

二
伴
フ
転
廃
業
工
場
ノ
手
持
糸

及
製
品
処
理

ニ
関
ス
ル
件

(五
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行
ニ
関

ス
ル
件

(六
)
冬
期
青
果
物
補
充
対
策
ト
シ
テ
ノ
農
産
加

工
食
品
特
別
配
給

ニ
関
ス
ル
件

(七
)
同

(八
)
枇
、
屑
麦
等
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
件

ニ
関
ス
ル
件

(九
)
製
茶
最
高
販
売
価
格
改
訂
ニ
関
ス
ル
件

軍
需
省
関
係

(
一
)
自
転
車
タ
イ
ヤ
、
チ
ユ
ー
ブ
配
給
機
構
整

備

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
原
油
取
締
規
則
制
定

ニ
関
ス
ル
件

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
二
月
現
在
)
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乙
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E
J

～
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1

1

53

～

56

1

1

瓜
U

ワ
」

民
」
～

E
J

1

1

後

付

1

～

2

第

四
巻
第

三
号

一
九

四
四

(昭
和

一
九
)
年

三
月

調
査全
国
検
事
局
統
制
経
済
懇
談
会
開
催
状
況

昭
和
十
八
年

に
於
け
る
経
済
事
件
の
統
計
的
調
査

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決

(
一
)
旅
館
営
業
者
ト
其
ノ
旅
客
ニ
提
供
ス
ル
菓
子

ノ
買
受
規
準
価
格

(二
)
（
１
）
昭
和
十
三
年
六
月
二
十
九
日
商
工
省
令
第

三
十
七
号
違
反
罪
ト
同
年
七
月
二
十
九
日
同
省

令
第
七
十
号
違
反
罪
ト
ハ
併
合
罪
ノ
関
係
ニ
在

ル
モ
ノ
ト
ス
/
（
２
）
従
犯
ノ
罪
数
ハ
其
ノ
討
助
行

為
自
体
ヲ
基
準
ト
シ
テ
之
ヲ
定
ム
ヘ
ク
正
犯
ノ

数
乃
至

ハ
其
ノ
罪
数

ニ
依
リ
テ
定
ム
ヘ
キ
モ
ノ

ニ
非
ス

(三
)
豆
腐
粕
ノ
販
売
ヲ
為
ス
ニ
当
リ
其
ノ
指
定
価

格
超
過
金
額
ヲ
寄
附
金
名
下
ニ
受
領
ス
ル
行
為

ト
価
格
等
統
制
令
第
九
条

-

～

34

3

～

8

4

ρ069

69

～

71

71

～

72

171



(四
)
昭
和
十
三
年
商
工
省
告
示
第
二
百
八
号

ニ
所

謂
皮
革
製
品
ノ
意
義

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

国
家
総
動
員
法
第
四
条
の
総
動
員
業
務
の
解
釈
に
関

す
る
疑
義

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
松
阪
検
事
総
長
指
示
要
旨
(昭
和

一
九

・
二

・

二
五
経
済
検
察
事
務
打
合
会
席
上
に
於
け
る
)

(二
)
工
作
機
械

一
斉
取
締
実
施
結
果
概
況
送
付
の

件

(三
)
工
作
機
械
価
格
違
反
事
件
処
分
結
果
報
告
(宇

都
宮
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(四
)
工
作
機
械

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

(福
井
地

方
裁
判
所
検
事
局
)

(五
)
東
京
都
に
於
け
る
買
出
部
隊

一
斉
取
締
実
施

状
況
に
関
す
る
件
報
告

(東
京
刑
事
地
方
裁
判

所
検
事
局
)

(六
)
半
島
人
に
依
る
集
団
的
繊
維
製
品
戦
時
窃
盗

及
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
違
反
事
件
検

挙
の
件

(京
都
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

72

～

7375

77

～

81

82

～

獅

07

～

12

2

EU

15

～

22

23

～

31

(七
)
鮮
魚
介
価
格
違
反
事
件
処
理
に
関
す
る
件
(長

崎
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(八
)
百
貨
店
従
業
員
の
衣
料
品
無
切
符
販
売
及
商

品
等
窃
盗
横
領
事
件
検
挙
処
理
報
告

(福
岡
地

方
裁
判
所
検
事
局
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

農
商
省
関
係

(
一
)
鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則
ノ
運
用

ニ
関
ス
ル

件

(二
)
鶏
卵
ノ
最
高
販
売
価
格
改
正

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
昭
和
十
八
年
度
第
二
回
絹
糸
割
当

ニ
伴
フ

撚
糸
業
者
ノ
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
新
規
格
絹
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定
ニ
関
ス

ル
件

軍
需
省
関
係

(
一
)
軽
金
属
使
用
販
売
制
限
規
則
改
正
ニ
関
ス

ル
件

(二
)
盟
外
銑
需
給
調
整

ニ
関
ス
ル
件

(三
)
石
油
配
給
機
構
整
備

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引
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昭
和

十
九

年

一
月
分

18
～

19

経

済

月
報
発

行

目
録

(
昭
和

十
九
年

三
月
現
在

)

後
付

1
～
2

第

四
巻
第

四
号

一
九

四
四

(昭
和

一
九
)
年

四
月

調
査外
国
為
替
管
理
法
違
反
に
対
す
る
注
目
す
べ
き
判
決

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
参
考
判
決
例

(
一
)
株
式
会
社
ノ
監
査
役
ト
国
家
総
動
員
法
第
四

十
八
条
ノ
従
業
者

(二
)
昭
和
十
四
年
商
工
省
告
示
第
百

一
号
ニ
所
謂

製
造
業
者
又

ハ
其
ノ
代
理
店
ノ
販
売
価
格
ノ
意

義

(三
)
購
買
組
合
ト
価
格
等
統
制
令
第
十
三
条
但
書

(四
)
販
売
価
格
指
定
ノ
告
示
所
定
ノ
引
渡
場
所
以

外
ノ
引
渡
ト
運
賃
加
算
ノ
要
否

(五
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
十

一
条
第

一
項
ノ
意
義

(六
)
輸
出
入
品
等

ニ
関
ス
ル
臨
時
措
置
ニ
関
ス
ル

1

～

25272727

27

～

2828

法
律
第
七
条
ニ
依
リ
数
人
ノ
従
業
者
ノ
行
為
ニ

付
責
ニ
任
ス
ル
者
ノ
罪
数

(七
)
商
法
第
二
百
六
十
五
条
民
法
第
百
八
条
違
反

ノ
公
定
価
格
超
過
販
売
行
為
ト
価
格
等
統
制
令

統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

(
一
)
雑
酒

(
ヨ
ク
サ
ン
ウ
イ
ス
キ
ー
)
の
価
格
に

関
す
る
疑
義
の
件

(二
)
他
県
に
移
植
育
成
し
た
る
木
曾
サ
ハ
ラ
材
に

て
製
造
し
た
る
雑
木
下
駄
の
販
売
価
格

(三
)
衣
料
小
切
符
の
窃
取
、
譲
渡
等
に
関
す
る
疑

義

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

池
田
刑
事
局
長
指
示

(昭
和

一
九

・
四

・
二

一
内
務

省
輸
送
主
務
課
長
事
務
打
合
会
席
上
に
於
け
る
)

東
京
近
県
よ
り
東
京

へ
の
青
果
物
及
魚
介
類
出
荷
状

況
並
之
を
繞
る
経
済
事
犯
概
況

(東
京
区
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

青
果
物
買
出
部
隊
等

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

(神
戸

地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

鉄
鋼
割
当
証
明
書
偽
造
並
之
に
伴
ふ
軍
需
会
社
法
指

2828

29

～

30

30

～

31

31

～

32

33

～

39

39

～

68

68

～

75

一瑠一



定
会
社
の
資
材
購
入
に
関
す
る
国
家
総
動
員
法
違

反
事
件
概
要
に
関
す
る
件

(東
京
刑
事
地
方
裁
判

所
検
事
局
報
告
)

陸
海
軍
管
理
工
場
工
員
の
工
場
資
材
窃
取
並
に
之
を

繞
る
経
済
事
犯
検
挙
の
件

(名
古
屋
地
方
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

半
島
人
の
爆
弾
あ
ら
れ
の
材
料
た
る
玉
蜀
黍
の
価
格

違
反
事
件
検
挙
の
件

(水
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局

報
告
)

価
格
査
定
委
員
等
の
大
島
紬
価
格
違
反
事
件
検
挙
の

件

(鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

沿
岸
地
に
於
け
る
村
助
役
並
県
水
産
製
品
検
査
員
等

の
関
与
せ
る
生
産
者
の
わ
か
め
価
格
違
反
事
件
(松

江
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

(
一
)
経
済
関
係
罰
則
ノ
整
備

ニ
関
ス
ル
法
律
ノ

運
用

ニ
関
ス
ル
件
依
命
通
牒

(二
)
経
済
統
制
ノ
事
務

ニ
従
事
ス
ル
公
務
員
並

ニ
経
済
団
体
役
職
員
ノ
犯
罪
事
件
報
告
方
ノ

75

～

79

79

～

90

90

～

93

93

～

96

96

～

98

99

～

血

件
依
命

通
牒

(
三
)
同

農
商
省
関
係

(
一
)
炭

団
ノ
最
高
販
売
価

格
指
定

ニ
関

ス
ル
件

(
二
)
繊
維
製

品
配
給
消
費

統
制
規

則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

(三
)

一
斉
取
締

ニ
依

リ
所
在

ヲ
確

認

セ

ル
繊
維

製
品

ノ
配
分

ニ
関

ス
ル
件

(
四
)
繊
維
製

品
配
給
消

費
統
制

規
則
施

行

ニ
関

ス
ル
件

(
五
)
同

(六
)

い
わ
し
製
品
等

ノ
販
売

価
格
改

正

ニ
関

ス

ル
件

(七
)
炭

団
最
高
販
売
価
格
指
定

ニ
関

ス
ル
件

(
八
)
疏
菜

及
果
実

類
最
高

販
売
価

格

中
改
正

ニ

関

ス
ル
件

(九
)
砂
糖

最
高
販
売
価
格
改

訂

ニ
関

ス
ル
件

(
一
〇
)
更
生
糸

織
物

ノ
販
売
価

格
査

定

ニ
関

ス

ル
件

(
一

一
)

ス
テ
ー
プ

ル

フ
ア
イ

バ
ー
織
物

ノ
販
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売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

(
一
二
)
食
用
に
し
ん
製
品
最
高
販
売
価
格
指
定

二
関
ス
ル
件

軍
需
省
関
係

(
一
)
「鉄
鋼
製
品
需
給
ノ
計
画
化

ニ
関
ス
ル
件
」

廃
止
ノ
件
通
牒

(二
)
鉄
鋼
需
給
調
整
実
施

ニ
伴
フ
経
過
措
置
ニ

関
ス
ル
件

(三
)
石
油
配
給
所
ノ
暫
定
的
取
扱

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
石
炭
品
位
取
締
規
則
ノ
施
行

ニ
関
ス
ル
件

(五
)
石
炭
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

大
蔵
省
関
係

容
器
詰
酒
類
ノ
表
示
様
式
等

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
九
年
二
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
四
月
現
在
)

第

四
巻

第

五
号

一
九

四
四

(
昭
和

一
九
)
年

五
月

調
査

(
U

l

F
O

～

5151

51

～

騒

1

1

騒

～

57

1

1

ワ
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Ω
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E
O

～

■k
》

1

1

0
0

1

E
J

～

農
U

1

1
1
⊥

1

0
ゾ

《
U

～

4
U

-
―
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(
U

つ
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ワ
～

～

ワ
4

1

1

E
J

(
》

ワ
ゴ

～

9

1

1
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―
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後

付

1

～

2

昭
和
十
九
年
度
経
済
実
務
家
会
同
議
事
要
録

統
制
経
済
法
令
の
解
説

農
業
生
産
統
制
令
同
施
行
規
則
並
臨
時
農
地
管
理
令

同
施
行
規
則
の
各
改
正
に
就
て

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
三
条
第

一
項
第
三
号

ニ
所
謂
市
場
価
格
ニ

「準
ス
ル
モ
ノ
」
ノ
解
釈

酒
類
ノ
卸
売
業
者
ニ
シ
テ
小
売
業
者
ヲ
兼
営
ス
ル

者
ニ
対
ス
ル
清
酒
生
産
者
ノ
販
売
価
格

売
主
ノ
使
用
人
ニ
対
ス
ル
心
付
ト
価
格
等
統
制
令

割
当
剰
余
糸
ヲ
以
テ
製
造
セ
ル
所
謂
棚
上
品
ト
綿

製
品
ノ
販
売
制
限

ニ
関
ス
ル
件
等

屑
糸
ヲ
以
テ
ス
ル
製
造
ト
昭
和
十
三
年
商
工
省
令

第
三
十
七
号
綿
製
品
ノ
製
造
制
限
ニ
関
ス
ル
件

（
１
）

未
タ
機
具
ト
シ
テ
使
用
ニ
堪

ユ
ル
古
物
タ
ル
鋼

鉄
製
又
ハ
銑
鉄
製
機
具
ト

「鋼
又
ハ
銑
ノ
故
」

即
チ

「鉄
屑
」
/
（
２
）
所
轄
警
察
署
経
済
係
ノ
説

明
ニ
依
リ
違
法
ナ
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
確
信
シ
居
リ

タ
ル
場
合

ニ
於
ケ
ル
犯
意
ノ
成
立

1

～

27

27

～

353535
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35

～

373737

37

～

38



統
制
経
済
法
令
質
疑
回
答

鉱
業
警
察
規
則
違
反
行
為

ニ
対
ス
ル
罰
則
適
用
ノ
疑

義
ノ
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

工
作
機
械

一
斉
検
挙
に
関
す
る
事
件
処
理
状
況
報
告

(東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

工
作
機
械
価
格
違
反
事
件
処
理
状
況
報
告

(神
戸
地

方
裁
判
所
検
事
局
)

軍
需
品
受
註
会
社

(所
謂
イ
ン
チ
キ
会
社
)
を
利
用

し
た
る
軍
用
資
材
等
横
流
し
事
件
検
挙
処
理
報
告

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

元
県
属
等
の
衣
料
切
符
用
紙
等
窃
盗
及
私
文
書
偽
造

行
使
事
件
処
理
報
告

(甲
府
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

元
雑
貨
商
等
の
使
用
済
衣
料
小
切
符
譲
渡
事
件
処
理

報
告

(京
都
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

殺
人
洋
酒
事
件
判
決
結
果
等
報
告

(東
京
刑
事
地
方

裁
判
所
検
事
局
)

米
穀
等
生
活
必
需
物
資
に
関
す
る
不
正
事
犯
検
挙
並

処
理
結
果
報
告

(京
都
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

食
糧
営
団
書
記
の
業
務
横
領
事
件
裁
判
報
告

(熊
本

38

39

～

49

49

～

54

55

～

56

56

～

59

59

～

61

61

～

66

67

～

79

地
方
裁
判
所
検
事
局
)

千
葉
県
八
街
町
に
於
け
る
買
出
部
隊
取
締
状
況
と
農

業
事
情

(千
葉
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

福
岡
県
、
佐
賀
県
隣
接
地
経
済
犯
罪
防
止
対
策
協
議

会
開
催
報
告

(福
岡
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

経
済
関
係
事
項

ニ
付
地
方
行
政
協
議
会
長
ト
ノ
連

絡
ニ
関
ス
ル
件

地
方
庁
ニ
於
ケ
ル
輸
送
警
察
ノ
運
営
方
針

ニ
関
ス

ル
件

自
動
車
修
理
用
部
分
品

一
斉
取
締
ニ
関
ス
ル
件

同
農
商
省
関
係

一
斉
取
締
ニ
依
リ
所
在
ヲ
確
認
セ
ル
繊
維
製
品
ノ

配
分

ニ
関
ス
ル
件

寝
具
類
ノ
修
復
加
工
ニ
関
ス
ル
件

漆
器
、
特
殊
漆
器
及

一
閑
張
漆
器
ノ
公
定
価
格

ニ

関
ス
ル
件

新
規
格
人
絹
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

79

～

81

82

～

86

86

～
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綿
織
物
、
ス

・
フ
織
物
及
更
生
糸
織
物
ノ
生
産
者

最
高
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

軍
需
省
関
係

陶
磁
器
公
定
価
格
品
ノ
共
同
販
売
ニ
関
ス
ル
件

自
動
車
等
ノ
タ
イ
ヤ
、
チ
ユ
ー
ブ
再
製
及
修
理
ノ

統
制

ニ
関
ス
ル
件

人
造
石
油
製
造
事
業
法
第
二
条
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ

ル
製
造
業
者
ニ
依
リ
製
造
セ
ラ
ル
ル
半
成
コ
ー

ク
ス
ノ
最
高
販
売
価
格
ニ
関
ス
ル
件
通
牒

厚
生
省
関
係

軍
需
会
社
徴
用
規
則
第
四
条
第
十
四
号
指
定

ニ
関

ス
ル
件

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
五
月
現
在
)

第

四
巻
第

六

号

一
九

四
四

(昭
和

一
九

)
年

六
月

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決

犯
意
ノ
成
立
ト
違
法
ノ
認
識
―

価
格
等
統
制
令

違
反

ハ
自
然
犯
ナ
リ

田肪

15

～

20

20

～

21

E

～
(
　
な
り
)

E

麦

寸

-

そ

イ

1

鉄
線
丸
釘
等
ノ
製
造
業
者
ガ
小
口
需
用
者
向

ニ
小

額
取
引
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合

ニ
於
ケ
ル
製
造
業
者

最
高
販
売
価
格
タ
ル
大
口
需
用
者
向
価
格
ノ
適

用
-

昭
和
十
四
年
大
阪
府
告
示
第
六
百
九
十

四
号
ノ
解
釈

浴
場
向
建
物
ト
地
代
家
賃
統
制
令
第
二
条

ニ
所
謂

借
家

四
都
市

ニ
於
ケ
ル
売
主
店
先
渡
価
格
ト
シ
テ
価
格

指
定
ア
ル
場
合
ト
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ
於
ケ
ル
販

売
価
格
―

昭
和
十
五
年
商
工
省
告
示
第
二
百

四
十
七
号

ノ
解
釈

所
謂
両
罰
規
定

ノ
法
意

(
一
)
事
業
廃
止
後

ニ
於

ケ

ル
事
業
主

ノ
責
任
/

(
二
)
事
業
主

ノ
故
意

過
失

ノ
有
無
ト
刑
責

法
人
格
ヲ
有
セ
ザ
ル
組
合
ト
所
謂
両
罰
規
定
-

組
合

ノ
使
用
人

ノ
違

反
行
為
ト
組
合
員

ノ
責
任

統
制
経
済
法

令
質
疑
回
答

(
一
)
価
格
等
統

制
令
第

四
条

ノ
二
等

ニ
関

ス
ル
疑

義

(
二
)
酒
類
販
売
価
格

ニ
関

ス
ル
疑
義

11

9
ρ
～

0
0

り
0

～

だ
0

だ
0

～

8

8

～

10

10

～

11
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経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

悪
質
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
対
す
る
原
判
決
の
寛
刑
を
不
当

な
り
と
し
て
為
し
た
る
検
事
上
告
に
対
す
る
破
毀

判
決

自
動
車
修
理
用
部
分
品
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
メ
ー
カ

ー
に
付
自
動
車
修
理
用
部
分
品
統
制
規
則
の
適
用

あ
る
旨
の
判
決

公
務
員
及
経
済
団
体
役
職
員
の
不
正
配
給
等
事
犯
事
例

（
１
）

県
主
事
補
等
の
衣
料
切
符
窃
盗
、
賊
物
故
買
等

事
件
裁
判
事
例

(長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局
報

告
)

(2)
小
倉
市
役
所
経
済
課
職
員
の
生
活
必
需
物
資
特

別
購
入
票
横
領
等
事
件
検
挙
概
況

(福
岡
地
方

裁
判
所
検
事
局
報
告
)

(3)
村
役
場
書
記
の
配
給
米
横
領
等
事
件
裁
判
報
告

(長
崎
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(4)
栃
木
県
食
糧
営
団
直
営
配
給
所
及
精
米
所
関
係

者
の
集
団
的
不
正
事
件
検
挙
報
告

(宇
都
宮
地

方
裁
判
所
検
事
局
)

軍
需
工
場
専
門
窃
盗
団
等
事
件
の
捜
査
並
判
決
報
告

レ

-

～

0

1
⊥

0
乙

0

～

1

0
乙

6
乙

-

～

2

∩
乙

9
θ

2

～

9

0
乙

0
乙

O
」

∩
)

2

～

3

∩
V

O
σ

り
0

つ
」

(東
京
刑
事
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

運
輸
会
社
所
属
自
動
車
運
転
者
等
の
重
要
物
資
窃
盗

贓
物
故
買
事
件
処
理
報
告

(東
京
区
裁
判
所
検
事

局
)

工
場
事
業
場
等
に
於
け
る
給
食
並
特
配
物
資
に
関
す

る
不
正
事
犯
事
例

ω
工
場
給
食
を
繞
る
不
正
事
犯

一
斉
取
締
状
況
(名

古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

②
軍
需
工
場
に
於
け
る
工
員
用
諸
物
資
の
不
正
受

配
横
流
し
等
不
正
行
為
検
挙
状
況

(神
戸
地
方

裁
判
所
検
事
局
報
告
)

畜
乳
牛
の
密
殺
事
犯
検
挙
状
況

(神
戸
地
方
裁
判
所

検
事
局
報
告
)

半
島
人
飯
場
頭
を
繞
る
配
給
米
不
法
超
過
売
買
事
件

(松
山
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

経
済
事
件

の
現
況

(東
京
区
裁
判
所
検
事
局
)

徳
島
県
下
に
於
け
る
最
近
の
経
済
犯
罪
の
動
向

(徳

島
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

闇
取
引
に
関
す
る
調
査

(中
央
物
価
統
制
協
力
会
議

調
査
部
)

40

～

53

53

～

57

58

～

78

78

～

82

82

～

88
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～
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ゾ
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～
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0
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だ
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経
済
犯
罪
防
遏
の
対
策
に
関
す
る
訓
令
、
通
牒

経
済
事
務
室
規
程

経
済
犯
罪
対
策
協
議
会
規
程

経
済
遵
法
懇
談
会
規
程

経
済
犯
罪
防
遇
ノ
対
策

ニ
関
ス
ル
件

統
制
経
済
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

農
商
省
関
係

(
一
)
古
蚊
帳
回
収

ニ
関
ス
ル
件

(二
)
古
蚊
帳
回
収
価
格
ニ
関
ス
ル
件

(三
)
繊
維
製
品
末
端
配
給
機
構
ノ
整
備
刷
新

ニ

関
ス
ル
件

(四
)
同

(五
)
同

(六
)
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
施
行

ニ
関

ス
ル
件

(七
)
繊
維
製
品
末
端
配
給
機
構
ノ
整
備
刷
新

ニ

関
ス
ル
件

(八
)
新
規
格
紙
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス

ル
件

軍
需
省
関
係

8

9

m

～

㎜㎜

皿

～

偽

鵬
～

堺撚

卿
～

豆◎

㎜
～

鵬塒

鵬
～

悩

悩
～

燭

燭
～

㎜

(
一
)
金
属
類
回
収
令
施
行
規
則
中
改
正
省
令
(昭

和
十
九
年
五
月
軍
需
省
令
第
三
十
九
号
)
施

行
ニ
関
ス
ル
件

(二
)
金
属
類
回
収
令
施
行
規
則
改
正

(鉄
屑
配

給
統
制
規
則
廃
止
)

ニ
伴
フ
運
用
方
針
ニ
関

ス
ル
件
通
牒

大
蔵
省
関
係

酒
類
販
売
価
格
中
運
送
費
ノ

一
部
ニ
相
当
ス
ル
金

額
控
除
方
ノ
件

統
制
経
済
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
九
年
三
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
六
月
現
在
)

第
四
巻
第
七
号

一
九
四
四
(昭
和

一
九
)年
七
月

調
査所
謂
特
免
料
に
就
て

山
口
県
下
に
於
け
る
坑
木
事
情
調
査
書

(山
口
地
方

裁
判
所
検
事
局
報
告
)

経
済
統
制
法
令
の
解
説

38

～

41川

川
～

鵬

燭
～

魏鵬

-
⊥
～

4

5

～

51
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外
国
為
替
管
理
法
施
行
規
則
の
改
正
に
就
て

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決
例

価
格
等
統
制
令
施
行
規
則
第
三
条
第

一
項
第
二
号

ニ
所
謂
新
製
品
ノ
意
義

価
格
等
統
制
令
ト
隔
地
者
間
取
引
ノ
準
拠
法

ア
ル
コ
ー
ル
ノ
指
定
売
捌
人
ニ
非
ザ
ル
者
ノ
販
売

価
格

皮
革
配
給
統
制
規
則
第
八
条
及
第
九
条

ニ
所
謂
皮

革
又
ハ
革
ト
艶
死
牛
馬
ノ
皮
又
ハ
其
ノ
成
革

物
品
販
売
価
格
取
締
規
則
第

一
条
ニ
所
謂
販
売
価

格
ト
所
謂
推
定
価
格
及
市
場
価
格

経
済
統
制
関
係
法
令
質
疑
回
答

価
格
等
統
制
令
第
十
三
条
但
書

ニ
関
ス
ル
質
疑
ノ
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

(
一
)
軍
、
官
庁
等
を
利
用
せ
る
経
済
事
犯
事
例

(1)
軍
を
利
用
せ
る
蒲
団
生
地
織
物
等
の
価
格
違

反
事
件
起
訴
報
告

(長
崎
地
方
裁
判
所
検
事

局
)

(2)
軍
納
を
繞
る
衣
料
品
の
配
給
及
価
格
違
反
事

16

～

212222

22

～

2323

23

～

2424

25

～

29

件
検
挙
報
告

(山
口
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(3)
軍
の
貨
物
自
動
車
利
用
に
依
る
木
炭
統
制
並

価
格
違
反
事
件
検
挙
報
告

(甲
府
地
方
裁
判

所
検
事
局
)

(4)
軍
並
官
庁
利
用
に
依
る
食
糧
関
係
経
済
事
犯

検
挙
報
告

(高
松
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(5)
軍
証
明
書
を
利
用
せ
る
い
か
製
品
の
価
格
違

反
事
件
検
挙
報
告

(長
崎
地
方
裁
判
所
検
事

局
報
告
)

(二
)
鉄
鋼
割
当
証
明
書
偽
造
並
之
に
伴
ふ
軍
需
会

社
法
指
定
会
社
の
資
材
購
入
に
関
す
る
国
家
総

動
員
法
違
反
事
件
概
要

(東
京
刑
事
地
方
裁
判

所
検
事
局
報
告
)

(三
)
軍
需
工
場
、
軍
作
業
場
に
於
け
る
悪
質
徴
用

工
員
並
盗
犯
等
の

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

(広

島
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(四
)
国
民
徴
用
令
違
反
者
原
因
及
年
齢
別
調
査

(神

戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(五
)
自
動
車
修
理
用
部
分
品

一
斉
取
締
に
関
す
る

事
件
処
理
方
針
等
報
告

(東
京
刑
事
地
方
裁
判

29

～

31

31

～

33

33

～

38

38

～

39

40

～

47

47

～

50

0

～

2

eO

5
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ユ
)



所
検
事
局
)

(六
)
食
糧
営
団
役
職
員
等
の
不
正
事
件
の
求
刑
科

刑
調
査

(大
審
院
検
事
局
経
済
部
)

(七
)
農
事
組
合
聯
合
会
長
等
の
農
村
に
対
す
る
特

配
物
資
横
領
等
事
件
起
訴
報
告

(京
都
地
方
裁

判
所
検
事
局
)

(八
)
青
果
物
集
荷
所
主
任
等

の
野
菜
類
横
流
し
事

件
捜
査
報
告

(千
葉
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(九
)
町
内
会
長
職
務
代
行
者
等
の
食
糧
詐
欺
事
件

起
訴
報
告

(長
崎
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(
一
〇
)
物
々
交
換

一
斉
取
締
状
況
報
告

(山
口
地

方
裁
判
所
検
事
局
)

(
一
一
)
軽
金
属
製
品

(家
庭
器
物
)
密
造
事
件
検

挙
報
告

(名
古
屋
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(
一
二
)
新
潟
港
に
於
け
る
輸
送
関
係
業
者
の
銑
鉄

窃
盗
事
件
及
之
を
繞
る
無
切
符
譲
渡
価
格
違
反

等
検
挙
報
告

(新
潟
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

(
一
三
)
家
庭
用
物
資
購
入
通
帳
に
依
る
詐
欺
事
件

起
訴
報
告

(長
崎
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

経
済
統
制
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

52

～

騒

騒

～

72

73

～

75

75

～

77

77

～

78

78

～

82

83

～

86

86

～

88

88

～

89

司
法
省

関
係

(
一
)
経
済

関
係
罰
則

ノ
整
備

ニ
関

ス
ル
法
律
違

反
事
件

調
査
方

ノ
件

通
牒

(
二
)
同

(三
)
家
畜

ノ
密
殺
防
止

ニ
関

ス
ル
件

(四
)
軍
需
工
場
等

ニ
於

ケ

ル
食
糧
品
及
日
用
品

ノ
不
法

購
入
取
締

ニ
関

ス
ル
件

農
商

省
関
係

(
一
)
肥
料
配
給
割
当
数
量

ノ
件

(
二
)
販
売
業

者
手
持

ノ
非
時
局
的
繊
維

製
品
ノ

転
活

用

ニ
関

ス
ル
件

(三
)
販
売
業
者
手
持

ノ
非
時
局
的
繊
維

製
品
ノ

転
活

用

ニ
伴

フ
取
引
価
格

ニ
関
ス
ル
件

(四
)
価
格
等
統
制
令

ニ
基

ク
権
限

ノ
地
方
庁
委

譲

ニ
関

ス
ル
件

経
済
統
制
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
九
年

四
月
分

経
済
月
報
発
行

目
録

(
昭
和
十
九
年
七
月
現
在
)

0
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第
四
巻
第
八
号

一
九
四
四
(昭
和

一
九
)年
八
月

調
査内
地
に
於
け
る
朝
鮮
人
の
経
済
犯
罪
状
況

経
済
統
制
法
令
の
解
説

在
華
邦
人
生
活
必
需
物
資
臨
時
配
給
統
制
規
則
に
就

て

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決
例

宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
第
四
条
違
反
罪
ノ
成
立

ト
利
得
ノ
意
図

皮
革
配
給
統
制
規
則
第
四
条
第
二
項
ニ
所
謂
皮
ト

斃
死
獣
ノ
皮

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

鮮
魚
介

一
斉
検
挙
実
施
状
況
報
告

(東
京
刑
事
地
方

裁
判
所
検
事
局
)

鮮
魚
、
塩
干
魚
類
関
係
経
済
事
犯

一
斉
検
挙
に
関
す

る
件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

薬
品
の
需
給
逼
迫
に
伴
ふ
戦
時
買
占
及
価
格
違
反
事

1

～

12

13

～

202021

2

～
(
ユ
　
　
)

4

2

～

つ
e

4

4

件
検
挙
処
理
状
況

(神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
報

告
)

軍
需
工
場
に
於
け
る
高
速
度
鋼
等
重
要
物
資
窃
盗
価

格
違
反
事
件
処
理
報
告

(東
京
刑
事
地
方
裁
判
所

検
事
局
)

運
輸
会
社
駅
構
内
員
等
の
重
要
物
資
荷
抜
及
価
格
違

反
事
犯
検
挙
処
理
報
告

(東
京
刑
事
地
方
裁
判
所

検
事
局
)

船
舶
用
石
油
類
の
窃
盗
及
鮮
魚
類
の
価
格
違
反
事
件

検
挙
報
告

(鳥
取
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

煙
草
価
格
違
反

(情
実
販
売
)
事
件
処
理
報
告

(長

崎
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

繊
維
品
に
関
す
る
経
済
事
犯
検
挙
対
策
樹
立
の
件
(大

阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

地
代
家
賃
等

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

(宮
崎
地
方
裁

判
所
検
事
局
)

履
物
類

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

(新
潟
地
方
裁
判
所

検
事
局
)

経
済
統
制
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

44

～

51

51

～

53

騒

～

62

62

～

656566
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自
動
車
修
理
用
部
分
品

一
斉
取
締

ニ
関
ス
ル
件

農
商
省
関
係

除
虫
菊
製
品
ノ
統
制

ニ
関
ス
ル
件

兎
毛
皮
等
配
給
統
制
規
則
施
行

ニ
関
ス
ル
件

繊
維
製
品
ノ
検
査
及
査
定

ニ
関
ス
ル
件

生
活
用
品
価
格
査
定
委
員
会
設
置
ニ
関
ス
ル
件

木
材
最
高
販
売
価
格
ノ
計
算

ニ
関
ス
ル
件

昭
和
十
八
年
十
月
商
工
省
告
示
第
千
五
十
九
号
(屑

紙
ノ
最
高
販
売
価
格
指
定
ノ
件
)
中
改
正

ニ
関

ス
ル
件

ガ
ラ
紡
織
物
ノ
販
売
価
格
査
定

ニ
関
ス
ル
件

経
済
統
制
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
九
年
五
月
分

経
済
事
務
室
の
窓

72

～

7677

77

～

79

79

～

80

80

～

86

86

～

9393

93

～

94

95

～

m

経
済
事
務
室
等
経
済
犯
罪
防
遏
施
設
に
関
す
る
質
疑

一
括

経
済
事
務
室
関
係

経
済
犯
罪
対
策
協
議
会
関
係

経
済
遵
法
懇
談
会
関
係

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
八
月
現
在
)

0

1
⊥

m

～

盟

M

～

鵬鵬

第

四
巻
第
九
号

一
九

四
四

(昭
和

一
九
)
年
九
月

調
査勤
労
行
政
機
構
の
概
要

経
済
統
制
法
令
の
解
説

陸
上
小
運
送
運
賃
の
改
訂
に
就
て

経
済
事
件
参
考
判
決
例

大
審
院
判
決
例

卸
売
ヲ
営
業
ト
為
サ
ザ
ル
者
ト
卸
売
業
者
販
売
価

格
ノ
適
用

基
準
賃
貸
条
件
ノ
外
二
前
賃
借
人
ノ
延
滞
地
代
ヲ

支
払

ハ
シ
ム
ル
借
地
契
約
ト
地
代
家
賃
統
制
令

第
六
条
違
反
罪
ノ
成
立

昭
和
十
五
年
商
工
省
大
蔵
省
告
示
第

一
号

ニ
所
謂

生
産
者
販
売
価
格
ト
販
売
ノ
相
手
方
小
売
商
ノ

場
合

経
済
統
制
関
係
法
令
質
疑
回
答

綿
糸
ス
フ
糸
ノ
販
売
価
格

ニ
関
ス
ル
件

経
済
事
件
処
理
に
関
す
る
参
考
資
料

-
↓
～

8

9

～

3232

33

～

3435

35

～

36
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経
済
犯
罪
情
勢
報
告

(昭

一
九
年
四
、
五
、
六
月

大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

経
済
犯
罪
情
勢
報
告

(昭

一
九
年
四
月
乃
至
六
月

神
戸
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

市
役
所
吏
員
等
の
配
給
物
資
不
正
受
配
事
件
処
理
報

告

(鹿
児
島
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

町
内
会
長
の
物
資
特
配
申
請
書
偽
造
行
使
に
依
る
不

正
受
配
及
価
格
違
反
事
件

(高
知
地
方
裁
判
所
検

事
局
報
告
)

特
異
詐
欺
手
段
に
依
る
特
配
物
資
不
正
受
配
事
件
検

挙
報
告

(高
松
地
方
裁
判
所
検
事
局
)

隣
組
員
共
謀
の
幽
霊
人
口
に
依
る
米
穀
其
他
生
必
物

資
不
正
受
配
事
件
処
理
報
告

(大
分
地
方
裁
判
所

検
事
局
)

主
要
食
糧
還
元
配
給
不
正
受
配
者

一
斉
取
締
実
施
の

件

(長
野
地
方
裁
判
所
検
事
局
報
告
)

地
代
家
賃
並
宅
地
建
物
等
に
関
す
る
経
済
事
犯

一
斉

検
挙
に
関
す
る
件

(大
阪
地
方
裁
判
所
検
事
局
報

告
)

闇
対
策
懇
談
会
報
告
書

(中
央
物
価
統
制
協
力
会
議
)

36

～

54

54

～

63

64

～

66

66

～

68

68

～

70

70

～

73

74

～

82
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5

Q
O

O
O

5

～

0

0
0

0
σ

経
済
統
制
法
令
に
関
す
る
各
省
通
牒

司
法
省
関
係

生
鮮
食
料
品
価
格
特
別
措
置
ニ
関
ス
ル
件

食
糧
物
資
大
口
不
法
買
出
事
犯
検
挙
取
締

ニ
関
ス

ル
件

農
商
省
関
係

販
売
業
者
手
持
ノ
非
時
局
的
繊
維
製
品
ノ
転
活
用

ニ
関
ス
ル
件

食
用
鮮
魚
介
類
販
売
価
格

一
部
改
正
ニ
関
ス
ル
件

疏
菜
及
果
実
ノ
最
高
販
売
価
格
改
訂

ニ
関
ス
ル
件

価
格
等
統
制
令
並
ニ
同
令
施
行
規
則
改
正
ニ
関
ス

ル
件

各
省
関
係

白
金
ノ
緊
急
確
保

ニ
関
ス
ル
件

経
済
統
制
関
係
法
令
官
報
索
引

昭
和
十
九
年
六
月
分

経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
十
九
年
九
月
現
在
)
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『新
経
済
月
報
』

第

一
巻
第

一
号

一
九

四
六

(
昭
和

二

一
)
年

四
月

は
し
が
き

調
査経

済
緊
急

諸
施
策

関
係
事

犯
概
況

(
一
)

一
、

一
般
的

概
況

二
、
金
融
措

置
関
係
違

反

(
一
)
金
融
緊
急
措

置
令

違
反

(
二
)

日
本
銀
行
券

預
入
令
違
反

(
三
)
旧
円

証
紙
を
繞

る
犯
罪

(
四
)
中

国
人
、
朝
鮮
人
等

の
金
融
緊
急
措

置

に
対
す

る
動
向

資

料一
、
兵
庫

県

に
於

け
る
味
噌

、
醤

油
、
塩
、
木
炭

の

生

産
者
横

流

一
斉

取
締

(神

戸
地
検

報
告
)

二
、
製

造
煙

草
販
売
行
為
等

に
対
す
る
取
締
実
施

(東

京
地
検

報
告

)

-
⊥
～

F
O

戻
」
～

だ
0

だ
0

～

0
σ

9

～

12

12

～

17

17

～

22

23

～

28

28

～

29

三
、
米
麦
並

に
其

の
加

工
品

に
関
す

る
不
正
事
犯

の

一
斉
取
締

(東
京
地
検
報
告
)

特

異
事
件

一
、
鉄
道
管

理
部

の
ブ

ロ
ー
カ
ー
利
用
甘
藷
大
量
買

出
事
件

(長
崎

)

二
、
転

出
証
明
書
偽

造
行
使

に
依
る
旅
行
者
用
外
食

券
詐

欺
事
件

(東
京
)

三
、
大
地
主

の
臨
時
農
地
価
格
統
制
令
違
反
事
件

(山

口
)

四
、
大
阪
造
兵
廠
共
栄
会
支
部

の
発
註
品
を
繞
る
主

要
食
糧
品

の
横
流
事
件

(大
阪
)

五
、
農
地
調
整
法
及
財
産
税
発
表

に
刺
戟

さ
れ
た
る

農
地
価
格
統
制
令
違
反
事
件

(大
津
)

六
、
農
地
調
整
法
改
正
を
繞

る
臨
時
農
地
価
格
統
制

令
違
反
事
件

(大
阪
)

判
例物
価
統
制

第

一
、
価
格
等
統
制
令

(
一
-

一
八
)

一
、
新
製
品

の
意
義

(湯
通

し
さ
る
め
ん
と
晒

さ
る
め
ん
)

29

～

33

35

～

37

37

～

41

41

～

43

43

～

47

47
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49

49

～

5253

一85一
(
ユ
)



二
、
市
場
価
格
の
認
定
と
其
の
証
拠

三
、
日
本
絹
人
絹
織
物
配
給
統
制
株
式
会
社
の

所
謂
集
散
地
代
行
店
の
買
付
行
為
と
価
格
等

統
制
令
の
適
用

四
、
売
主
店
先
又
は
そ
の
倉
庫
渡
価
格
と
運
賃

加
算

五
、
道
府
県
繊
維
品
価
格
査
定
委
員
会
の
価
格

査
定
の
効
力

六
、
(
一
)
二
等
枝
肉
と
査
定
す
べ
き
に
拘
ら
ず

一
等
枝
肉
と
査
定
し
た
る
場
合
の
準
拠
価
格

/

(二
)
右
虚
偽
の
査
定
と
脱
法
行
為

七
、
小
売
取
引
を
卸
売
取
引
な
り
と
錯
誤
し
た

る
場
合
と
価
格
違
反
罪
の
犯
意
の
成
否

八
、
販
売
業
者
の
意
義

九
、
蚊
帳
の
小
売
業
者
の
卸
売
行
為

十
、
卸
売
と
小
売
の
区
別

十

一
、
昭
和
十
九
年
農
商
省
告
示
第
四
百
六
号

の
卸
売
業
者
最
高
販
売
価
格

十
二
、
生
産
者
と
販
売
業
者
を
兼
ね
居
れ
る
業

者
が
販
売
す
る
場
合
に
準
拠
す
べ
き
価
格

53

～

54

54

～

555555

55

～

56

56

～

575758

58

～

5959

59

～

60

十
三
、
普
通
鉄
線
直
線
棒
と
昭
和
十
六
年
九
月

十
二
日
商
工
省
告
示
第
八
百
十
号
の
適
用

十
四
、
昭
和
十
五
年
十

一
月
十

一
日
商
工
省
告

示
第
七
百
十
七
号
に
所
謂
山
葵
粉

十
五
、
昭
和
十
五
年
九
月
二
十

一
日
商
工
省
告

示
第
五
百
五
十
八
号
の
趣
旨

十
六
、
(
一
)加
工
串
柿
と
昭
和
十
八
年
二
月

一

日
岩
手
県
告
示
第
六
十
五
号
/

(二
)
加
工

串
柿
と
加
工
賃
の
加
算

十
七
、
切
？
と
昭
和
十
五
年
八
月
三
十
日
商
工

省
農
林
省
告
示
第
十
三
号
に
所
謂
そ
の
他
の

削
刻
品

十
八
、
昭
和
十
五
年
八
月
三
十
日
商
工
省
農
林

省
告
示
第
十
三
号
に
所
謂

「塩
い
わ
し
」

第
二
、
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令

(
一
―
四
)

一
、
宅
地
の
分
割
譲
渡
と
宅
地
建
物
等
価
格
統

制
令
第
四
条
第

一
項
の
法
意

二
、
宅
地
建
物
等
価
格
統
制
令
第
二
条
違
反
の

所
為
に
対
し
同
令
第
八
条
を
適
用
し
た
る
判

決
と
破
毀
の
理
由

6060

0

～

-

だ
0

ハ
061

-

～

2

だ
0

だ
0

2

～

3

ハ
0

ハ
063

3

～

4

ρ
0

ρ
0
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三
、
農

地

を
宅

地

に
供

す

る
為
売
買

せ
ら

る

ヽ

場
合

と
未

必
的

希
望

に
過
ぎ
ざ

る
供

用
目
的

四
、
建
物

及
財

産
上

の
利
益

の

一
括
譲

渡
と
基

準

価
格

第

三
、
臨
時
農
地

価
格
統

制
令

一
、
毛

上
あ

る
農
地

の
譲
渡

に
付
農
地
価
格
統

制
令
施
行

規
則
第

一
条

第

四
号

に
よ
る
許

可

な
き

場
合

の
基

準
価
格

第

四
、
食
糧
管

理
法

(
一
ー

三
)

一
、
食
糧
管

理
法

施
行
令
第
十

三
条

に
所
謂
営

利

の
目
的

の
意

義

二
、
小
麦

の
超

過
販
売
と
食
糧
管

理
法

三
、

小
麦

の
公
定

額
と
引
渡
場
所

物

資
統

制

第

一
、

ア

ル
ミ

ニ
ウ

ム
屑
配
給
統
制
規

則

一
、

(
一
)
ア
ル
ミ

ニ
ウ

ム
屑
配
給
統
制

規
則
第

三
条

違
反

罪

の
成
立

/

(
二
)

同
規

則
第

五

条

の
法
意

第

二
、

生
糸

配
給
統
制

規
則
、
糸

配
給
統
制
規
則

(
一
-

二
)

6464656566

66

～

6767

一
、
縫
糸

又
は
刺
繍
糸

用
並

に
工
業
用

の
両
途

に
供
せ
ら

る
る
生
糸

の
販
売
と
割
当

票

の
要

否
二
、
所
謂
出
目
糸
を
使
用

し
た

る
製
品
と
検
査

の
要
否

第
三
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則

(
一
―
四
)

一
、
昭
和
十
七
年

一
月

二
十

日
商
工
省
告
示
第

四
十
九
号

に
所
謂
布
吊

製
品

二
、

(
一
)
繊
維

製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
九

条
違

反
罪

の
成
立
/

(
二
)
同
規
則
第
十

一

条

に
所
謂
衣
料

品

の
販
売
其

の
他
売
渡
を
業

と
す

る
者

の
意
義

三
、
繊
維
製
品

配
給
消
費
統
制
規
則
第
九
条

に

所
謂
譲
渡

の
意
義

四
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
十

二

条

に
所
謂
衣
料
切
符

の
成
立
要
件

第

四
、
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則

(
一
―

二
)

一
、
昭
和
十
七
年

二
月

五
日
商

工
省
告
示
第
百

二
十
九
号

の
艦
褸

二
、
改

正
繊
維
屑
配
給
統
制
規
則
第

二
条
と
同

686869

69

～

7070

70

～

7171
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(
ユ
)



改
正
規
則
施
行
前
の
譲
受
け
繊
維
屑

第
五
、
食
糧
管
理
法

(
一
-
二
)

一
、
食
糧
管
理
法
施
行
規
則
第
四
条
の
解
釈

二
、
(
一
)
生
産
者
が
小
作
料
を
金
銭
に
て
代
納

し
て
留
保
し
た
る
米
麦
の
処
分
行
為
と
食
糧

管
理
法
施
行
規
則
第
四
条
/

(二
)
転
売
の

目
的
に
出
づ
る
米
麦
の
買
受
行
為
と
食
糧
管

理
法
施
行
令
第
十
条
の
二

第
六
、
砂
糖
配
給
統
制
規
則

一
、
砂
糖
配
給
統
制
規
則
第
二
十
条
の
譲
渡
の

意
義

第
七
、
水
産
物
配
給
統
制
規
則

(
一
―
二
)

一
、
配
給
統
制
法
令
に
所
謂
販
売
買
受
と
引
渡

の
着
手

二
、
昭
和
十
七
年

一
月
七
日
農
林
省
令
第

一
号

水
産
物
配
給
統
制
規
則
第
五
条
に
所
謂
水
産

物
を
業
と
す
る
者
の
意
義

第
八
、
愛
知
県
令
水
産
物
配
給
統
制
規
則

一
、
昭
和
十
七
年
八
月
愛
知
県
令
第
八
十
四
号

愛
知
県
水
産
物
配
給
統
制
規
則
第
六
条
に
所

71

～

7272

72

～

7373

73

～

74

74

～

75

謂
県
内
に
水
産
物
を
搬
入
す
る
者
の
意
義

第
九
、
新
潟
県
令
鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則

一
、
昭
和
十
七
年

一
月
二
十
七
日
新
潟
県
令
第

六
号
、
新
潟
県
鮮
魚
介
配
給
統
制
規
則
第
七

条
但
書
第
二
号
の
解
釈

第

一
〇
、
間
接
肥
料
販
売
制
限
規
則

一
、
間
接
肥
料
販
売
制
限
規
則
第
二
条
に
所
謂

間
接
肥
料
の
意
義

第

=

、
金
属
類
回
収
令
施
行
規
則

(
一
―
二
)

一
、
金
属
類
回
収
令
施
行
規
則
第
四
条
及
第
六

条
に
所
謂
権
原
に
基
き
占
有
す
る
者
の
意
義

二
、
金
属
類
回
収
令
施
行
規
則
第
十
四
条

の
解

釈

第

一
二
、
石
油
専
売
法

一
、
石
油
専
売
法
第
十
五
条
に
違
反
し
同
法
第

二
十

一
条
に
該
当
す
る
犯
罪
の
成
立
条
件

刑
法第

一
、
没
収
に
関
す
る
問
題

一
、
超
過
利
得
金
の
追
徴
と
国
家
総
動
員
法
第

四
十
八
条
の
法
人

7576

76

～

7777777879
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(
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第

二
、
犯
意

に
関
す

る

問
題

(
一
―

二
)

一
、
小

売
取

引
を

卸
売

取
引

な
り
と
錯

誤
し
た

る
場
合

と
価

格
違

反
罪

の
犯
意

の
成

否

二
、
統

制
価
格
違

反
と
犯
意

第

三
、

併
合
罪

に
関
す

る
問
題

一
、
国
家
総
動
員
法
第

三
十

五
条

及
輸

出
入
品

等

に
関
す
る
臨
時
措
置

に
関
す

る
法
律
第

五

条

の
二
、
刑
法
第

四
十
七
条

の
適

用
順
序

第

四
、

罪
数

に
関
す

る
問
題

(
一
―
五
)

一
、

米
を
政
府

以
外

の
者

に
指
定
価
格

を
越
え

売

渡
し

た
る
場
合

の
擬
律

二
、
不
法
領
得

の
意
思
を
以

て
す
る
精
米

の
価

格

違
反

の
販
売
契
約
と

横
領
罪

三
、

小
麦

の
超

過
額
販
売

と
食

糧
管
理
法

四
、
価

格
等
統

制
令
第

七
条
と
食
糧
管
理
法
施

行
令
第

十

二
条

と

は
其

の
罪
質
を
異

に
す

五
、
金
属

類
回
収
令

施
行

規
則
第

四
条

の
適

用

範

囲

第

五
、
窃

盗
罪

一
、
裁

り
取

り
た

る
衣
料

小

切
符

は
窃
盗
罪

の

79

0
σ

∩
)

7

～

88081

81

～

8282

82

～

8383

目
的
物
た
り
得

る
も

の
と
す

刑
事
訴

訟
法

第

一
、
公
訴

の
範
囲

(
一
―
二
)

一
、
公
訴
事
実

の
同

一
性

の

一
事
例

二
、
指
定
価
格
超
過
販
売

の
事
実
と
公
訴

の
範

囲

第

二
、
犯
罪
事
実

の
判
示

(
一
－
七
)

一
、
市

場
価
格
超
過
販
売
事
実

の
判
示
方

二
、
価
格
違
反
罪

の
判
示
と
物
品
引
渡
地
判
示

の
要
否

三
、
価
格
等
統
制
令
違
反

の
判
示
と
超
過
額

の

確
定

四
、
超
過
販
売
物
品

の
品
種
公
価
、
番
号
級
別

等
を
判
示

せ
ざ

る
判
決
と
理
由
不
備

五
、
連
続
犯
を
構
成
す

べ
き
価
格
超
過
販
売

の

判
示
方

六
、
統
制

団
体

の
役
職
員

に
対
す

る
贈
賄
罪
と

判

示

の
程
度

七
、
新
法

旧
法

の
関
係

に
在

る
事
実

が
連
続
犯

を
構
成
す

る
場
合

に
於

け
る
犯
罪
事
実

の
判

83

84

～

8585

85

～

86

鵬

86

～

87

87

～

888889



示

第
三
、
法
令
の
適
用

一
、
判
決
に
於
て
適
用
を
示
す
べ
き
法
令

其
の
他
第

一
、
暴
利
行
為
等
取
締
令

一
、
暴
利
行
為
等
取
締
規
則
第

一
条
に
所
謂
不

当
の
報
酬

第
二
、
企
業
許
可
令

一
、
企
業
許
可
令
施
行
規
則
第
三
条
第

一
項

第
三
、
軍
需
会
社
徴
用
規
則

一
、
応
徴
の
満
洲
国
軍
属
服
務
に
依
る
欠
勤
と

正
当
事
由
の
有
無

通
牒取
締
通
牒

隠
匿
米
、
麦
、
燃
料
等
の

一
斉
取
締
に
関
す
る
件

隠
匿
物
資
等
緊
急
措
置
に
関
す
る
件

主
要
食
糧
等

の

一
斉
取
締
並
に
隠
退
蔵
物
資
の
供

出
促
進
に
関
す
る
件

米
穀
等
密
輸
入
事
件
の
取
締
に
関
す
る
件

食
糧
管
理
法
施
行
令
の
改
正
に
伴
ふ
取
締
に
関
す

89

～

909091

91

～

9292

0
0

7
σ

9

～

9

7
8

0
》

9

～

9

O
」

O
」

9

～

m

O9

～

10

1

1

る
件

医
薬
品
の
品
質
、
価
格
及
製
造
販
売
の
取
締
の
件

事
件
処
理
通
牒

生
糸
、
絹
糸
及
絹
製
品
等
現
状
保
持
厳
守
に
関
す

る
件

同聯
合
国
最
高
司
令
部
指
令
第
三
号

(昭
和
二
十
年

九
月
二
十
二
日
附
)
違
反
事
件
に
関
す
る
件

同当
面
の
経
済
事
犯
処
理
方
針
等
に
関
す
る
件

経
済
危
機
緊
急
対
策
関
係
事
件
処
理
に
関
す
る
件

事
件
報
告
に
関
す
る
通
牒

経
済
危
機
緊
急
対
策
関
係
事
件
報
告
方
に
関
す
る

件
同
物
価
統
制
に
関
す
る
通
牒

物
価
統
制
令
の
施
行
に
関
す
る
主
務
大
臣
の
件

価
格
等
取
締
規
則
等
施
行
に
関
す
る
件

物
価
統
制
令
施
行
に
伴
ふ
物
価
取
締
に
関
す
る
件

亜
炭
及
加
工
亜
炭
価
格
統
制
の
運
用
に
関
す
る
件

(
U

2

n
ノ
白

り
0

1
1
⊥
～

-

艮
」

腐
U

-

～

1

1

1

盈
U

瓜
U

-

～

0
1臼

搦
～

鵬㎜

m
～

麗

麗
～

悩

B

～

1
(
　
ヘ
リ
ユ
)

4

42

～

46

1

1

8

0
ゾ

4

～

4

1

1

14

～

1
(
　
コ
リ
ゐ
)

5

麗

～

詔

1

1

詔

～

騒

1

1
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疏
菜

の
最
高
販
売
価
格
指
定
に
関
す
る
件

疏
菜
廉
売
の
実
施
に
関
す
る
件

疏
菜
の
最
高
販
売
価
格
改
訂
の
件

小
麦
粉
等
最
高
販
売
価
格
改
訂
に
関
す
る
件

酒
類
の
販
売
価
格
指
定
告
示
等
中
改
正
に
関
す
る

件
物
価
統
制
令
第
四
条
の
規
定
に
依
る
鮮
魚
介
類
最

高
販
売
価
格
指
定
に
関
す
る
件

同理
髪
料
金
の
統
制
額
指
定
等
の
件

物
資
統
制
に
関
す
る
通
牒

繊
維
製
品
等
の
実
態
調
査
並
に
昭
和
二
十

一
年
度

臨
時
生
産
計
画
に
関
す
る
件

国
民
生
活
用
品
の
統
制
に
関
す
る
措
置
の
件

国
民
生
活
用
品
の
統
制
に
関
す
る
露
店
商
の
取
扱

の
件

「輸
出
生
糸
確
保
の
為
に
す
る
措
置
に
関
す
る
件
」

施
行
に
関
す
る
件

商
工
農
林
省
令
第

一
号

(昭
和
二
十
年
勅
令
第
五

百
四
十
二
号

「ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
の
受
諾
に
伴

騒

～

56

56

～

61

1

ー

過
(
ユ
)

～
(
ヨ
)

⑯

63

～

餌

廟

～

鵬

鵬
～
鵬聯

聯
～
鵬

O

n
∠

ワ
～

～

ワ
～

2

《
U

7

～

ワ
♂

%

～

㎎

78

～

79

ひ
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
)
に
基
く
生
糸
の

譲
渡
等
に
関
す
る
件
施
行
に
関
す
る
件

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号

「ポ
ツ
ダ
ム
」

宣
言
の
受
諾
に
伴
ひ
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件

に
基
く
生
糸
等
の
数
量
報
告
等
に
関
す
る
件
第

二
条
但
書
の
規
定
に
依
る
告
示
施
行
に
関
す
る

件
食
糧
管
理
法
施
行
規
則
中
改
正
に
関
す
る
件

水
産
物
統
制
令
の
施
行
に
関
す
る
件

同亜
炭
及
其
の
加
工
品
の
名
称
及
規
格
の
改
正
統

一

に
関
す
る
件

合
同
記
事

昭
和
二
十

一
年
二
月
二
十
三
日
開
催
の
経
済
緊
急
施

策
実
施
に
伴
ふ
経
済
係
判
検
事
会
同
議
事
要
録

序日
程
、
会
同
員
氏
名
等

岩
田
司
法
大
臣
訓
示

佐
藤
刑
事
局
長
指
示

池
田
大
審
院
次
長
検
事
指
示

囎

～

鵬

別

～

85

18

～

1
(
　
　
)

8

銘

～

90

90

～

95

96

～

97㎜

蹴
～
脳

脳
～
㎜

餅
～
皿

皿
～
脚

一酬一



斎
藤
経
済
課
長
説
明

食
糧
緊
急
措
置
関
係
法
令
解
説

金
融
緊
急
措
置
令
並
日
本
銀
行
券
預
入
令
解
説

臨
時
財
産
調
査
令
解
説

隠
匿
物
資
等
緊
急
措
置
令
解
説

新
経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
二
十

一
年
六
月
現
在
)

第

一
巻
第

二
号

一
九

四
六

(
昭
和

二

一
)
年

五
月

調
査経
済
緊
急
諸
施
策
関
係
事
犯
概
況

(二
)

三
、
主
要
食
糧
関
係
事
犯

四
、
隠
匿
物
資
関
係
事
犯

特
異
事
件

安
田
銀
行
銀
座
支
店
並
読
売
新
聞
社
関
係
の
日
本
銀

行
券
預
入
令
違
反
事
件

大
量
に
及
ぶ
饅
頭
の
価
格
違
反
事
件

(大
阪
)

生
産
再
開
を
繞
る
肥
料
の
関
西

一
流

「
メ
ー
カ
ー
」

の
物
交
材
料
と
し
て
の
肥
料
の
横
流
事
件

(大
阪
)

進
駐
軍
等
を
標
榜
す
る
畳
表
、
茣
蓙
の
大
量
闇
取
引

ワ
f

リ
へ
∪

-

～

り
乙

0
乙

(ワ
乙

り
O

n∠

0
乙

～

り
0

2

n∠

2

2

り
0

～

4

2

0
∠
】

り
乙

ワ
～

4

～

4

∩
∠
冒

2

24

～

2
(
　
ユ
)

6

影
交

寸

-

そ

イ

-

～

33

り0

5

3

～

3

7
σ

0
σ

3

～

3

0

～

2

沼4

湘4

42

～

47

事
件

(岡
山
)

政
府
管
理
米
の
大
量
抜
荷
窃
盗
闇
売
事
件

(岡
山
)

朝
鮮
人
に
よ
る
証
紙
偽
造
行
使
事
件

(福
岡
)

新
潟
県
地
方
事
務
官
の
闇
取
引
並
収
賄
事
件

(札
幌
)

判
決
例
第

一
、
物
価
統
制

一
、
価
格
統
制
令

昭
和
十
七
年
商
工
省
告
示
第
三
十
七
号
に
依
る

故
の

「ト
ラ
ツ
ク
タ
イ
ヤ
」
の
最
高
販
売
価

格
と
配
給
組
合
に
対
す
る
積
立
金
、
手
数
料

の
加
算

昭
和
十
四
年
商
工
省
告
示
第
三
百
八
十
八
号
に

所
謂
販
売
業
者
販
売
価
格

(最
終
持
込
撒
渡
)

と
運
賃
そ
の
他
の
実
費
の
士邪
王
負
担
の
限
度

物
品
税
法
掲
記
第
三
種
物
品
の
税
金
は
販
売
価

格
に
加
算
す
べ
き
に
あ
ら
ず

二
、
地
代
家
賃
統
制
令

地
代
家
賃
統
制
令
第
三
条
第

一
項
、
第
二
項
、

同
令
施
行
規
則
第

一
条
違
反
の
罪
の
犯
意

第
二
、
物
資
統
制

7

～

0

4

5

0

n∠

FO
～

民
」

2

～

5

民
」

民
」

7
σ

∩
V

5

～

66162

2

～

3

だ
0

ハ
0

63

～

餌
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一
、
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則

ω
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
二
十
四
条

第
二
項
に
所
謂
使
用
の
意
義
/
②
同
規
則
附

則
第
二
項
の
申
告
義
務
と
自
家
用
衣
料
品

二
、
食
糧
管
理
法

食
糧
管
理
法
施
行
令
第
十
条
の
二
に
所
謂
買
受

の
意
義

三
、
石
炭
配
給
統
制
法

石
炭
配
給
統
制
法
第

一
条
に
所
謂
石
炭
の
生
産

業
者
と
斤
先
掘
業
者

第
三
、
刑
法

一
、
犯
意
に
関
す
る
問
題

地
代
家
賃
統
制
令
第
三
条
第

一
項
第
二
号
、
同

令
施
行
規
則
第

一
条
違
反
の
罪

(不
作
為
犯
)

の
犯
意

二
、
罪
数
に
関
す
る
問
題

(1)
経
済
関
係
罰
則
の
整
備
に
関
す
る
法
律
違
反

の
罪
と
戦
時
刑
事
特
別
法
所
定
の
涜
職
罪
と

の
関
係

(2)
価
格
等
統
制
令
第
七
条
違
反
の
罪
と
食
糧
管

64

～

65

65

～

67

67

～

6868

68

～

69

理
法
施
行
令
第
十
二
条
違
反
の
罪
、
味
噌
配

給
統
制
規
則

(物
資
統
制
令
)
違
反
の
罪
と

同
法
施
行
令
第
十
条
違
反
の
罪
と
は
夫
々
其

罪
質
を
異
に
す

偶
国
家
総
動
員
法
と
酒
税
法
と
の
関
係

第
四
、
其
の
他

国
家
総
動
員
法

大
分
県
北
海
部
郡
青
果
物
出
荷
組
合
聯
合
会
は

統
制
の
為
に
す
る
経
営
を
為
す
団
体
に
し
て

国
家
総
動
員
法
に
依
る
命
令
に
依
り
統
制
を

為
す
団
体
に
あ
ら
ず

通
牒価
格
統
制
に
関
す
る
通
牒

物
価
統
制
令
に
よ
る
物
々
交
換
禁
止
規
定
の
運
用

等
に
つ
い
て

化
粧
品
、
靴
墨
の
量
売
の
場
合
に
於
け
る
販
売
価

格
に
つ
い
て

鉄
線
、
亜
鉛
引
鉄
線
及
丸
釘
の
小
売
価
格
の
統
制

額
指
定
委
任
に
つ
い
て

物
価
統
制
令
第
十
条
但
書
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い

9

～

0

ρ
0

7
`

0

1
⊥

7

～

7

鵬

71

～

74

75

～

7878

78

～

79



て
価
格
等
の
統
制
に
関
す
る
事
務
の
地
方
庁
に
お
け

る
処
理
に
つ
い
て

物
資
統
制
に
関
す
る
通
牒

被
拘
禁
者
に
対
す
る
食
糧
等
二
重
配
給
防
止
方
策

に
つ
い
て

金
融
緊
急
措
置
に
関
す
る
通
牒

特
定
の
外
国
人
に
対
す
る
金
融
緊
急
措
置
令
の
適

用
の
特
例
に
つ
い
て

統
計経
済
緊
急
対
策
関
係
違
反
事
件
諸
統
計
表

(昭
和
二

十

一
年
五
月
現
在
)

経
済
緊
急
対
策
関
係
違
反
事
件
人
員
表

同同同同同

法
令
別
人
員
表

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
表

科
刑
別
金
刑
人
員
表

科
刑
別
体
刑
人
員
表

第

一
審
裁
判
審
理
期
間
調

新
経
済
月
報
発
行
目
録

(昭
和
二
十

一
年
五
月
現
在
)

O
J

-
⊥

7

～

8

1
⊥

7
」

8

～

9

97

～

皿

02

～

06

柳
～
皿

皿
～
B

鴨
～
m

m
～

㎜

㎜
～

麗皿

後
付

1

第

一
巻
第
三
号

一
九
四
六
(昭
和
二

一
)年
六
月

調
査密
貿
易
の
取
締
に
就
い
て

一
、
密
貿
易
取
締
の
経
過

二
、
密
貿
易
事
犯
の
概
要

三
、
密
貿
易
に
関
す
る
特
異
な
る
報
告

第

一
、
佐
賀
地
検
報
告
に
係
る
密
航
鮮
人
其
の

他
禁
止
移
出
入
物
資

の

一
斉
取
締
に
関
す
る

件
第
二
、
大
阪
地
検
報
告
に
係
る
尻
無
川
を
中
心

と
す
る
密
輸
船
舶
取
締
に
関
す
る
件

第
三
、
松
江
地
検
報
告
に
係
る
鮮
人
密
航
事
件

に
関
す
る
件

特
異
事
件

田
無
町
農
業
会
に
関
す
る
金
融
緊
急
措
置
令
違
反
事

件

(東
京
)

安
田
銀
行
住
吉
支
店
及
野
村
銀
行
新
町
支
店
の
情
実

に
基
く
封
鎖
預
金
不
正
払
出
事
件

(大
阪
)

-

～

り
0

3

～
(
　
)
-

11

～

21

21

～

27

27

～

46

7

～

8

4

4

8

～

3

4
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郵
便
局
長
及
局
員
の
金
融
緊
急
措
置
令
違
反
事
件
(高

知
)

金
融
緊
急
措
置
令
並
経
済
罰
則
の
整
備
に
関
す
る
法

律
違
反
事
件

(福
岡
)

金
融
緊
急
措
置
令
違
反
事
件

(福
島
)

藤
沢
市
役
所
書
記
補
と
食
糧
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
共
謀
し

て
米
穀
配
給
通
帳
等
を
偽
造
行
使
し
て
不
正
受
配

し
横
流
し
た
る
事
件

(横
浜
)

新
聞
購
読
者
利
用
の
米
麦
不
正
取
引
事
件

(水
戸
)

下
関
市
食
糧
営
団
関
係
の
配
給
米
横
流
し
事
件

(山

口
)

悪
質
な
食
糧
管
理
法
違
反
事
件

(仙
台
)

資
金
難
に
原
因
す
る
徳
山
曹
達
株
式
会
社
の
大
量
に

及
ぶ
セ
メ
ン
ト
横
流
事
件

(大
阪
)

在
阪

一
流
商
社

「
田
村
駒
株
式
会
社
」
の
綿
織
物
の

横
流
し
及
生
糸
等
数
量
報
告
等
に
関
す
る
件
違
反

事
件

(大
阪
)

新
潟
県
中
蒲
原
郡
庄
瀬
村
農
業
会
役
員
等
の
食
糧
管

理
法
違
反
事
件

(東
京
)

通
牒

53

～

57

7
-

0
ゾ

5

～

5

9

～

0

民
」

ρ
0

0

～

2

ρ0

だ
0

2

～

4

ρ0

瓜
U

4

～

8

だ
0

瓜
U

8

～

3

ハ0

7
σ

73

～

76

76

～

79

79

～

87

取
締
通
牒

経
済
統
制
違
反
事
件
の
検
挙
取
締
方
針
に
つ
い
て

事
件
処
理
通
牒

輸
入
主
要
食
糧
物
資
に
関
聯
す
る
犯
罪
の
求
刑
稟

議
等
に
関
す
る
件
通
牒

密
貿
易
に
つ
い
て

物
価
に
関
す
る
通
牒

統
制
価
格
の
基
準
指
示
に
関
す
る
件

物
価
統
制
令
第
三
十

一
条
の
規
定
に
関
す
る
件

其
の
他
の
通
牒

輸
入
食
糧
輸
送
並
に
取
扱
方
に
関
す
る
件

隠
匿
食
糧
供
出
促
進
委
員
会
の
件
通
牒

取
締
通
牒

労
働
争
議
及
び
食
糧
闘
争
関
係
事
犯
の
検
察
方
針

並
び
に
経
済
事
犯
の
新
取
締
方
針
に
関
す
る
件

依
命
通
牒

質
疑
回
答

隠
匿
物
資
等
緊
急
措
置
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
物

資
譲
渡
お
よ
び
移
動
の
制
限
期
間
延
長
に
関
す
る

県
令
の
疑
義
に
つ
い
て

89

～

90

∩
V

-
⊥

9

～

9

9
白

0
ひ

9

～

999

99

～

㎜
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～

1
(
む
り
ム
)

0

02

～

04

姻

～
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統
計経
済
緊
急
対
策
関
係
違
反
事
件
諸
統
計
表

十

一
年
六
月
現
在
)

経
済
緊
急
対
策
関
係
違
反
事
件
人
員
調

同同同同同同同

(
昭
和

二

第

一
審
裁
判
結
果
人
員
調

科
刑
別
金
刑
人
員
調

科
刑
別
体
刑
人
員
調

第

一
審
裁
判
審
理
期
間
調

法
令
別
人
員
調

検
事
局
受
理
及
処
理
人
員
月
別
調

第

一
審
裁
判
所
受
理
及
処
理
人
員
月
別
調

新
経
済
月
報
発
行
目
録

第

二
巻
第

五

・
六
号

一
九

四
七

(昭
和

二
二
)
年

一
二
月

は
し
が
き

資
料経
済
緊
急
対
策
縁
故
米
制
度
の
実
施
に
就
て

通
牒経
済
安
定
本
部
監
査
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て

皿

～

鵬

鵬

～

m

㍑

～

鵬

鵬
～

悩

悩

～

燭

鵬

～

燭

燭

～

僻窟

名
久
寸

1

4↑
イ

1

～

1113

経
済
事
件
の
処
理
状
況
調
査
に
つ
い
て

聯
合
国
占
領
軍
、
そ
の
将
兵
又
は
聯
合
国
占
領
軍
に

附
属
し
、
若
し
く
は
随
伴
す
る
者
の
財
産
を
不
法

に
所
持
し
、
取
得
し
、
受
領
し
又
は
処
分
す
る
行

為
に
つ
い
て

経
済
統
制
関
係
法
令
違
反
事
件
の
報
告
に
つ
い
て

喫
茶
店
其
の
他
に
於
け
る
飲
み
も
の
菓
子
販
売
等
取

締
強
化
に
つ
い
て

経
済
査
察
官
の
身
分
証
明
書
作
成
に
つ
い
て

密
航
、
密
貿
易
の
取
締
並
び
に
海
上
保
安
業
務
に
つ

い
て

質
疑
回
答

真
珠
又
ハ
真
珠
製
品
ノ
取
引
禁
止
等

ニ
関
ス
ル
件
の

疑
義
に
つ
い
て

刑
事
諸
法
令
適
用
の
疑
義
に
つ
い
て

統
制
経
済
違
反
事
件
取
締
の
対
象
物
資
の
処
置
に
つ

い
て

統
計経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
五
月
末
現
在
)
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同

(昭
和
二
十
二
年
六
月
末
現
在
)

新
経
済
月
報
発
行
目
録

第
二
巻
第
七
号

一
九
四
七
(昭
和
二
二
)年

一
一
月

は
し
が
き

資
料物

資

統
制

の
新

方
式

に

つ
い
て
-

公
団
制
と

ク
ー

ポ
ン
制

農
地
改
革
関
係
違
反
状
況

銀
行
間
の
金
利
協
定
に
関
す
る
公
正
取
引
委
員
会
の

「審
判
開
始
決
定
書
」
に
つ
い
て

特
異
事
件

コ
ツ
ペ
パ
ン
の
大
量
闇
取
引
事
件

(東
京
)

郵
便
行
嚢
を
利
用
し
た
主
要
食
糧
輸
送
違
反
事
件
(長

崎
)

工
作
機
械
に
偽
装
し
た
米
穀
大
口
不
正
輸
送
事
件
(新

潟
)

P
D
を
利
用
し
た
繊
維

の
大
口
闇
取
引
事
件

(金
沢
)

朝
鮮
人
の
集
団
的
酒
類
密
造
事
件

(大
分
)
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連
絡
船
女
王
丸
の

一
斉
検
察

(高
松
)

通
牒鋼
鉄
船
及
び
木
造
船
の
建
造
に
関
す
る
覚
書
に
つ
い

て
経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
の
報
告
に
つ
い
て

隠
退
蔵
事
件
の
臨
時
処
理
に
関
す
る
件

不
良
新
聞
紙
の
検
挙
処
理
に
就
て

質
疑
回
答

食
糧
管
理
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
ノ
七
の
解
釈
疑

義
に
つ
い
て

統
計経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
七
月
現
在
)

新
経
済
月
報
発
行
目
録
(昭
和
二
十
二
年
十

一
月
現
在
)

第
二
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第
八
号
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四
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月
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に
つ
い
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事
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砂
糖
密
輸
入
事
件

(高
知
)

鮮
魚
の
巨
額
闇
取
引
事
件

(函
館
)

同繊
維
の
巨
額
闇
取
引
事
件

(宇
都
宮
)

北
朝
鮮
よ
り
の
密
輸
入
事
件

(山
形
)

毛
織
物
に
関
す
る
巨
額
闇
取
引
事
件

(名
古
屋
)

立
川
飛
行
機
株
式
会
社
甲
府
製
造
所
に
お
け
る
各
種

統
制
違
反
事
件

(甲
府
)

人
絹
織
物
の
闇
取
引
を
め
ぐ
る
県
職
員
の
涜
職
事
件

(金
沢
)

通
牒船
員
の
厚
生
施
設
の
経
営
承
認
に
つ
い
て

没
収
そ
の
他
の
処
分
に
よ
り
国
庫
に
帰
属
し
た
真
珠

又
は
真
珠
製
品
の
処
理
に
つ
い
て

警
察
取
締
の
対
象
と
な
つ
た
法
規
違
反
の
繊
維
及
び

繊
維
製
品
の
譲
渡
価
格
等
に
関
す
る
件

警
察
取
締
の
対
象
と
な

つ
た
法
規
違
反
の
繊
維
及
び

繊
維
製
品
の
処
理
に
関
す
る
件

衣
料
品
小
売
業
者
の
在
庫
品
の
処
理
に
関
す
る
件

質
疑
回
答
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甘
藷
の
価
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告
示
に
関
す
る
疑
義
に
つ
い
て

統
計経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
八
月
末
現
在
)

新
経
済
月
報
発
行
目
録
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巻
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号

一
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四

八

(昭
和

二
三
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年

一
月

調
査密
貿
易
事
件
の
概
況

資
料薪
炭

一
斉
取
締
実
施
状
況

特
異
事
件

日
鉄
輪
西
製
鉄
所
社
員
等
に
対
す
る
闇
取
引
及
び
涜

職
事
件

(札
幌
)

供
出
褒
償
名
義
利
用
の
織
物
横
流
し
事
件

(広
島
)

農
業
会
職
員
の
業
務
上
横
領
事
件

(長
野
)

地
方
の
耳
目
を
惹
い
た
巨
額
の
脱
税
事
件

(岡
山
)

大
掛
な
私
製
煙
草
の
闇
事
件

(佐
賀
)

参
議
院
議
員
等
に
対
す
る
閉
鎖
機
関
令
違
反
事
件
(東
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京
)

作
付
反
別
不
正
申
告
農
家
に
対
す
る
統
計
法
違
反
事

件

(旭
川
)

佐
賀
軍
政
部
の
名
を
籍
り
耕
作
地
取
上
を
繞
る
農
地

委
員
会
に
対
す
る
強
要
事
件

(佐
賀
)

佐
賀
軍
政
部
の
名
を
籍
り
耕
作
地
取
上
を
繞
る
農
地

委
員
会
に
対
す
る
強
要
未
遂
事
件

(佐
賀
)

通
牒生
鮮
食
料
品
の
取
締
強
化
に
つ
い
て

薪
炭
需
給
期
に
際
し
て
現
行
需
給
調
整
方
式
の
強
化

と
集
荷
配
給
の
確
実
化
に
つ
い
て

指
定
生
産
資
材
在
庫
調
整
規
則
に
基
く
過
剰
資
材
の

処
理
に
つ
い
て

重
要
物
資
輸
送
証
明
制
度
の
実
施
状
況
監
査
に
つ
い

て

指
定
生
産
資
材
割
当
証
明
書
の
有
効
期
間
に
つ
い
て

質
疑
回
答

荷
後
炭
に
関
す
る
法
的
疑
義
に
つ
い
て

歯
科
医
業
の
範
囲
に
つ
い
て

統
計
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経
済
関
係
法
令
違
反
及
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員

調

(昭
和
二
十
二
年
九
月
末
現
在
)

新
経
済
月
報
発
行
目
録
(昭
和
二
十
二
年
十
二
月
現
在
)

第

二
巻
第

一
〇
号

一
九

四
八

(昭
和

二
三
)
年

二
月

資
料西
日
本
水
産
興
業
株
式
会
社
事
件
概
要

(広
島
地
検

報
告
)

特
異
事
件

世
人
の
耳
目
を
甕
動
し
た
る
軍
服
払
下
詐
欺
事
件
(東

京
)

新
潟
県
中
蒲
原
郡
亀
田
町
農
業
会
長
の
公
文
書
毀
棄

教
唆
及
詐
欺
被
疑
事
件

(新
潟
)

隠
退
蔵
物
資
譲
渡
名
下
の
詐
欺
事
件

(大
阪
)

岡
山
県
駐
在
の
S
I
B
に
よ
り
検
挙
せ
ら
れ
た
隠
退

蔵
事
件

(広
島
)

乗
車
券
闇
転
売
事
件

(福
岡
)

長
野
県
経
済
部
長
の
肥
料
配
給
規
則
違
反
事
件

(長

野
)
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通
牒生
鮮
食
料
品
の

一
斉
取
締
に
関
す
る
事
件
報
告
に
つ

い
て

経
済
犯
罪
防
止
の
対
策
に
つ
い
て

卸
売
業
者
旧
繊
維
製
品
配
給
消
費
統
制
規
則
第
七
条

の
指
定
団
体
及
び
小
売
業
者
手
持
衣
料
製
品
の
価

格
査
定
に
関
す
る
件
通
牒

進
駐
軍
軍
人
並
び
に
来
訪
連
合
国
人
土
産
用
品
販
売

店
の
取
扱
い
に
関
す
る
件

藁
工
品
の
販
売
価
格
の
統
制
額
指
定
の
件

統
計経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
十
月
末
現
在
)

財
政
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(同
)

農
地
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(同
)
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報
発
行
目
録

0

～

-

E
J

E
J

-
⊥

∩
)

5

～

6

60

～

64

4

～

7

£
)

だ
0

ワ
5

Q
O

6

～

6

69

～

75

75

～

79

79

～

83

第

二
巻
第

一
―
号

一
九

四
八

(昭
和

二
三
)
年

三
月

資
料昨
年
度
の
経
済
犯
の
実
証
的
研
究

特
異
事
件

純
綿
糸
の
大
量
横
流
し
事
件

(静
岡
)

県
警
察
部
長
、
経
済
部
長
と
の
関
連
の
下
に
行
わ
れ

た
地
下
足
袋
闇
事
件

(熊
本
)

現
職
駅
長
が
精
米
業
者
と
共
謀
し
た
る
食
糧
管
理
法

並
に
物
価
統
制
令
違
反
事
件

(秋
田
)

通
牒飲
食
営
業
緊
急
措
置
令
違
反
事
件
報
告
に
つ
い
て
命

に
よ
り
通
牒

隠
退
蔵
事
件
処
理
方
針
に
関
す
る
件

ア
ル
コ
ー
ル
普
通
売
捌
人
に
対
す
る
指
示
事
項
の
件

質
疑
回
答

水
産
動
物
油
等

の
販
売
価
格
統
制
額
の
適
用
の
疑
義

に
つ
い
て
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経
済
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
庁
別
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
十

一
月
末
現
在
)

昭
和
二
十
二
年
中
に
於
け
る
経
済
統
制
関
係
法
令
違

反
事
件
人
員
調
各
庁
別

一
覧

農
地
関
係
違
反
事
件
受
理
並
処
理
人
員
調

(昭
和
二

十
二
年
十

一
月
末
現
在
)

同

法
令
別
受
理
並
処
理
人
員
調

(同
)

財
政
関
係
違
反
事
件
受
理
並
処
理
人
員
調

(同
)

同

法
令
別
受
理
並
処
理
人
員
調

(同
)

新
経
済
月
報
発
行
目
録
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四
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和

二
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年

四
月

特
異
事
件

参
議
院
議
員
等
に
対
す
る
閉
鎖
機
関
令
違
反
被
告
事

件
の
判
決

(東
京
)

通
牒重
要
物
資
在
庫
緊
急
調
査
令
の
運
用
に
つ
い
て

没
収
物
資
等

の
数
量
報
告
に
つ
い
て

重
要
資
材
使
用
制
限
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
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指
定
生
産
資
材
の
微
量
需
要
者
に
関
す
る
取
扱
要
領

実
施
に
つ
い
て

鮮
魚
介
の
輸
送
途
上
に
お
け
る
鮮
度
保
持
に
つ
い
て

物
価
統
制
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
統
制
額
指
定
に

つ
い
て

鮮
魚
介
類
の
販
売
価
格
の
統
制
額
指
定
の
件
中

一
部

改
正
に
つ
い
て

指
定
生
産
資
材
割
当
規
則
等
の
違
反
行
為
に
対
す
る

取
締
に
つ
い
て

農
産
品
配
給
規
則
に
よ
る
藺
製
品
の
切
符
制
度
実
施

に
伴
う
取
締
り
方
依
頼
に
つ
い
て

映
画
館
の
家
賃
に
つ
い
て

質
疑
回
答

販
売
価
格
励
行
上
の
疑
義
に
つ
い
て

統
計経
済
統
制
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
理
人
員
調

(昭
和
二
十
二
年
十
二
月
末
現
在
)

同

第

一
審
裁
判
結
果
各
庁
別
人
員
調

(同
)

農
地
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
置
人
員
調

(同
)

財
政
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
置
人
員
調

(同
)
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経
済
民
主
化
関
係
法
令
違
反
事
件
受
理
並
処
置
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員

調

(同
)
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発
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目
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和
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現
在
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